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蒸気発生器取替え、蒸気発生器保管庫設置及び保修点検建屋設置の安全設

計について「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則（平成 25 年 6 月 28 日制定）（以下、「設置許可基準規則」と

いう。）に適合するように設計する。 

蒸気発生器取替え、蒸気発生器保管庫設置及び保修点検建屋設置に関係す

る設置許可基準規則の整理をそれぞれ第１表～第３表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緑枠にて削除範囲を明示
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第１表 蒸気発生器取替えに関係する設置許可基準規則 

凡例 

● 
本申請の適用条文のうち、今回の申請の中で適合性を説明する必要がある

もの 

○ 
本申請の適用条文であるが、既許可の設計方針にて申請対象設備の適合性

を確認できるもの 

× 申請対象設備と関係性がないもの 

 

条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

1

条 

適用範囲   ×   

第

2

条 

定義   ×   

第

3

条 

設計基準対象

施設の地盤 

1 - ○ 

本条文は設計基準対象施設全般に適用されるものであ

り、本申請において取替えを行う蒸気発生器にも適用

される。 

ただし、原子炉格納容器内に設置される既設の蒸気発

生器を含む耐震重要度分類Ｓクラス設備は、既許可の

設計方針において、耐震重要度分類Ｓクラスに適用す

る地震力が作用した場合においても、接地圧に対する

十分な支持力を有する地盤に設置する原子炉格納容器

内に設置する設計としている。本申請において取替え

る蒸気発生器についても同様に既存の原子炉格納容器

内に設置することから、既許可の設計方針にて申請対

象設備の基準適合性が確認できる。 

2 - ○ 

3 - ○ 

第

4

条 

地震による損

傷の防止 

1 - ● 
蒸気発生器は、耐震重要度分類をＳクラスとして設定

した地震力に対しておおむね弾性範囲の設計を行う。 

2 - ● 

蒸気発生器は、地震により発生するおそれがある安全

機能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波

及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含

む。）及びそれに続く放射線による公衆への影響を防

止する観点から、耐震重要度分類をＳクラスに分類

し、地震力を算定する。 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

3 - ● 

蒸気発生器については、基準地震動 Ss による地震力に

対して、安全機能が損なわれない設計とする。 

基準地震動 Ssによる地震力は、基準地震動 Ssを用い

て、水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わ

せたものとして算定する。 

なお、蒸気発生器が、耐震重要度分類の下位のクラス

に属する施設の波及的影響によって、その安全機能へ

影響がないことを確認する。 

4 - ○ 

本条文は耐震重要施設に適用されるものであり、本申

請において取替えを行う蒸気発生器にも適用される。 

ただし、原子炉格納容器内に設置される既設の蒸気発

生器を含む耐震重要施設は、既許可の設計方針におい

て、基準地震動 Ss による地震力によって生じる恐れが

ある周辺斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるお

それがない原子炉格納容器内に設置する設計としてい

る。本申請において取替える蒸気発生器についても同

様に既存の原子炉格納容器内に設置することから、既

許可の設計方針にて申請対象設備の基準適合性が確認

できる。 

5 - × 燃料被覆材への要求であることから、関係しない。 

6 
1 × 

兼用キャスク及びその周辺施設への要求であることか

ら、関係しない。 
2 × 

7 - × 

第

5

条 

津波による損

傷の防止 
1 - ○ 

本項は設計基準対象施設全般に適用されるものであ

り、本申請において取替えを行う蒸気発生器にも適用

される。 

ただし、原子炉格納容器内に設置される既設の蒸気発

生器を含む津波防護対象設備は、既許可の設計方針に

おいて、設備を内包する建屋及び区画の設置された敷

地を基準津波による遡上波を地上部到達又はから流入

させない、津波による影響等から隔離する設計として

いる。本申請において取替える蒸気発生器についても

同様に既存の原子炉格納容器内に設置することから、
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

既許可の設計方針にて申請対象設備の基準適合性が確

認できる。 

2 

1 × 兼用キャスク及びその周辺施設への要求であることか

ら、関係しない。 2 × 

第

6

条 

外部からの衝

撃による損傷

の防止 

1 - ○ 

第１項、第３項は安全施設全般に、第２項は重要安全

施設全般に適用されるものであり、本申請において取

替えを行う蒸気発生器にも適用される。 

原子炉格納容器内に設置される既設の蒸気発生器は、

既許可の設計方針において、設備を建屋に内包する等

により、想定される自然事象及び人為事象に対して安

全機能を損なわない設計としている。 

本申請において取替える蒸気発生器についても同様に

既存の原子炉格納容器内に設置すること等から、既許

可の設計方針にて申請対象設備の基準適合性が確認で

きる。 

2 - ○ 

3 - ○ 

4 
1 × 

兼用キャスクへの要求であることから、関係しない。 

2 × 

5 - × 

6 
1 × 

2 × 

7 - × 

第

7

条 

発電用原子炉

施設への人の

不法な侵入等

の防止 

- - ○ 

本条文は発電用原子炉施設全般に適用されるものであ

り、本申請において取替えを行う蒸気発生器にも適用

される。 

ただし、発電用原子炉施設は、既許可の設計方針にお

いて、安全施設を含む区域設定等により人の不法な侵

入等の防止を図る設計としており、本申請において取

替える蒸気発生器については、人の不法な侵入等の防

止が図られた区域内に設置することから、既許可の設

計方針にて申請対象設備の基準適合性が確認できる。 

火災による損

傷の防止 
1 - ● 

蒸気発生器取替えにあたって、火災により原子炉施設

の安全性を損なうことのないよう、火災の発生防止、
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

8

条 

火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれ

を考慮した火災防護対策を講じる設計とする。 

2 - × 
蒸気発生器取替えに伴う原子炉格納容器内の消火設備

の変更はなく、適用対象条文に該当しない。 

第

9

条 

溢水による損

傷の防止等 

1 - ● 

安全施設は、原子炉施設内における溢水が発生した場

合においても、安全機能を損なうことのない設計とす

る。 

なお、原子炉施設内における溢水として、蒸気発生器

及び配管の破損により発生した溢水を考慮する。 

2 - ○ 

本項は設計基準対象施設全般に適用されるものであ

り、本申請において取替える蒸気発生器にも適用され

る。 

ただし、蒸気発生器は、取替えに伴い、蒸気発生器の

位置を変更するものではないため、放射性物質を含む

液体が管理区域外へ漏えいしない設計に影響がなく、

既許可の適合性結果に影響を与えるものでないことか

ら、既許可の設計方針にて申請対象設備の基準適合性

が確認できる。 

第

10

条 

誤操作の防止 

1 - ○ 

本条文は設計基準対象施設全般に適用されるものであ

り、本申請において取替える蒸気発生器にも適用され

る。 

ただし、本申請における蒸気発生器は、操作を必要と

しない機器であり、既許可の適合性結果に影響を与え

るものでないことから、既許可の設計方針にて申請対

象設備の基準適合性が確認できる。 

2 - ○ 

第

11

条 

安全避難通路

等 
1 

1 ○ 

本条文は、発電用原子炉施設全般に適用されるもので

あり、本申請において取り替える蒸気発生器の設置場

所にも適用される。 

ただし、本申請において取り替える蒸気発生器は、既

設と同様に原子炉格納容器内の同じ場所に設置するこ

とから、既許可の安全避難通路等の設計方針から変更

はなく、既許可の設計方針にて申請対象設備の基準適

合性が確認できる。 

2 ○ 

3 ○ 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

12

条 

安全施設 

1 - ● 

安全施設である蒸気発生器は、「発電用軽水型原子炉

施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に基

づき、それが果たす安全機能の性質に応じて分類し、

十分高い信頼性を確保し、かつ維持し得る設計とす

る。 

2 - ○ 

本項は安全機能の重要度が特に高い安全機能を有する

ものに適用されるものであり、本申請において取替え

る蒸気発生器にも適用される。 

ただし、蒸気発生器は静的機器で、設計基準事故が発

生した場合に、長期間にわたって機能が要求される設

備でないことから、既許可の適合性結果に影響を与え

るものでなく、既許可の設計方針にて申請対象設備の

基準適合性が確認できる。 

3 - ● 

安全施設である蒸気発生器の設計条件を設定するに当

たっては通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び

設計基準事故時に予想又は想定される圧力、温度、放

射線量等各種の条件を考慮し十分安全側の条件を与え

るとともに必要に応じてそれらの変動時間、繰り返し

回数等の過渡条件を設定し、材料疲労、劣化等に対し

ても十分な余裕を持って機能維持が可能な設計とす

る。なお、原子炉格納容器内に設置している安全上重

要な機器で１次冷却材喪失時に必要な蒸気発生器は設

計基準事故時の環境条件に適合する設計とする。 

4 - ● 

安全施設である蒸気発生器は、その健全性及び能力を

確認するため、その安全機能の重要度に応じ、必要性

及びプラントに与える影響を考慮して原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができる設計とする。 

5 - ● 

原子炉施設内部の蒸気発生器は、内部発生エネルギー

の高い流体を内蔵する弁及び配管の破断並びに高速回

転機器の破損による飛来物が想定される。 

一部を取り替える高温高圧の流体を内包する主蒸気

管、主給水管については、その破断が安全上重要な施

設の機能維持に影響を与えるおそれがあるため、材料

選定、強度設計、品質管理に十分な考慮を払う。 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

さらに、これに加えて安全性を高めるために、上記配

管については仮想的な破断を想定し、その結果生じる

かも知れない配管のむち打ち、流出流体のジェット

力、周辺雰囲気の変化又は溢水等により、安全施設の

機能が損なわれることのないよう配置上の考慮を払う

とともに、それらの影響を低減させるための手段とし

て、主蒸気・主給水管については配管ホイップレスト

レイントを設ける。 

以上の考慮により、蒸気発生器は安全性を損なうこと

のない設計とする。 

6 - ○ 

本項は重要安全施設全般に適用されるものであり、本

申請において取替える蒸気発生器にも適用される。 

ただし、蒸気発生器は、原子炉施設間で共用せず、既

許可の適合性結果に影響を与えるものでないことか

ら、既許可の設計方針にて申請対象設備の基準適合性

が確認できる。 

7 - × 

本項は、安全施設（重要安全施設を除く。）に適用さ

れるものであり、蒸気発生器は重要安全施設であるこ

とから、関係しない。 

第

13

条 

運転時の異常

な過渡変化及

び設計基準事

故の拡大の防

止 

1 

1 ● 
「運転時の異常な過渡変化」及び「設計基準事故」に

対する解析及び評価を実施し、要件を満足する設計と

する。 2 ● 

第

14

条 

全交流動力電

源喪失対策設

備 

- - × 電源設備に対する要求であることから、関係しない。 

第

15

条 

炉心等 

1 - × 
原子炉固有の出力抑制特性等への要求であることか

ら、関係しない。 

2 - × 炉心への要求であることから、関係しない。 

3 - × 
燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物への

要求であることから、関係しない。 

4 - ● 
蒸気発生器は、１次冷却材又は２次冷却材の循環、沸

騰等により生ずる流体振動又は温度差のある流体の混
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

合等により生ずる温度変動により損傷を受けない設計

とする。 

5 - × 

燃料体への要求であることから、関係しない。 
6 

1 × 

2 × 

第

16

条 

燃料体等の取

扱施設及び貯

蔵施設 

  × 
燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設への要求であること

から、関係しない。 

第

17

条 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リ 

1 

1 ● 

蒸気発生器の水室・管板・管が、通常運転時、運転時

の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に加わる負荷

に耐えられる設計とする。 

2 ○ 

本号は、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器

に適用されるものであり、本申請において取替えを行

う蒸気発生器にも適用される。 

ただし、既許可の設計方針において、原子炉冷却材圧

力バウンダリとならない部分からの異常な漏えいが生

じた場合において、原子炉冷却材の喪失を停止させる

ため、配管系の通常運転時の状態及び使用目的を考慮

し、適切な隔離弁を設けた設計としており、本申請に

おける蒸気発生器取替えは、既許可の適切な隔離範囲

の中での取替えであることから既許可の設計方針にて

申請対象設備の基準適合性が確認できる。 

3 ● 

蒸気発生器の水室・管板・管が、通常運転時、運転時

の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に脆性的挙動

を示さず、かつ、急速な伝播型破断を生じない設計と

する。 

4 × 
原子炉冷却材漏えい検出装置に対する要求であること

から、関係しない。 

第

18

条 

蒸気タービン   × 蒸気タービンへの要求であることから、関係しない。 

第

19

条 

非常用炉心冷

却設備 
  × 

非常用炉心冷却設備への要求であることから、関係し

ない。 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

20

条 

一次冷却材の

減少分を補給

する設備 

- - × 高圧注入系への要求であることから、関係しない。 

第

21

条 

残留熱を除去

することがで

きる設備 

- - ● 

原子炉の炉心からの核分裂生成物崩壊熱と他の残留熱

は、原子炉停止後初期の段階においては蒸気発生器に

より除去し、発生蒸気は復水器又は大気放出により処

理する設計とする。 

第

22

条 

終ヒートシ

ンクへ熱を輸

送することが

できる設備 

1 

1 ● 

通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時、

原子炉で発生した熱は、復水器を経て 終的な熱の逃

し場である海へ放出されるか、又は、大気へ放出され

る設計とする。 

今回取替える蒸気発生器においても、その系統構成が

変わらない設計とする。 

2 × 
原子炉補機冷却設備及び原子炉補機冷却海水設備への

要求であることから、関係しない。 

第

23

条 

計測制御系統

施設 
1 

1 ○ 本条文は、計測制御系統施設に適用されるものであ

り、本申請において取替える蒸気発生器に関係する計

測制御設備にも適用される。 

ただし、本申請における蒸気発生器取替えは、蒸気発

生器に関するパラメータ（蒸気発生器水位、2 次側圧

力、1 次冷却材圧力、1次冷却材流量及び主蒸気流量

等）の計測範囲や設定値の変更はなく、また、検出器

の取替を伴わないことから、既許可の設計方針にて申

請対象設備の基準適合性が確認できる。 

2 ○ 

3 ○ 

4 ○ 

5 ○ 

第

24

条 

安全保護回路   × 安全保護系への要求であることから、関係しない。 

第

25

条 

反応度制御系

統及び原子炉

停止系統 

1 - × 
蒸気発生器取替えに伴い、新たに反応度制御系統を設

けるものではないことから、関係しない。 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

2 

1 × 
蒸気発生器取替えに伴い、新たに反応度制御系統を設

けるものではないことから、関係しない。 

2 

● 

化学体積制御設備は、1次冷却材中へのほう酸注入に

より、炉心を高温未臨界から低温状態に移行し未臨界

維持できる設計とする。 

3 

4 

5 
× 制御棒への要求であることから、関係しない。 

3 - 

4 - × 
蒸気発生器取替えに伴い、新たに反応度制御系統を設

けるものではないことから、関係しない。 

第

26

条 

原子炉制御室

等 

1 

1 × 
中央制御室での監視・操作等への要求であることか

ら、関係しない。 
2 × 

3 × 

2 - × 
中央制御室使用不可時の要求であることから、関係し

ない。 

3 

1 × 
中央制御室の有毒ガスに係る要求であることから、関

係しない。 

2 ● 

中央制御室の居住性を確保するための設備（中央制御

室遮蔽等）の設計方針については、「原子力発電所中

央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内

規）」に基づき、設計基準事故時に運転員の実効線量

が 30 日間で 100mSv を超えないこと（以下「判断基

準」という。）を確認することにより、その妥当性を

確認している。 

今回、蒸気発生器取替えによる設計変更に伴い、想定

事象「蒸気発生器伝熱管破損」の被ばく評価条件のう

ち環境への放出放射能量が影響を受けることから、被

ばく評価により判断基準を満足すること、既許可に記

載している設計方針が妥当であること（設計方針を変

更する必要がないこと）を確認した。 

第

27

条 

放射性廃棄物

の処理施設 
1 1 ● 

周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界に

おける水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよ

う、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関

する指針」を満足できる設計とする。 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

2 ● 

蒸気発生器取替えにより、1 次冷却材保有水量が増加

し 1次冷却材抽出水量が増加する設計変更を伴うた

め、既許可の液体廃棄物処理能力に影響しないことを

確認することにより、既許可に記載している設計方針

が妥当であること（設計方針を変更する必要がないこ

と）を確認している。 

3 × 
固体状の放射性廃棄物の処理への要求であることか

ら、関係しない。 

第

28

条 

放射性廃棄物

の貯蔵施設 
  × 

放射性廃棄物の貯蔵施設への要求であることから、関

係しない。 

第

29

条 

工場等周辺に

おける直接線

等からの防護 

- - ● 

蒸気発生器取替えにより、1 次冷却材保有水量が増加

する設計変更を伴うため、敷地周辺の空間線量率の評

価によって目標を満足することを確認することによ

り、既許可に記載している設計方針が妥当であること

（設計方針を変更する必要がないこと）を確認してい

る。 

第

30

条 

放射線からの

放射線業務従

事者の防護 

1 

1 ○ 

本条文は放射線量を低減する設備に適用されるもので

あり、本申請において、蒸気発生器を取り替えること

で、放射線量に影響があるおそれがあることから、関

係する遮蔽（遮蔽設計区分）に適用される。 

ただし、蒸気発生器取替え前と同様に蒸気発生器は 2

次遮蔽内に設置する設計としており、本申請において

当該遮蔽、2次遮蔽外のフロアの遮蔽設計区分（Ⅳ:＞

0.15mSv/h）及び被ばく管理の運用に変更がないことか

ら、既許可の設計方針にて申請対象設備の基準適合性

が確認できる。 

2 × 
中央制御室遮蔽への要求であることから、関係しな

い。 

2 - × 
放射性物質を取り扱う放射線管理施設を設置すること

への要求であり、蒸気発生器取替えに伴い、新たに放

射線管理施設を設置・変更するものではないことか

ら、関係しない。 
3 - × 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

31

条 

監視設備 - - × 
プロセスモニタ、モニタポスト等の監視設備への要求

であることから、関係しない。 

第

32

条 

原子炉格納施

設 
  × 

原子炉格納施設への要求であることから、関係しな

い。 

第

33

条 

保安電源設備   × 保安電源設備への要求であることから、関係しない。 

第

34

条 

緊急時対策所   × 緊急時対策所への要求であることから、関係しない。 

第

35

条 

通信連絡設備   × 通信連絡設備への要求であることから、関係しない。 

第

36

条 

補助ボイラー   × 補助ボイラーへの要求であることから、関係しない。 

第

37

条 

重大事故等の

拡大の防止等 

1 - ○ 

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合にお

いて、想定した事故シーケンスグループに対して、炉

心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じる

設計とする。 

2 - ○ 

重大事故が発生した場合において、想定した格納容器

破損モードに対して、原子炉格納容器破損及び放射性

物質の発電所の外への異常な放出を防止するために必

要な措置を講じる設計とする。 

3 - × 
使用済燃料ピット内の燃料体又は使用済燃料への要求

であることから、関係しない。 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

4 - ● 

重大事故に至る恐れがある事故が発生した場合におい

て、想定した運転停止中事故シーケンスグループに対

して、運転停止中における原子炉内の燃料体の著しい

損傷を防止するために必要な措置を講じる設計とす

る。 

第 

38

条 

重大事故等対

処施設の地盤 

1 

1 ○ 

本条文は常設耐震重要重大事故防止設備が設置される

重大事故等対処施設に適用されるものであり、本申請

において取替えを行う蒸気発生器にも適用される。 

ただし、原子炉格納容器内に設置される既設の蒸気発

生器を含む耐震重要度分類Ｓクラス設備は、既許可の

設計方針において、耐震重要度分類Ｓクラスに適用す

る地震力が作用した場合においても、接地圧に対する

十分な支持力を有する地盤に設置する原子炉格納容器

内に設置する設計としている。本申請において取替え

る蒸気発生器についても同様に既存の原子炉格納容器

内に設置することから、既許可の設計方針にて申請対

象設備の基準適合性が確認できる。 

2 × 
蒸気発生器は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常

設重大事故防止設備ではないことから、関係しない。 

3 ○ 

本条文は常設耐震重要重大事故防止設備が設置される

重大事故等対処施設に適用されるものであり、本申請

において取替えを行う蒸気発生器にも適用される。 

ただし、原子炉格納容器内に設置される既設の蒸気発

生器を含む耐震重要度分類Ｓクラス設備は、既許可の

設計方針において、耐震重要度分類Ｓクラスに適用す

る地震力が作用した場合においても、接地圧に対する

十分な支持力を有する地盤に設置する原子炉格納容器

内に設置する設計としている。本申請において取替え

る蒸気発生器についても同様に既存の原子炉格納容器

内に設置することから、既許可の設計方針にて申請対

象設備の基準適合性が確認できる。 

2 - ○ 

3 - ○ 

地震による損

傷の防止 
1 1 ● 

常設耐震重要重大事故防止設備である蒸気発生器につ

いては、基準地震動 Ssによる地震力に対して、重大事

13



 

 
 

条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

39

条 

故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがない設計とする。 

2 × 
蒸気発生器は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常

設重大事故防止設備ではないことから、関係しない。 

3 ● 

常設重大事故緩和設備である蒸気発生器については、

基準地震動 Ssによる地震力に対して、重大事故に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう

に設計する。 

2 - ○ 

本条文は常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大

事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設に適用

されるものであり、本申請において取替えを行う蒸気

発生器にも適用される。 

ただし、原子炉格納容器内に設置される既設の蒸気発

生器を含む耐震重要施設は、既許可の設計方針におい

て、基準地震動 Ss による地震力によって生じる恐れが

ある周辺斜面の崩壊に対して重大事故に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがない原子炉格納容

器内に設置する設計としている。本申請において取替

える蒸気発生器についても同様に既存の原子炉格納容

器内に設置することから、既許可の設計方針にて申請

対象設備の基準適合性が確認できる。 

第

40

条 

津波による損

傷の防止 
- - ○ 

本項は重大事故等対処施設全般に適用されるものであ

り、本申請において取替えを行う蒸気発生器にも適用

される。 

ただし、原子炉格納容器内に設置される既設の蒸気発

生器を含む津波防護対象設備は、既許可の設計方針に

おいて、設備を内包する建屋及び区画の設置された敷

地を基準津波による遡上波を地上部到達又はから流入

させない、津波による影響等から隔離する設計として

いる。本申請において取替える蒸気発生器についても

同様に既存の原子炉格納容器内に設置することから、

既許可の設計方針にて申請対象設備の基準適合性が確

認できる。 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

41

条 

火災による損

傷の防止 
- - ● 

蒸気発生器取替えにあたって、火災により重大事故等

に対処するために必要な機能を損なうことのないよ

う、火災発生防止、火災感知及び消火の措置を講じる

ものとする。 

第

43

条 

重大事故等対

処設備 

1 

1 ● 

重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件を

考慮した設計とする。また、代替水源として淡水又は

海水から選択可能であるため、海水影響を考慮した設

計とする。 

2 ○ 
想定される重大事故等が発生した場合においても、重

大事故等対処設備を確実に操作できる設計とする。 

3 ● 運転中又は停止中に試験又は検査できる設計とする。 

4 ○ 

重大事故等対処設備のうち、本来の用途以外の用途と

して重大事故等に対処するために使用する設備を含め

て通常時に使用する系統から系統構成を変更する必要

のある設備は、速やかに切替操作可能なように、系統

に必要な弁等を設ける設計とする。 

5 ○ 

重大事故等対処設備は原子炉施設内の他の設備に対し

て悪影響を及ぼさないよう、措置を講じた設計とす

る。 

6 ○ 

重大事故等対処設備の設置場所は、想定される重大事

故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支

障がないように、遮蔽の設置や線源からの離隔距離に

より放射線量が高くなるおそれの少ない場所を選定

し、設置場所で操作可能な設計とする。 

2 

1 ○ 

想定される重大事故等の収束において、想定する事象

及びその事象の進展等を考慮し、重大事故等時に必要

な目的を果たすために、事故対応手段としての系統設

計を行う。 

2 ○ 
常設重大事故等対処設備の各機器については、2以上

の原子炉施設において共用しない設計とする。 

3 ○ 

常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備の安

全機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とす

る。 

3 

1 × 

可搬型重大事故等対処設備への要求であることから、

関係しない。 

2 × 

3 × 

4 × 

5 × 

6 × 

7 × 

第

44

条 

緊急停止失敗

時に発電用原

子炉を未臨界

にするための

設備 

- - ● 

運転時の異常な過渡変化時において原子炉の運転を緊

急に停止することができない事象が発生するおそれが

ある場合又は当該事象が発生した場合においても炉心

の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するととも

に、原子炉を未臨界に移行するために必要な重大事故

等対処設備を設置する。 

第

45

条 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リ高圧時に発

電用原子炉を

冷却するため

の設備 

- - ● 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、

設計基準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪

失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するた

め、原子炉を冷却するために必要な重大事故等対処設

備を設置及び保管する。 

第

46

条 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リを減圧する

ための設備 

- - ● 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、

設計基準事故対処設備が有する原子炉の減圧機能が喪

失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格

納容器の破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧するために必要な重大事故等対処設備を

設置及び保管する。 

第

47

条 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リ低圧時に発

電用原子炉を

冷却するため

の設備 

- - ● 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、

設計基準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪

失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格

納容器の破損を防止するため、原子炉を冷却するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

48

条 

終ヒートシ

ンクへ熱を輸

送するための

設備 

- - ● 

設計基準事故対処設備が有する 終ヒートシンクヘ熱

を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が

発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、

終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な重大事

故等対処設備を設置及び保管する。 

第

49

条 

原子炉格納容

器内の冷却等

のための設備 

  × 

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために

必要な重大事故等対処設備の設置への要求であること

から、関係しない。 

第

50

条 

原子炉格納容

器の過圧破損

を防止するた

めの設備 

  × 

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために

必要な格納容器スプレイ等設備の設置への要求である

ことから、関係しない。 

第

51

条 

原子炉格納容

器下部の溶融

炉心を冷却す

るための設備 

- - × 

炉心が溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心

を冷却するために必要な原子炉格納容器下部注水設備

の設置への要求であることから、関係しない。 

第

52

条 

水素爆発によ

る原子炉格納

容器の破損を

防止するため

の設備 

- - × 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

に必要な水素濃度制御設備の設置への要求であること

から、関係しない。 

第

53

条 

水素爆発によ

る原子炉建屋

等の損傷を防

止するための

設備 

- - × 

原子炉建屋等の水素爆発による損傷を防止するために

必要な水素排出設備等設備の設置への要求であること

から、関係しない。 

第

54

条 

使用済燃料貯

蔵槽の冷却等

のための設備 

  × 

使用済燃料ピット水位が低下した場合において必要な

冷却・遮蔽・臨界防止する設備の設置への要求である

ことから、関係しない。 

第

55

条 

工場等外への

放射性物質の

拡散を抑制す

るための設備 

- - × 
放射性物質の拡散抑制に対する要求であることから、

関係しない。 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

56

条 

重大事故等の

収束に必要と

なる水源及び

水の供給設備 

  × 
重大事故等の収束に必要となる水の供給設備への要求

であることから、関係しない。 

第

57

条 

電源設備   × 電源設備に対する要求であることから、関係しない。 

第

58

条 

計装設備 - - ○ 

本条文は、重大事故等時の計装設備に適用されるもの

であり、本申請において取替える蒸気発生器に関係す

る計装設備にも適用される。 

ただし、本申請における蒸気発生器取替えは、蒸気発

生器に関する重大事故等時のパラメータ（蒸気発生器

水位及び２次側圧力、1次冷却材圧力）の計測範囲や

設定値の変更はなく、また、検出器の取替を伴わない

ことから、既許可の設計方針にて申請対象設備の基準

適合性が確認できる。 

第

59

条 

運転員が原子

炉制御室にと

どまるための

設備 

- - × 

炉心の著しい損傷が発生した場合に運転員が中央制御

室にとどまるための設備への要求であることから、関

係しない。 

第

60

条 

監視測定設備   × 
重大事故等発生時の監視測定設備への要求であること

から、関係しない。 

第

61

条 

緊急時対策所   × 緊急時対策所への要求であることから、関係しない。 

第

62

条 

通信連絡を行

うために必要

な設備 

- - × 通信連絡設備への要求であることから、関係しない。 
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第２表 蒸気発生器保管庫設置に関係する設置許可基準規則 

凡例 

● 
本申請の適用条文のうち、今回の申請の中で適合性を説明する必要がある

もの 

○ 
本申請の適用条文であるが、既許可の設計方針にて申請対象設備の適合性

を確認できるもの 

× 申請対象設備と関係性がないもの 

 

条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

1

条 

適用範囲   ×   

第

2

条 

定義   ×   

第

3

条 

設計基準対象

施設の地盤 

1 - ● 

蒸気発生器保管庫は、耐震重要度分類を C クラスとし

て設定した地震力が作用した場合においても、接地圧

に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

2 - × 耐震重要施設及び兼用キャスクへの要求であることか

ら、関係しない。 3 - × 

第

4

条 

地震による損

傷の防止 

1 - ● 

蒸気発生器保管庫は、耐震重要度分類を C クラスとし

て設定した地震力に対しておおむね弾性範囲の設計を

行う。 

2 - ● 

蒸気発生器保管庫は、地震により発生するおそれがあ

る安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆へ

の影響を防止する観点から、耐震重要度分類を C クラ

スに分類し、地震力を算定する。 

3 - × 
耐震重要施設への要求であることから、関係しない。 

4 - × 

5 - × 燃料被覆材への要求であることから、関係しない。 

6 
1 × 

兼用キャスクへの要求であることから、関係しない。 2 × 

7 - × 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

5

条 

津波による損

傷の防止 

1 - ○ 

本項は設計基準対象施設全般に適用されるものであ

り、本申請において新設する蒸気発生器保管庫にも適

用される。 

ただし、本申請において新設する蒸気発生器保管庫は

クラス３に属する施設であり、設計基準対象施設の津

波防護対象設備に該当しないことから、既許可の設計

方針にて申請対象設備の基準適合性が確認できる。 

2 
1 × 兼用キャスク及びその周辺施設への要求であることか

ら、関係しない。 2 × 

第

6

条 

外部からの衝

撃による損傷

の防止 

1 - 

● 

【森林火災（ばい煙除く）】 

蒸気発生器保管庫等の設置に伴う影響について、安全

施設は、発電所敷地で想定される森林火災が発生した

場合においても安全機能を損なうことのない設計とす

る。 

○ 

【上記以外の自然現象】 

本項は安全施設全般に適用されるものであり、本申請

において新設する蒸気発生器保管庫にも適用される。

防護すべき施設は、既工事計画認可の基本設計方針に

記載の通り、『外部からの衝撃より防護すべき施設

は、設計基準対象施設のうち、「発電用軽水型原子炉

施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規

定されているクラス１及びクラス２に該当する構築

物、系統及び機器（以下「防護対象施設」という。）

としている。 また、防護対象施設の防護設計について

は、外部からの衝撃により防護対象施設に波及的影響

を及ぼすおそれのある防護対象施設以外の施設につい

ても考慮する。』としており、本申請における蒸気発

生器保管庫はクラス３に属する施設であって、防護対

象施設及び防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれ

のある防護対象施設以外の施設ではなく、既許可の適

合性結果に影響を与えるものではないことから、既許

可の設計方針にて申請対象設備の基準適合性が確認で

きる。 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

2 - × 重要安全施設への要求であることから、関係しない。 

3 - ○ 1 項【上記以外の自然現象】と同じ。 

4 
1 × 

兼用キャスクへの要求であることから、関係しない。 

2 × 

5 - × 

6 
1 × 

2 × 

7 - × 

第

7

条 

発電用原子炉

施設への人の

不法な侵入等

の防止 

- - ● 

蒸気発生器保管庫は、人の容易な侵入を防止できるよ

う柵、鉄筋コンクリート造りの壁等によって防護し

て、点検、確認等を行う事により、接近管理および出

入管理を行える設計とする。 

第

8

条 

火災による損

傷の防止 

1 - ● 

蒸気発生器保管庫は、火災により原子炉施設の安全性

を損なうことのないよう、火災の発生防止、火災の感

知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮し

た火災防護対策を講じる設計とする。 

2 - 〇 

本項は設計基準対象施設全般に対する要求であり、本

申請において新設する蒸気発生器保管庫にも適用され

る。 

ただし、本申請における蒸気発生器保管庫には、発電

用原子炉を安全に停止させるための設備は設置しない

ため、消火設備によって発電用原子炉を安全に停止さ

せるための機能を損なうことはなく、既許可の設計方

針にて申請対象設備の基準適合性が確認できる。 

第

9

条 

溢水による損

傷の防止等 
1 - 〇 

本項は安全施設全般に適用されるものであり、本申請に

おいて新設する蒸気発生器保管庫にも適用される。 

ただし、蒸気発生器保管庫は安全施設であるが、原子炉

の停止および使用済燃料ピットの冷却等に必要な安全

施設ではなく防護対象設備に該当しないことから、既許

可の設計方針にて申請対象設備の基準適合性が確認で

きる。 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

2 - 〇 

本項は設計基準対象施設全般に適用されるものであり、

本申請において新設する蒸気発生器保管庫にも適用さ

れる。 

ただし、本申請における蒸気発生器保管庫には、放射性

物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備を設

置しないことから、既許可の設計方針にて申請対象設備

の基準適合性が確認できる。 

第

10

条 

誤操作の防止 1 

1 〇 

本条文は設計基準対象施設全般に適用されるものであ

り、本申請において新設する蒸気発生器保管庫にも適

用される。 

ただし、本申請における蒸気発生器保管庫には、プラン

トの安全上重要な機能に支障をきたす恐れがある機器・

弁等がなく、運転員が運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故に対応するための設備がないため、既許可の適

合性結果に影響を与えるものでないことから、既許可の

設計方針にて申請対象設備の基準適合性が確認できる。

2 〇 

第

11

条 

安全避難通路

等 
1 

1 ● 

蒸気発生器保管庫には、標識並びに非常灯及び誘導灯

を設け、その位置を明確かつ恒久的に表示することに

より容易に識別できる安全避難通路を設ける設計とす

る。 

2 ● 

蒸気発生器保管庫には、電源が喪失した場合において

も避難通路を確保するために蓄電池内蔵型の非常灯及

び誘導灯を設ける設計とする。 

3 ○ 

本号は発電用原子炉施設全般に適用されるものであ

り、本申請において新設する蒸気発生器保管庫にも適

用される。 

ただし、本申請において新設する蒸気発生器保管庫

は、設計基準事故が発生した場合に対応が必要な場所

に該当しないため、作業用照明を設置しない設計とし

ており、既許可の設計方針にて申請対象設備の基準適

合性が確認できる。 

安全施設 1 - ● 
安全施設である蒸気発生器保管庫は、「発電用軽水型

原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

12

条 

針」に基づき、それが果たす安全機能の性質に応じて

分類し、十分高い信頼性を確保し、かつ維持し得る設

計とする。 

2 - × 
安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するものへ

の要求であることから、関係しない。 

3 - ● 

安全施設である蒸気発生器保管庫の設計条件を設定す

るに当たっては通常運転時、運転時の異常な過渡変化

時及び設計基準事故時に予想又は想定される圧力、温

度、放射線量等各種の条件を考慮し十分安全側の条件

を与えることにより、材料疲労、劣化等に対しても十

分な余裕を持って機能維持が可能な設計とする。 

4 - ○ 

本項は安全施設全般に適用されるものであり、本申請

において新設する蒸気発生器保管庫にも適用される。 

ただし、蒸気発生器保管庫は既許可設計方針において

定める試験又は検査が可能な設計とする対象設備に該

当しないことから、既許可の適合性結果に影響を与え

るものでなく、既許可の設計方針にて申請対象設備の

適合性が確認できる。 

5 - ○ 

本項は安全施設全般に適用されるものであり、本申請

において新設する蒸気発生器保管庫にも適用される。 

ただし、蒸気発生器保管庫は、蒸気タービン、ポンプ

その他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物から防護す

べき安全施設ではなく、既許可の設計方針にて申請対

象設備の適合性が確認できる。 

6 - × 重要安全施設への要求であることから、関係しない。 

7 - ● 

蒸気発生器保管庫は、3，4号炉で共用するが、蒸気発

生器取替えに伴い発生する廃棄物を貯蔵するのに必要

な貯蔵容量を有する設計とし、安全性を損なうことの

ない設計とする。 

第

13

条 

運転時の異常

な過渡変化及

び設計基準事

  × 
運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防

止への要求であることから、関係しない。 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

故の拡大の防

止 

第

14

条 

全交流動力電

源喪失対策設

備 

- - × 
全交流動力電源喪失対策設備への要求であることか

ら、関係しない。 

第

15

条 

炉心等   × 炉心等への要求であることから、関係しない。 

第

16

条 

燃料体等の取

扱施設及び貯

蔵施設 

  × 
燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設への要求であること

から、関係しない。 

第

17

条 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リ 

  × 
原子炉冷却材圧力バウンダリへの要求であることか

ら、関係しない。 

第

18

条 

蒸気タービン   × 蒸気タービンへの要求であることから、関係しない。 

第

19

条 

非常用炉心冷

却設備 
  × 

非常用炉心冷却設備への要求であることから、関係し

ない。 

第

20

条 

一次冷却材の

減少分を補給

する設備 

- - × 
一次冷却材の減少分を補給する設備への要求であるこ

とから、関係しない。 

第

21

条 

残留熱を除去

することがで

きる設備 

- - × 
残留熱を除去することができる設備への要求であるこ

とから、関係しない。 

第

22

条 

終ヒートシ

ンクへ熱を輸

送することが

できる設備 

  × 
終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備へ

の要求であることから、関係しない。 

第

23

条 

計測制御系統

施設 
  × 

計測制御系統施設への要求であることから、関係しな

い。 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

24

条 

安全保護回路   × 安全保護回路への要求であることから、関係しない。 

第

25

条 

反応度制御系

統及び原子炉

停止系統 

  × 
反応度制御系統及び原子炉停止系統への要求であるこ

とから、関係しない。 

第

26

条 

原子炉制御室

等 
  × 

原子炉制御室等への要求であることから、関係しな

い。 

第

27

条 

放射性廃棄物

の処理施設 
  × 

放射性廃棄物の処理施設への要求であることから、関

係しない。 

第

28

条 

放射性廃棄物

の貯蔵施設 
1 

1 ● 放射性廃棄物が漏えいし難い設計とする。 

2 ● 放射性廃棄物による汚染が広がらない設計とする。 

第

29

条 

工場等周辺に

おける直接線

等からの防護 

- - ● 

通常運転時において、直接線、スカイシャイン線によ

る敷地周辺の空間線量率が、十分低減できる設計とす

る。 

第

30

条 

放射線からの

放射線業務従

事者の防護 

1 

1 ● 
放射線業務従事者が業務に従事する場所における放射

線量を低減できる設計とする。  

2 × 

放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設

計基準事故時に対応する設備はないことから、関係し

ない。 

2 - × 
蒸気発生器保管庫内は、汚染の恐れのない管理区域で

あり、換気空調設備（ファン、フィルタ等）、退出モ

ニタ（出入管理設備）、除染機材等（汚染管理設

備）、試料分析関係設備（放射線測定器）は設置不要

であるとともに、機器点検等の作業エリアではないこ

とよりエリアモニタ設置はしないことから、関係しな

い。   

3 - × 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

31

条 

監視設備 - - × 監視設備への要求であることから、関係しない。 

第

32

条 

原子炉格納施

設 
  × 

原子炉格納施設への要求であることから、関係しな

い。 

第

33

条 

保安電源設備   × 保安電源設備への要求であることから、関係しない。 

第

34

条 

緊急時対策所   × 緊急時対策所への要求であることから、関係しない。 

第

35

条 

通信連絡設備 

1 - ● 

蒸気発生器保管庫は、設計基準事故が発生した場合

に、退避指示等の連絡をブザー鳴動等により行うこと

ができる装置及び音声等により行うことができる設備

を設置する設計とする。 

2 - × 

発電所外への通信連絡の要求であり、蒸気発生器保管

庫の設置による通信連絡設備の追加設置は、不要であ

ることから、関係しない。 

第

36

条 

補助ボイラー   × 補助ボイラーへの要求であることから、関係しない。 

第

37

条 

重大事故等の

拡大の防止等 
  × 

本申請は重大事故等対処設備に係る既存設備に変更は

なく、及びそれらの運用の変更は伴わないことから、

既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるもの

ではない。 

第

38

条 

重大事故等対

処施設の地盤 
  × 同上 

第

39

条 

地震による損

傷の防止 
  × 同上 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

40

条 

津波による損

傷の防止 
  × 同上 

第

41

条 

火災による損

傷の防止 
  × 同上 

第

43

条 

重大事故等対

処設備 
  × 同上 

第

44

条 

緊急停止失敗

時に発電用原

子炉を未臨界

にするための

設備 

  × 同上 

第

45

条 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リ高圧時に発

電用原子炉を

冷却するため

の設備 

  × 同上 

第

46

条 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リを減圧する

ための設備 

  × 同上 

第

47

条 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リ低圧時に発

電用原子炉を

冷却するため

の設備 

  × 同上 

第

48

条 

終ヒートシ

ンクへ熱を輸
  × 同上 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

送するための

設備 

第

49

条 

原子炉格納容

器内の冷却等

のための設備 

  × 同上 

第

50

条 

原子炉格納容

器の過圧破損

を防止するた

めの設備 

  × 同上 

第

51

条 

原子炉格納容

器下部の溶融

炉心を冷却す

るための設備 

  × 同上 

第

52

条 

水素爆発によ

る原子炉格納

容器の破損を

防止するため

の設備 

  × 同上 

第

53

条 

水素爆発によ

る原子炉建屋

等の損傷を防

止するための

設備 

  × 同上 

第

54

条 

使用済燃料貯

蔵槽の冷却等

のための設備 

  × 同上 

第

55

条 

工場等外への

放射性物質の

拡散を抑制す

るための設備 

  × 同上 

第

56

条 

重大事故等の

収束に必要と
  × 同上 

28



 

 
 

条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

なる水源及び

水の供給設備 

第

57

条 

電源設備   × 同上 

第

58

条 

計装設備   × 同上 

第

59

条 

運転員が原子

炉制御室にと

どまるための

設備 

  × 同上 

第

60

条 

監視測定設備   × 同上 

第

61

条 

緊急時対策所   × 同上 

第

62

条 

通信連絡を行

うために必要

な設備 

  × 同上 

  

29



 

 
 

第３表 保修点検建屋設置に関係する設置許可基準規則 

凡例 

● 
本申請の適用条文のうち、今回の申請の中で適合性を説明する必要がある

もの 

○ 
本申請の適用条文であるが、既許可の設計方針にて申請対象設備の適合性

を確認できるもの 

× 申請対象設備と関係性がないもの 

 

条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

1

条 

適用範囲   ×   

第

2

条 

定義   ×   

第

3

条 

設計基準対象

施設の地盤 

1 - ● 

保修点検建屋は、耐震重要度分類を Cクラスとして設

定した地震力が作用した場合においても、接地圧に対

する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

2 - × 耐震重要施設及び兼用キャスクへの要求であることか

ら、関係しない。  3 - × 

第

4

条 

地震による損

傷の防止 

1 - ● 

保修点検建屋は、耐震重要度分類を Cクラスとして設

定した地震力に対しておおむね弾性範囲の設計を行

う。 

2 - ● 

保修点検建屋は、地震により発生するおそれがある安

全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影

響を防止する観点から、耐震重要度分類を Cクラスに

分類し、地震力を算定する。 

3 - × 
耐震重要施設への要求であることから、関係しない。 

4 - × 

5 - × 燃料被覆材への要求であることから、関係しない。 

6 
1 × 

兼用キャスクへの要求であることから、関係しない。 2 × 

7 - × 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

5

条 

津波による損

傷の防止 

1 - 〇 

本項は設計基準対象施設全般に適用されるものであ

り、本申請において新設する保修点検建屋にも適用さ

れる。 

ただし、本申請において新設する保修点検建屋はクラ

ス３に属する施設であり、設計基準対象施設の津波防

護対象設備に該当しないことから、既許可の設計方針

にて申請対象設備の基準適合性が確認できる。 

2 
1 × 兼用キャスク及びその周辺施設への要求であることか

ら、関係しない。 2 × 

第

6

条 

外部からの衝

撃による損傷

の防止 

1 - 

● 

【森林火災（ばい煙除く）】 

保修点検建屋等の設置に伴う影響について、安全施設

は、発電所敷地で想定される森林火災が発生した場合

においても安全機能を損なうことのない設計とする。 

○ 

【上記以外の自然現象】 

本項は安全施設全般に適用されるものであり、本申請

において新設する保修点検建屋にも適用される。防護

すべき施設は、既工事計画認可の基本設計方針に記載

の通り、『外部からの衝撃より防護すべき施設は、設

計基準対象施設のうち、「発電用軽水型原子炉施設の

安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規定され

ているクラス１及びクラス２に該当する構築物、系統

及び機器（以下「防護対象施設」という。）としてい

る。 また、防護対象施設の防護設計については、外部

からの衝撃により防護対象施設に波及的影響を及ぼす

おそれのある防護対象施設以外の施設についても考慮

する。』としており、本申請における保修点検建屋は

クラス３に属する施設であって、防護対象施設及び防

護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある防護対

象施設以外の施設ではなく、既許可の適合性結果に影

響を与えるものではないことから、既許可の設計方針

にて申請対象設備の基準適合性が確認できる。 

2 - × 重要安全施設への要求であることから、関係しない。 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

3 - ○ 1 項【上記以外の自然現象】と同じ。 

4 
1 × 

兼用キャスクへの要求であることから、関係しない。 

2 × 

5 - × 

6 
1 × 

2 × 

7 - × 

第

7

条 

発電用原子炉

施設への人の

不法な侵入等

の防止 

- - ● 

保修点検建屋は、人の容易な侵入を防止できるよう

柵、鉄筋コンクリート造りの壁等によって防護して、

点検、確認等を行う事により、接近管理および出入管

理を行える設計とする。 

第

8

条 

火災による損

傷の防止 

1 - ● 

保修点検建屋は、火災により原子炉施設の安全性を損

なうことのないよう、火災の発生防止、火災の感知及

び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火

災防護対策を講じる設計とする。 

2 - 〇 

本項は設計基準対象施設全般に対する要求であり、本

申請において新設する保修点検建屋のうち、廃液処理

室にも適用される。ただし、本申請における廃液処理

室には、発電用原子炉を安全に停止させるための設備

は設置しないため、消火設備によって発電用原子炉を

安全に停止させるための機能を損なうことはなく、既

許可の設計方針にて申請対象設備の基準適合性が確認

できる。 

第

9

条 

溢水による損

傷の防止等 
1 - 〇 

本項は安全施設全般に適用されるものであり、本申請に

おいて新設する保修点検建屋にも適用される。 

ただし、保修点検建屋は安全施設であるが、原子炉の停

止および使用済燃料ピットの冷却等に必要な安全施設

ではなく防護対象設備に該当しないことから、既許可の

設計方針にて申請対象設備の基準適合性が確認できる。 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

2 - ● 

保修点検建屋内に設置する容器等から放射性物質を含

む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区

域外へ漏えいしない設計とする。 

第

10

条 

誤操作の防止 1 

1 〇 

本条文は設計基準対象施設全般に適用されるものであ

り、本申請において新設する保修点検建屋にも適用さ

れる。 

ただし、本申請における保修点検建屋には、プラント

の安全上重要な機能に支障をきたす恐れがある機器・

弁等がなく、運転員が運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故に対応するための設備がないため、既許可

の適合性結果に影響を与えるものでないことから、既

許可の設計方針にて申請対象設備の基準適合性が確認

できる。 

2 〇 

第

11

条 

安全避難通路

等 
1 

1 ● 

保修点検建屋には、標識並びに非常灯及び誘導灯を設

け、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより

容易に識別できる安全避難通路を設ける設計とする。 

2 ● 

保修点検建屋には、電源が喪失した場合においても避

難通路を確保するために蓄電池内蔵型の非常灯及び誘

導灯を設ける設計とする。 

3 〇 

本号は発電用原子炉施設全般に適用されるものであ

り、本申請において新設する保修点検建屋にも適用さ

れる。 

ただし、本申請において新設する保修点検建屋は、設

計基準事故が発生した場合に対応が必要な場所に該当

しないため、作業用照明を設置しない設計としてお

り、既許可の設計方針にて申請対象設備の基準適合性

が確認できる。 

第

12

条 

安全施設 1 - ● 

安全施設である保修点検建屋は、「発電用軽水型原子

炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に

基づき、それが果たす安全機能の性質に応じて分類

し、十分高い信頼性を確保し、かつ維持し得る設計と

する。 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

2 - × 
安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するものへ

の要求であることから、関係しない。 

3 - ● 

安全施設である保修点検建屋の設計条件を設定するに

当たっては通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及

び設計基準事故時に予想又は想定される圧力、温度、

放射線量等各種の条件を考慮し十分安全側の条件を与

えることにより、材料疲労、劣化等に対しても十分な

余裕を持って機能維持が可能な設計とする。 

4 - ○ 

本項は安全施設全般に適用されるものであり、本申請

において新設する保修点検建屋にも適用される。 

ただし、保修点検建屋は既許可設計方針において定め

る試験又は検査が可能な設計とする対象設備に該当し

ないことから、既許可の適合性結果に影響を与えるも

のでなく、既許可の設計方針にて申請対象設備の適合

性が確認できる。 

5 - 〇 

本項は安全施設全般に適用されるものであり、本申請

において新設する保修点検建屋にも適用される。 

ただし、保修点検建屋は、蒸気タービン、ポンプその

他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物から防護すべき

安全施設ではなく、既許可の設計方針にて申請対象設

備の適合性が確認できる。 

6 - × 重要安全施設への要求であることから、関係しない。 

7 - ● 

保修点検建屋は、１～４号炉で共用するが、保修点検

建屋内で発生する放射性液体廃棄物の予想発生量に対

して必要な処理容量を有する設計とし、安全性を損な

うことのない設計とする。 

第

13

条 

運転時の異常

な過渡変化及

び設計基準事

故の拡大の防

止 

   × 
運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防

止への要求であることから、関係しない。 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

14

条 

全交流動力電

源喪失対策設

備 

- - × 
全交流動力電源喪失対策設備への要求であることか

ら、関係しない。 

第

15

条 

炉心等    × 炉心等への要求であることから、関係しない。 

第

16

条 

燃料体等の取

扱施設及び貯

蔵施設 

   × 
燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設への要求であること

から、関係しない。 

第

17

条 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リ 

   × 
原子炉冷却材圧力バウンダリへの要求であることか

ら、関係しない。 

第

18

条 

蒸気タービン    × 蒸気タービンへの要求であることから、関係しない。 

第

19

条 

非常用炉心冷

却設備 
   × 

非常用炉心冷却設備への要求であることから、関係し

ない。 

第

20

条 

一次冷却材の

減少分を補給

する設備 

- - × 
一次冷却材の減少分を補給する設備への要求であるこ

とから、関係しない。 

第

21

条 

残留熱を除去

することがで

きる設備 

- - × 
残留熱を除去することができる設備への要求であるこ

とから、関係しない。 

第

22

条 

終ヒートシ

ンクへ熱を輸

送することが

できる設備 

   × 
終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備へ

の要求であることから、関係しない。 

第

23

条 

計測制御系統

施設 
   × 

計測制御系統施設への要求であることから関係しな

い。 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

24

条 

安全保護回路    × 安全保護回路への要求であることから、関係しない。 

第

25

条 

反応度制御系

統及び原子炉

停止系統 

   × 
反応度制御系統及び原子炉停止系統への要求であるこ

とから、関係しない。 

第

26

条 

原子炉制御室

等 
   × 

原子炉制御室等への要求であることから、関係しな

い。 

第

27

条 

放射性廃棄物

の処理施設 
1 

1 ● 

周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界に

おける水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよ

う、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関

する指針」を満足できる設計とする。 

2 ● 

液体状の放射性廃棄物の処理に係るものにあっては、

放射性物質を処理する施設から液体状の放射性廃棄物

が漏えいすることを防止し、及び原子炉施設外へ液体

状の放射性廃棄物が漏えいすることが防止できる設計

とする。 

3 × 

固体状の放射性廃棄物の処理に係るものではないた

め、関係しない。なお、切断作業は第３０条の放射線

防護上の措置を講じて実施する。 

第

28

条 

放射性廃棄物

の貯蔵施設 
1 

1 × 放射性廃棄物の貯蔵施設への要求であることから、関

係しない。 2 × 

第

29

条 

工場等周辺に

おける直接線

等からの防護 

- - ● 

通常運転時において、直接線、スカイシャイン線によ

る敷地周辺の空間線量率が、十分低減できる設計とす

る。 

第

30

条 

放射線からの

放射線業務従

事者の防護 

1 1 ● 

遮蔽設計基準に基づき放射線業務従事者が業務に従事

する場所において遮蔽（建屋の外壁、内壁のコンクリ

ート）の設置及び廃液移送時の遠隔操作により、放射

線量を低減できる設計とする 
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

2 × 

放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設

計基準事故時に対応する設備はないため、関係しな

い。 

2 - ● 
放射線から放射線業務従事者を防護するため、放射線

管理施設を設ける。 

3 - ● 

放射線管理に必要な情報を中央制御室及びその他該当

情報を伝達する必要がある場所に表示できる設計とす

る。 

第

31

条 

監視設備 - - × 監視設備への要求であることから、関係しない。 

第

32

条 

原子炉格納施

設 
   × 

原子炉格納施設への要求であることから、関係しな

い。 

第

33

条 

保安電源設備    × 保安電源設備への要求であることから、関係しない。 

第

34

条 

緊急時対策所    × 緊急時対策所への要求であることから、関係しない。 

第

35

条 

通信連絡設備 

1 - ● 

保修点検建屋は、設計基準事故が発生した場合に、退

避指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことができ

る装置及び音声等により行うことができる設備を設置

する設計とする。 

2 - × 

発電所外への通信連絡の要求であり、保修点検建屋の

設置による通信連絡設備の追加設置は、不要であるこ

とから、関係しない。 

第

36

条 

補助ボイラー    × 補助ボイラーへの要求であることから、関係しない。 

第

37

条 

重大事故等の

拡大の防止等 
   × 

本申請は重大事故等対処設備に係る既存設備に変更は

なく、及びそれらの運用の変更は伴わないことから、
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるもの

ではない。 

第

38

条 

重大事故等対

処施設の地盤 
   × 同上  

第

39

条 

地震による損

傷の防止 
   × 同上  

第

40

条 

津波による損

傷の防止 
   × 同上  

第

41

条 

火災による損

傷の防止 
   × 同上  

第

43

条 

重大事故等対

処設備 
   × 同上  

第

44

条 

緊急停止失敗

時に発電用原

子炉を未臨界

にするための

設備 

   × 同上  

第

45

条 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リ高圧時に発

電用原子炉を

冷却するため

の設備 

   × 同上  

第

46

条 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リを減圧する

ための設備 

   × 同上  
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

47

条 

原子炉冷却材

圧力バウンダ

リ低圧時に発

電用原子炉を

冷却するため

の設備 

   × 同上  

第

48

条 

終ヒートシ

ンクへ熱を輸

送するための

設備 

   × 同上  

第

49

条 

原子炉格納容

器内の冷却等

のための設備 

   × 同上  

第

50

条 

原子炉格納容

器の過圧破損

を防止するた

めの設備 

   × 同上  

第

51

条 

原子炉格納容

器下部の溶融

炉心を冷却す

るための設備 

   × 同上  

第

52

条 

水素爆発によ

る原子炉格納

容器の破損を

防止するため

の設備 

   × 同上  

第

53

条 

水素爆発によ

る原子炉建屋

等の損傷を防

止するための

設備 

   × 同上  
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条文 

（設置許可基準） 
項 号 関係性 本申請における設計方針（条文適合性の説明） 

第

54

条 

使用済燃料貯

蔵槽の冷却等

のための設備 

   × 同上  

第

55

条 

工場等外への

放射性物質の

拡散を抑制す

るための設備 

   × 同上  

第

56

条 

重大事故等の

収束に必要と

なる水源及び

水の供給設備 

   × 同上  

第

57

条 

電源設備    × 同上  

第

58

条 

計装設備    × 同上  

第

59

条 

運転員が原子

炉制御室にと

どまるための

設備 

   × 同上  

第

60

条 

監視測定設備    × 同上  

第

61

条 

緊急時対策所    × 同上  

第

62

条 

通信連絡を行

うために必要

な設備 

   × 同上  
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参考資料１ 

設置許可基準規則第３条（設計基準対象施設の地盤）への適合性について 

 

1. 概要 

本資料は、高浜発電所において、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋設置

をすることから、「実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）等に従い、「設

計基準対象施設の地盤」に対する設計方針及び適合性についてまとめたもの

である。 
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第三条 設計基準対象施設の地盤 

１ 設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地震力（設計

基準対象施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全

機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいも

の（以下「耐震重要施設」という。）及び兼用キャスクにあっては、同条

第三項に規定する基準地震動による地震力を含む。）が作用した場合に

おいても当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に設

けなければならない。ただし、兼用キャスクにあっては、地盤により十

分に支持されなくてもその安全機能が損なわれない方法により設けるこ

とができるときは、この限りでない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋は、耐震重要度分類をCクラスとして

設定した地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力

を有する地盤に設置する。 
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2. 適合のための具体的設計について 

蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋の地盤は、自重及び運転時の荷重等

に加え、耐震重要度分類の C クラスに応じて算定する地震力が作用した場

合においても、接地圧に対する十分な支持力を有するように設計する。 
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本

申
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の
適
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文
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が
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の
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て
申
請
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象

設
備

の
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合
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を
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で
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る
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の
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関

す
る
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合
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い
て

 

１
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3
条

 
設
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基

準
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象
施

設
の
地

盤
に

係
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許
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置
許
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置
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文
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そ
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設
の

位
置
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造
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設
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設
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３
号
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び
４
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(1
) 
敷

地
の

面
積

及
び

形
状

 

 

 

  

〈
中

略
〉
 

   

地
震

の
発

生
に

よ
っ

て
生

じ
る

お
そ

れ
が

あ
る

そ
の

安
全

機
能

の
喪

失
に

起
因

す
る

放
射

線
に

よ
る

公
衆

へ
の

影
響

の
程
度

が
特

に
大

き
い

施
設
（

以
下
「

耐
震

重
要

施
設

」

と
い

う
。
）
は

、
そ

の
供

用
中
に

大
き
な

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が
あ

る
地

震
動
（

以
下

「
基

準
地

震
動
」
と
い

う
。
）
に

よ
る
地

震
力

が
作

用
し

た
場

合
に
お

い
て

も
、
接

地
圧

に
対

す
る

十
分

な
支

持
力

を
有

す
る
地

盤
に

設
置

す
る

。
 

本
条

文
は

設
計
基
準

対
象

施
設

全
般
に

適
用

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
本
申
請

に
お

い
て

取
替
え

を
行

う
蒸

気
発

生
器

に
も

適
用
さ
れ

る
。

 

た
だ

し
、

原
子
炉
格

納
容

器
内

に
設
置

さ
れ

る
既

設
の

蒸
気

発
生

器
を
含
む

耐
震

重
要

度
分
類

Ｓ
ク

ラ
ス

設
備

は
、

既
許

可
の
設
計

方
針

に
お

い
て
、

耐
震

重
要

度
分

類
Ｓ

ク
ラ

ス
に
適
用

す
る

地
震

力
が
作

用
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
接
地
圧

に
対

す
る

十
分
な

支
持

力
を

有
す

る
地

盤
に

設
置
す
る

原
子

炉
格

納
容
器

内
に

設
置

す
る

設
計

と
し

て
い
る
。

本
申

請
に

お
い
て

取
替

え
る

蒸
気

発
生

器
に

つ
い
て
も

同
様

に
既

存
の
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

設
置

す
る
こ
と

か
ら

、
既

許
可
の

設
計

方
針

に
て

申
請

対
象

設
備
の
基

準
適

合
性

が
確
認

で
き

る
。

 

 （
補

足
）

 

蒸
気

発
生

器
の
取
替

え
に

伴
い

原
子
炉

施
設

が
設

置
さ

れ
た

地
盤

に
変
更
は

な
い

こ
と

か
ら
、

基
準

地
震

動
に

よ
る

地
震

力
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用

し
た

場
合

に
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て
も

、
接

地
圧

に
対

す
る

十
分
な
支

持
力

を
有

す
る
地

盤
に

設
置

さ
れ
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
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適

合
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の
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し

な
い

こ
と

を
含

め
、

基
準

地
震
動
に

よ
る

地
震

力
に
対

す
る

支
持

性
能

を
有

す
る

地
盤
に
設

置
さ

れ
た

点
に
変

更
は

な
い

。
 

（
補

足
）

 

蒸
気

発
生

器
の
取
替

え
に

伴
い

原
子
炉

施
設

が
設

置
さ

れ
た

地
盤

に
変
更
は

な
い

こ
と

か
ら
、

地
震

発
生

に
伴

う
地

殻
変

動
に
よ
っ

て
生

じ
る

支
持
地

盤
の

傾
斜

及
び

撓
み

並
び

に
地
震
発

生
に

伴
う

建
物
・

構
築

物
間

の
不

等
沈

下
、

液
状
化
及

び
揺

す
り

込
み
沈

下
等

の
周

辺
地

盤
の

変
状

に
よ
り
、

そ
の

安
全

機
能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
地
盤
に

設
置

さ
れ

る
点
に

変
更

は
な

い
。

 

同
様

に
、

将
来
活
動

す
る

可
能

性
の
あ

る
断

層
等

の
露

頭
が

な
い

地
盤
に
設

置
さ

れ
る

点
に
変

更
は

な
い

。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

添
付

書
類

六
 

3.
 地

盤
 

3.
6 

地
質

・
地

質
構

造
及

び
地

盤
の
調

査
結

果
の

評
価

 

3.
6.

1 
基

礎
地
盤

の
安

定
性
評

価
 

3.
6.

1.
1 

地
震

力
に

対
す

る
基
礎

地
盤
の

安
定

性
評

価
 

(1
) 
解

析
条

件
 

〈
中

略
〉
 

b.
 解

析
モ

デ
ル

及
び

境
界

条
件

 

ボ
ー

リ
ン

グ
調

査
、
試

掘
坑
調

査
等
の

結
果

に
基

づ
い

て
作

成
し
た

地
質

断

面
図

を
工

学
的

見
地

に
た

っ
て

検
討
を

行
い

、
第

3.
6.

2
図

～
第

3.
6.

6
図

に

示
す

解
析

用
要

素
分

割
図

を
作

成
し
た

。
 

原
子

炉
建

屋
、

原
子

炉
補

助
建

屋
及

び
タ

ー
ビ

ン
建

屋
の

解
析

用
モ

デ
ル

は
、
質
点

系
モ

デ
ル

を
基

に
振

動
特
性

を
一

致
さ

せ
る

よ
う

に
有
限

要
素

モ
デ

ル
を

作
成

し
た

。
 

静
的

解
析

に
お

け
る

境
界

条
件

は
、
モ
デ

ル
下

端
を

固
定
境

界
、
側
方

を
鉛

直
ロ

ー
ラ

境
界

と
し

た
。
ま
た

、
動
的

解
析

に
お

け
る

境
界

条
件
は

、
モ

デ
ル

下
端

を
粘

性
境

界
、
側

方
を
エ

ネ
ル
ギ

ー
伝

達
境

界
と

し
た

。
境

界
条

件
を

第

3
.
6
.
7
図

に
示

す
 

〈
中

略
〉
 

 

(2
) 
解

析
内

容
 

基
準

地
震

動
S

s
に

対
す

る
地

震
応

答
解

析
を

二
次

元
動

的
有

限
要

素
法

に
よ

り

          （
補

足
）

 

解
析

モ
デ

ル
に
お
い

て
は

原
子

炉
建
屋

全
体

を
モ

デ
ル

化
し

て
お

り
、
蒸
気

発
生

器
の

取
替
え

に
伴

い
有

限
要

素
モ

デ
ル

に
変
更
は

な
い

。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

行
っ

た
。
地
震

応
答

解
析

は
周

波
数
応

答
解

析
手

法
を

用
い

、
等
価

線
形

化
法

に
よ
り

せ
ん

断
弾

性
係

数
及

び
減

衰
定

数
の
ひ

ず
み

依
存

性
を

必
要

に
応
じ

て
考

慮
し

た
。

 

地
震

時
の

応
力

は
、
静

的
解

析
に

よ
る
常

時
応

力
と
、
地
震

応
答

解
析
に

よ
る

動
的

応
力

を
重

ね
合

わ
せ

る
こ

と
に

よ
り
求

め
た

。
常

時
応

力
は

地
盤
の

自
重

計
算

に
よ
り

求
ま

る
初

期
応

力
、
建
物

基
礎

掘
削
に

伴
う

解
放

力
及

び
建

屋
・
埋

戻
土

の
荷

重
を
考

慮
し

、
動

的
応

力
は

水
平

地
震

動
及
び

鉛
直

地
震

動
に

よ
る

応
答
の

同
時

性
を

考
慮
し

て
求

め
た

。
 

こ
れ

ら
の

手
法

に
よ

り
、
基

礎
地

盤
の
支

持
力
、
す
べ

り
及

び
基

礎
底
面

の
傾

斜
に

対
す

る
安

全
性

を
検

討
し

た
。

 

 

 (3
) 
解

析
結

果
 

a.
 支

持
力

に
対

す
る

安
全

性
 

３
・
４

号
炉

原
子

炉
建

屋
、
原

子
炉
補

助
建

屋
及

び
緊

急
時

対
策
所

の
基

礎

底
面

に
お

け
る

地
震

時
大
接

地
圧
に

よ
り

評
価

を
実

施
し

た
。

 

原
子

炉
建

屋
の

基
礎

底
面

に
お

け
る

地
震

時
大

接
地

圧
は

、
３

号
炉

が

3.
4N

／
m

m
2 、

４
号

炉
が

4.
2N

／
m

m
2
で
あ

る
。
原
子

炉
補

助
建
屋

の
基

礎

底
面

に
お

け
る

地
震

時
大
接

地
圧
は

4.
0N

/m
m

2
で

あ
る

。
ま
た

、
緊
急

時

対
策

所
の

基
礎

底
面

部
に

お
け

る
地

震
時

大
接

地
圧

は
1.

9N
/m

m
2
で

あ

る
。

基
礎

底
面

の
支

持
力

に
対

す
る
解

析
結

果
を
第

3.
6.

2
表
～

第
3.

6.
6
表

に
示

す
。

 

原
子

炉
建

屋
、
原

子
炉

補
助
建

屋
及
び

緊
急

時
対

策
所

の
基

礎
地
盤

の
大

部

   （
補

足
）

 

蒸
気

発
生

器
の
取
替

え
に

伴
い

建
屋
重

量
は

増
加

す
る

も
の

の
、

増
加
す
る

重
量

は
建

屋
全
体

の
重

量
の

約

0.
1%

以
下
で

あ
る

。
 

       （
補

足
）

 

蒸
気

発
生

器
の
取
替

え
に

伴
い

建
屋
重

量
は

増
加

す
る

も
の

の
、

増
加
す
る

重
量

は
建

屋
全
体

の
重

量
の

約

0.
1%

以
下
で

あ
り

、
地

震
時
接

地
圧
に

与
え

る
影

響
は

無
視

で
き

る
ほ
ど
小

さ
い

。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

分
は

、
堅

硬
、
ち
密

な
〔
Ｃ

Ｈ
〕
級

以
上

の
岩

盤
で

構
成

さ
れ

て
い
る

。
岩

盤
の

支
持

力
試

験
結

果
か

ら
、〔

Ｃ
Ｈ
〕
級

の
極

限
支

持
力

は
20

.8
N
／

m
m

2
以
上

で

あ
る

と
評

価
で

き
る

の
で

、
基

礎
地
盤

は
十

分
な

支
持

力
を

有
し
て

い
る

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

基
礎

地
盤

は
十
分

な
支

持
力

を
有

し
て

い
る
。

 

  

b.
 す

べ
り

に
対

す
る

安
全

性
 

す
べ

り
安

全
率

は
、
想

定
す
べ

り
面
上

の
応

力
状

態
を

も
と

に
、
す
べ

り
面

上
の

せ
ん

断
抵

抗
力

の
和

を
す

べ
り

面
上

の
せ

ん
断

力
の

和
で

除
し

て
求

め

た
。
想

定
す

べ
り

面
は

建
屋
底

面
を
通

る
す

べ
り

面
、
破
砕

帯
沿
い

す
べ

り
面

、

及
び

局
所

安
全

係
数

や
モ

ビ
ラ

イ
ズ

ド
面

の
向

き
を

考
慮

し
た

す
べ

り
面

に

つ
い

て
検

討
し

た
。

 

３
・

４
号

炉
原

子
炉

建
屋

基
礎

地
盤

の
小

す
べ

り
安

全
率

は
5.

3
で

あ

り
、

す
べ

り
安

全
率

の
評

価
基

準
値

1.
5
を

上
回

っ
て

い
る

。
緊
急

時
対

策
所

基
礎

地
盤

の
小
す

べ
り

安
全

率
は

5.
9
で
あ

り
、

評
価
基

準
値

1.
5
を
上

回

っ
て

い
る

。
 

ま
た
、
地
盤

物
性

の
ば

ら
つ
き

を
考
慮

し
、
地

盤
物

性
の
う

ち
せ
ん

断
強

度

に
つ

い
て
「

平
均
値

－
1.

0×
標

準
偏

差
（

σ
）
」
と

し
た
場
合

の
安

定
解

析
結

果
に

つ
い

て
も
、

小
す
べ

り
安

全
率
は

評
価

基
準
値

1.
5
を

上
回
っ

て
い

る
。

す
べ

り
安

全
率

一
覧

表
を
第

3.
6.

7
表

～
第

3.
6.

11
表
に
示

す
。

 

以
上

の
こ

と
か

ら
、
基

礎
地
盤

は
す
べ

り
に

対
し

て
十

分
な

安
全
性

を
有

し

て
い

る
。

 

〈
中

略
〉
 

          （
補

足
）

 

蒸
気

発
生

器
の
取
替

え
に

伴
い

建
屋
重

量
は

増
加

す
る

も
の

の
、

増
加
す
る

重
量

は
建

屋
全
体

の
重

量
の

約

0.
1%

以
下
で

あ
り

、
す

べ
り
安

全
率
に

与
え

る
影

響
は

無
視

で
き

る
ほ
ど
小

さ
い

。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

 

3.
6.

1.
2 

周
辺

地
盤

の
変

状
に
よ

る
施
設

へ
の

影
響

評
価

 

耐
震

重
要

施
設
（

放
水

口
側
防

潮
堤
を

除
く

。）
及
び

常
設
重

大
事
故

等
対

処
施

設

に
つ

い
て

は
、
岩
盤

に
支

持
さ

れ
て
い

る
こ

と
か

ら
、
揺
す

り
込
み

沈
下

や
液

状
化
に

よ
る

不
等

沈
下

の
影

響
を

受
け

る
お
そ

れ
は

な
い

。
ま

た
、
放

水
口

側
防

潮
堤

に
つ
い

て
は

、
周

辺
地

盤
の

液
状

化
を

考
慮
し

た
設

計
と

し
て

お
り

、
不
等

沈
下

の
影

響
を
受

け
る

お
そ

れ
は

な
い

。
 

 

3.
6.

1.
3 

地
殻

変
動

に
よ

る
基
礎

地
盤
の

変
形

の
影

響
評

価
 

敷
地

内
及

び
敷

地
近

傍
に

は
、

将
来

活
動

す
る

可
能

性
の

あ
る

断
層

等
が

分
布

し

な
い

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
こ

と
か
ら

、
敷

地
に

お
い

て
地

殻
の
広

域
的

な
変

形
に
よ

る
著

し
い

地
盤

の
傾

斜
が

生
じ

る
こ
と

は
な

い
が

、
敷

地
に

比
較
的

近
く

規
模

が
大
き

い
Ｆ

Ｏ
－

Ａ
～

Ｆ
Ｏ

－
Ｂ

～
熊

川
断

層
の

活
動

に
伴

い
生

じ
る

地
盤

の
傾

斜
に

つ
い

て
評

価
を

実
施

し
た

。
地

殻
変

動
量

は
O

ka
da

(1
99

2)
 (

15
7)
の

手
法

に
よ

り
算

出
し

た
。
そ
の

結
果

、
地

盤
の

大
傾

斜
は

1／
29

,6
00

で
あ
り

、
地
震

動
に

よ
る

傾
斜
と

の
重

畳
を

考
慮

し
た

場
合

に
お

い
て
も

、
基

礎
底

面
の

大
傾

斜
は

3
号

炉
原

子
炉

建

屋
で

1／
12

,2
00

、
4

号
炉

原
子

炉
建

屋
で

1／
12

,7
00

、
緊

急
時

対
策

所
で

1／

14
,8

00
で

あ
り
、
評
価

基
準
値

の
目
安

で
あ
る

1／
2,

00
0
を

下
回
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

重
要

な
機

器
・

系
統

の
安

全
機
能

に
支

障
を

与
え

る
も

の
で
は

な
い

。
 

 

  （
補

足
）

 

蒸
気

発
生

器
の
取
替

え
に

伴
い

原
子
炉

施
設

が
設

置
さ

れ
た

地
盤

に
変
更
は

な
い

こ
と

か
ら
、

揺
す

り
込

み
沈

下
や

液
状

化
に
よ
る

不
等

沈
下

の
影
響

を
受

け
る

お
そ

れ
は

な
い

岩
盤
に
支

持
さ

れ
て

い
る
点

に
変

更
は

な

い
。

 

（
補

足
）

 

蒸
気

発
生

器
の
取
替

え
に

伴
い

原
子
炉

施
設

が
設

置
さ

れ
た

地
盤

に
変
更
は

な
い

こ
と

か
ら
、

将
来

活
動

す
る

可
能

性
の

あ
る
断
層

等
が

分
布

し
な
い

点
に

変
更

は
な

い
。
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参考資料２ 

設置許可基準規則第４条（地震による損傷の防止）への適合性について 

 

1. 概要 

本資料は、高浜発電所において、蒸気発生器取替え、蒸気発生器保管庫及

び保修点検建屋設置をすることから、「実用発電用原子炉及びその付属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」とい

う。）等に従い、「地震による損傷の防止」に対する設計方針及び適合性につ

いてまとめたものである。 
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第四条 地震による損傷の防止 

１ 設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなけ

ればならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある設計基準対

象施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に

応じて算定しなければならない。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼ

すおそれがある地震による加速度によって作用する地震力（以下「基準

地震動による地震力」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれ

がないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

蒸気発生器は、耐震重要度分類をＳクラスとして設定した地震力に対し

ておおむね弾性範囲の設計を行う。 

蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋は、耐震重要度分類をＣクラスと

して設定した地震力に対しておおむね弾性範囲の設計を行う。 

 

第２項について 

蒸気発生器は、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失（地震

に伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機

能の喪失を含む。）及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する

観点から耐震重要度分類をＳクラスに分類し地震力を算定する。 

蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋は、上と同様の観点から耐震重要度

分類をＣクラスに分類し地震力を算定する。 

 

第３項について 

蒸気発生器については、基準地震動Ssによる地震力に対して、安全機能

が損なわれない設計とする。 

基準地震動Ssによる地震力は、基準地震動Ssを用いて、水平２方向及び
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鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定する。 

なお、蒸気発生器が、耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の波

及的影響によって、その安全機能へ影響がないことを確認する。 
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2. 適合のための具体的設計について 

耐震重要度分類のＳクラスである蒸気発生器は、基準地震動Ssによる地震

力に対してその安全機能が保持できるように設計する。また、弾性設計用地震

動Sdによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておお

むね弾性状態に留まる範囲で耐えられるように設計する。 

（地震により発生する一次応力等により蒸気発生器が損傷しないことを、構造

を踏まえた解析モデルを用いた応答解析及び応力解析で確認することとしてお

り、詳細は設工認で説明予定） 

 

耐震重要度分類のＣクラスである蒸気発生器保管庫※1及び保修点検建屋※2は、

静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられるように設計す

る。 

※1 建物・構築物系のみ 

※2 機器・配管系及び建物・構築物系 
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「
本

申
請

の
適

用
条

文
で

あ
る

が
、
既

許
可

の
設

計
方

針
に

て
申
請

対
象

設
備

の
適

合
性

を
確
認

で
き

る
も

の
」

に
関

す
る
適

合
性

に
つ

い
て

 

１
．

4
条

4
項
 

地
震
に

よ
る

損
傷
の

防
止

に
係

る
既

許
可

の
設
置

許
可

申
請

書
の

記
載

 

既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

本
文

 

五
、

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設
備

 

イ
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
位

置
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
位

置
の

記
述
を

以
下

の
と

お
り

変
更

す
る
。

 

３
号

炉
及

び
４

号
炉

 

(1
) 
敷

地
の

面
積

及
び

形
状

 

発
電

用
原

子
炉

施
設
（

以
下
「

原
子

炉
施

設
」
と
い

う
。
）
を

設
置
す

る
敷

地
は

福
井

県
大

飯
郡

高
浜

町
西

部
の

音
海

半
島
根

元
部

に
位

置
し

、
東
側

は
高
浜

湾
に

、
西
側

は
内

浦
湾

に
面

し
、
南

北
は

山
に

か
こ

ま
れ
て

お
り

、
大
部

分
が

新
生

代
第
三

紀
に

属
す

る
内

浦
層

群
安

山
岩

、
中

生
代

白
亜

紀
に

属
す

る
音

海
流

紋
岩

及
び

古
生

代
の

大
浦

層
群

頁

岩
等

か
ら

構
成

さ
れ

て
い

る
。

 

敷
地

面
積

は
約

23
5
万

m
2
で

あ
る
。

 

地
震

の
発

生
に

よ
っ

て
生

じ
る

お
そ

れ
が

あ
る

そ
の

安
全

機
能

の
喪

失
に

起
因

す
る

放
射

線
に

よ
る

公
衆

へ
の

影
響

の
程
度

が
特

に
大

き
い

施
設
（

以
下
「

耐
震

重
要

施
設

」

と
い

う
。
）
は

、
そ

の
供

用
中
に

大
き
な

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が
あ

る
地

震
動
（

以
下

「
基

準
地

震
動
」
と
い

う
。
）
に

よ
る
地

震
力

が
作

用
し

た
場

合
に
お

い
て

も
、
接

地
圧

に
対

す
る

十
分

な
支

持
力

を
有

す
る
地

盤
に

設
置

す
る

。
 

ま
た

、
上

記
に

加
え

、
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

が
作

用
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
弱

面
上

の
ず

れ
が

発
生

し
な

い
こ

と
を

含
め

、
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
対

す
る

支

持
性

能
を

有
す

る
地

盤
に

設
置

す
る
。

 

本
条

文
は

耐
震
重
要

施
設

に
適

用
さ
れ

る
も

の
で

あ

り
、

本
申

請
に
お
い

て
取

替
え

を
行
う

蒸
気

発
生

器
に

も
適

用
さ

れ
る
。

 

た
だ

し
、

原
子
炉
格

納
容

器
内

に
設
置

さ
れ

る
既

設
の

蒸
気

発
生

器
を
含
む

耐
震

重
要

施
設
は

、
既

許
可

の
設

計
方

針
に

お
い
て
、

基
準

地
震

動
S

s
に
よ

る
地

震
力

に

よ
っ

て
生

じ
る
恐
れ

が
あ

る
周

辺
斜
面

の
崩

壊
に

対
し

て
安

全
機

能
が
損
な

わ
れ

る
お

そ
れ
が

な
い

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設
置
す

る
設

計
と

し
て
い

る
。

本
申

請
に

お
い

て
取

替
え
る
蒸

気
発

生
器

に
つ
い

て
も

同
様

に
既

存
の

原
子

炉
格
納
容

器
内

に
設

置
す
る

こ
と

か
ら

、
既

許
可

の
設

計
方
針
に

て
申

請
対

象
設
備

の
基

準
適

合
性

が
確

認
で

き
る
。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

耐
震

重
要

施
設

以
外

の
設

計
基

準
対

象
施

設
に

つ
い

て
は

、
耐

震
重

要
度

分
類

の
各

ク
ラ

ス
に

応
じ

て
算

定
す

る
地

震
力

が
作

用
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
接

地
圧

に
対

す

る
十

分
な

支
持

力
を

有
す

る
地

盤
に
設

置
す

る
。

 

耐
震

重
要

施
設

は
、

地
震

発
生

に
伴

う
地

殻
変

動
に

よ
っ

て
生

じ
る

支
持

地
盤

の
傾

斜
及

び
撓

み
並

び
に

地
震

発
生

に
伴
う

建
物
・
構
築

物
間

の
不

等
沈
下

、
液

状
化
及

び
揺

す
り

込
み

沈
下

等
の

周
辺

地
盤

の
変

状
に

よ
り

、
そ

の
安

全
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ

れ
が

な
い

地
盤

に
設

置
す

る
。

 

耐
震

重
要

施
設

は
、

将
来

活
動

す
る

可
能

性
の

あ
る

断
層

等
の

露
頭

が
な

い
地

盤
に

設
置

す
る

。
 

耐
震

重
要

施
設

に
つ

い
て

は
、

基
準

地
震

動
に

よ
る

地
震

力
に

よ
っ

て
生

じ
る

お
そ

れ
が

あ
る

周
辺

の
斜

面
の

崩
壊

に
対

し
て

、
そ

の
安

全
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が

な
い

場
所

に
設

置
す

る
。

 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

つ
い

て
は

、
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

が
作

用
し

た
場

合

に
お

い
て

も
、

接
地

圧
に

対
す

る
十
分

な
支

持
力

を
有

す
る

地
盤
に

設
置

す
る

。
 

ま
た

、
上

記
に

加
え

、
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

が
作

用
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
弱

面
上

の
ず

れ
が

発
生

し
な

い
こ

と
を

含
め

、
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
対

す
る

支

持
性

能
を

有
す

る
地

盤
に

設
置

す
る
。

 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
防

止
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
つ

い
て

は
、

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

設
計

基
準

事
故

対

処
設

備
が

属
す

る
耐

震
重

要
度

分
類

の
各

ク
ラ

ス
に

応
じ

て
算

定
す

る
地

震
力

が
作

用

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

接
地

圧
に

対
す

る
十

分
な

支
持

力
を

有
す

る
地

盤
に

設
置

す

        （
補

足
）

 

蒸
気

発
生

器
の
取
替

え
に

伴
い

原
子
炉

施
設

の
場

所
に

変
更

は
な

い
こ
と
か

ら
、

基
準

地
震
動

に
よ

る
地

震
力

に
よ

っ
て

生
じ
る
お

そ
れ

が
あ

る
周
辺

の
斜

面
の

崩
壊

に
対

し
て

、
そ
の
安

全
機

能
が

損
な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

場
所

に
設
置
さ

れ
た

点
に

変
更
は

な
い

。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

る
。

 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

、
地

震
発

生
に

伴
う

地
殻

変
動

に
よ

っ
て

生
じ

る
支

持
地

盤

の
傾

斜
及

び
撓

み
並

び
に

地
震

発
生
に

伴
う

建
物
・
構
築

物
間

の
不
等

沈
下

、
液
状

化
及

び
揺

す
り

込
み

沈
下

等
の

周
辺

地
盤

の
変

状
に

よ
り

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ
れ

が
な

い
地

盤
に

設
置

す
る
。

 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

、
将

来
活

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
断

層
等

の
露

頭
が

な
い

地

盤
に

設
置

す
る

。
 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

つ
い

て
は

、
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
よ

っ
て

生
じ

る

お
そ

れ
が

あ
る

周
辺

の
斜

面
の

崩
壊

に
対

し
て

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が
な

い
場

所
に

設
置

す
る

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

周
辺

斜
面

は
、

す
べ

り
に

対
し

て
十

分
な

安
全

性
を

有
し

て
い

る
。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

添
付

書
類

六
 

3.
 地

盤
 

3.
6 

地
質

・
地

質
構

造
及

び
地

盤
の
調

査
結

果
の

評
価

 

3.
6.

2 
周

辺
斜
面

の
安

定
性
評

価
 

耐
震

重
要

施
設

及
び

常
設

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

周
辺

斜
面

の
地

震
時

の
安

定
性

評

価
に

つ
い

て
、

以
下

の
検

討
を

実
施
し

た
。

 

 

(1
) 
解

析
条

件
 

a.
 解

析
断

面
 

安
定

性
評

価
の

対
象

と
す

る
斜

面
は

耐
震

重
要

施
設

及
び

常
設

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

周
辺

斜
面

と
の

離
隔
距

離
を

考
慮

し
て

抽
出

し
た
。

 

離
隔

距
離

を
考

慮
す

る
に

当
た

っ
て

は
、
「

原
子

力
発

電
所

耐
震

設
計

技
術

指
針

 
JE

A
G

46
01

-1
98

7」
(1

58
) 及

び
土

砂
災

害
防

止
法

(1
59

) を
参

考
と

し
、
そ

の
結

果
、
評
価

対
象

斜
面

と
し

て
３
・
４
号

炉
原

子
炉

建
屋

周
辺
斜

面
、
防
潮

ゲ
ー

ト
周

辺
斜

面
及

び
緊

急
時

対
策
所

周
辺

斜
面

を
抽

出
し

た
。
評

価
対

象
斜

面
位

置
図

を
第

3.
6.

16
図
に
示

す
。

 

各
評

価
対

象
斜

面
に

つ
い

て
、
周

辺
斜

面
の

斜
面

高
さ

、
勾

配
、
風

化
岩

層

の
厚

さ
、
す
べ

り
の

方
向

を
考

慮
し
て

、
山

頂
を

通
る

断
面

、
斜
面

勾
配

が
急

な
断

面
等

、
も
厳

し
い

評
価

と
な
る

と
想

定
さ

れ
る

断
面

を
選
定

し
解

析
断

面
と

し
た

。
解

析
断

面
位

置
図

を
第

3
.
6.
1
6
図

に
示

す
。
 

 

b.
 解

析
モ

デ
ル

及
び

境
界

条
件
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

ボ
ー

リ
ン

グ
調

査
、
試

掘
坑
調

査
等
の

結
果

に
基

づ
い

て
作

成
し
た

地
質

断

面
図

を
工

学
的

見
地

に
た

っ
て

検
討
を

行
い

、
第

3.
6.

3
図
、
第

3.
6.

6
図

、
第

3.
6.

17
図
に

示
す

解
析

用
要
素

分
割
図

を
作

成
し

た
。
ま
た

、
３
・
４

号
炉

原

子
炉

建
屋

周
辺

斜
面

に
お

い
て

は
、
斜

面
補

強
工

と
し

て
設

置
さ
れ

て
い

る
連

続
地

中
壁
、
抑
止

ぐ
い

を
考
慮

し
た

。
連

続
地

中
壁

に
つ
い

て
は
平

面
ひ

ず
み

要
素

と
し

て
、

抑
止

ぐ
い

に
つ

い
て
は

は
り

要
素

と
し

て
モ

デ
ル
化

し
た

。
 

静
的

解
析

に
お

け
る

境
界

条
件

は
、
モ
デ

ル
下

端
を

固
定
境

界
、
側
方

を
鉛

直
ロ

ー
ラ

境
界

と
し

た
。
ま
た

、
動
的

解
析

に
お

け
る

境
界

条
件
は

、
モ

デ
ル

下
端

を
粘

性
境

界
、

側
方

を
エ

ネ
ル
ギ

ー
伝

達
境

界
と

し
た

。
 

 

c.
 物

性
値

の
設

定
 

基
礎

地
盤

の
検

討
と

同
様

に
、
岩
石
・
岩

盤
試

験
等

か
ら
得

ら
れ
た

各
種

物

性
値

を
も

と
に

、
解

析
用

物
性

値
を

設
定

し
た

。
解

析
用

物
性

値
は

第
3.

6.
1

表
、
第

3.
6.

8
図

及
び

第
3.

6.
9
図

に
示

す
と

お
り

で
あ

る
。

 

ま
た
、
斜
面

補
強

工
の

解
析
用

物
性
値

に
つ

い
て

は
、
連
続

地
中
壁

は
鉄

筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
で

あ
り

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

剛
性

と
せ

ん
断

強
度

を
用

い

た
。

抑
止

ぐ
い

は
鋼

管
、

H
鋼

及
び
中

詰
め

モ
ル

タ
ル

で
構

成
さ
れ

て
お

り
、

こ
れ

ら
の

剛
性

並
び

に
鋼

管
及

び
H

鋼
の
抵

抗
力

を
考

慮
し

た
。

 

 

d.
 入

力
地
震

動
 

入
力

地
震

動
は

、
解

放
基

盤
表

面
で
定

義
さ

れ
る

基
準

地
震

動
Ss

を
、
一
次

元
波

動
論

に
よ

っ
て

地
震

応
答

解
析

モ
デ

ル
の

入
力

位
置

で
評

価
し

た
も

の
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を
用

い
た

。
断

層
モ

デ
ル

を
用

い
た
手

法
に

よ
る

地
震

動
（

S
s
－
2
～

Ss
－

5）

に
関

し
て

は
、
検
討

断
面

方
向

に
方
位

補
正

を
行

っ
て

解
析

モ
デ
ル

に
入

力
し

た
。
ま

た
、
応
答

ス
ペ

ク
ト
ル

に
基
づ

く
地

震
動
（

S
s－

1）
に
つ

い
て

は
水

平

地
震

動
及

び
鉛

直
地

震
動

の
位

相
反
転

、
震

源
を

特
定

せ
ず

策
定
す

る
地

震
動

（
S
s
－

6
及

び
Ss
－

7）
に
つ

い
て
は

水
平

地
震

動
の

位
相

反
転
を

考
慮

し
た

場
合

に
つ

い
て

も
検

討
し

た
。

 

 

e.
 地

下
水

位
 

解
析

用
地

下
水

位
は
、
地
下
水

位
観
測

結
果

を
考

慮
し
、
斜

面
部
に

つ
い

て

は
〔

Ｃ
L
〕
級

岩
盤

上
端

に
設
定

し
た
。
ま
た

建
屋

部
に

つ
い

て
は
建

屋
基

礎
底

面
、
そ

の
他

の
箇

所
に

つ
い
て

は
地
表

面
に

設
定

し
た

。
解

析
用
地

下
水

位
を

第
3.

6.
12

図
、
第

3.
6.

15
図
、

第
3.

6.
18

図
に

示
す

。
 

(2
) 
解

析
内

容
 

基
準

地
震

動
S

s
に
対

す
る
地

震
応
答

解
析

を
二

次
元

動
的

有
限
要

素
法

に
よ

り

行
っ

た
。
地
震

応
答

解
析

は
周

波
数
応

答
解

析
手

法
を

用
い

、
等
価

線
形

化
法

に
よ

り
せ

ん
断

弾
性

係
数

及
び

減
衰

定
数

の
ひ

ず
み

依
存

性
を

必
要

に
応

じ
て

考
慮

し

た
。

 

地
震

時
の

応
力

は
、
静

的
解
析

に
よ
る

常
時

応
力

と
、
地
震

応
答
解

析
に

よ
る

動

的
応

力
を

重
ね

合
わ

せ
る

こ
と

に
よ
り

求
め

た
。
常
時

応
力

は
地
盤

の
自

重
計

算
に

よ
り

求
ま

る
初

期
応

力
、
建
物

基
礎
掘

削
に

伴
う

解
放

力
及

び
建
屋
・
埋

戻
土

の
荷

重
を

考
慮

し
、
動
的

応
力

は
水

平
地
震

動
及

び
鉛

直
地

震
動

に
よ
る

応
答

の
同

時
性

を
考

慮
し

て
求

め
た

。
 

                   （
補

足
）

 

蒸
気

発
生

器
の
取
替

え
に

伴
い

建
屋
重

量
は

増
加

す
る

も
の

の
、

増
加
す
る

重
量

は
建

屋
全
体

の
重

量
の

約
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こ
れ

ら
の

手
法

に
よ

り
、

周
辺

斜
面
の

す
べ

り
に

対
す

る
安

全
性
を

検
討

し
た
。

 

(3
) 
解

析
結

果
 

す
べ

り
安

全
率

は
、

想
定

す
べ

り
面

上
の

応
力

状
態

を
も

と
に

、
す

べ
り

面
上

の

せ
ん

断
抵

抗
力

の
和

を
す

べ
り

面
上
の

せ
ん

断
力

の
和

で
除

し
て
求

め
た

。
想

定
す
べ

り
面

は
円

弧
す

べ
り

を
想

定
し

、
す
べ

り
面

法
に

よ
り

岩
級
区

分
な
ど

各
条

件
に

お
け

る
小
す

べ
り

安
全

率
を

示
す

す
べ
り

面
、
及
び

局
所

安
全
係

数
や
モ

ビ
ラ

イ
ズ

ド
面

の
向

き
を

考
慮

し
た

す
べ

り
面

に
つ
い

て
検

討
し

た
。
 

３
・

４
号

炉
原

子
炉

建
屋

周
辺

斜
面
に

お
け

る
小
す

べ
り

安
全
率
は

1.
3
で

あ

り
、
す

べ
り

安
全

率
の

評
価
基

準
値

1.
2
を

上
回

っ
て

い
る

。
防
潮

ゲ
ー
ト

周
辺

斜
面

に
お

け
る

小
す
べ

り
安

全
率

は
5.

4、
緊

急
時

対
策

所
周
辺

斜
面
に

お
け

る
小
す

べ
り

安
全

率
は

2.
0

で
あ

り
、

す
べ
り

安
全

率
の

評
価

基
準

値
1.

2
を
上

回
っ

て
い

る
。

 

ま
た

、
地

盤
物

性
の

ば
ら

つ
き

を
考

慮
し

、
地

盤
物

性
の

う
ち

せ
ん

断
強

度
に

つ

い
て
「
平

均
値

－
1.

0×
標

準
偏

差
（
σ

）」
と
し

た
場

合
の
安

定
解
析

結
果

に
つ

い
て

も
、

小
す

べ
り

安
全

率
は
評

価
基
準
値

1.
2
を

上
回

っ
て

い
る
。
す

べ
り

安
全

率
一

覧
表

を
第

3.
6.

17
表
～
第

3.
6.

19
表
に

示
す

。
 

ま
た

、
斜

面
補

強
工

の
せ

ん
断

破
壊

、
曲

げ
破

壊
及

び
根

入
れ

部
周

辺
地

盤
に

対

す
る

照
査

を
行

い
、
地
震

時
に
お

い
て
も

健
全

性
を

確
保

し
て

い
る
こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

周
辺

斜
面

は
、

す
べ

り
に

対
し

て
十

分
な

安
全

性
を

有
し

て

い
る

。
 

0.
1%

以
下
で

あ
る

。
 

     （
補

足
）

 

蒸
気

発
生

器
の
取
替

え
に

伴
い

建
屋
重

量
は

増
加

す
る

も
の

の
、

増
加
す
る

重
量

は
建

屋
全
体

の
重

量
の

約

0.
1%

以
下
で

あ
り

、
す

べ
り
安

全
率
に

与
え

る
影

響
は

無
視

で
き

る
ほ
ど
小

さ
い

。
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参
考

資
料

３
 

設
置
許
可
基
準
規
則
第
５
条
（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て
 

 

「
本

申
請

の
適

用
条

文
で

あ
る

が
、
既

許
可

の
設

計
方

針
に

て
申
請

対
象

設
備

の
適

合
性

を
確
認

で
き

る
も

の
」

に
関

す
る
適

合
性

に
つ

い
て

 

１
．

5
条

 
津

波
に

よ
る

損
傷

の
防
止

に
係

る
既

許
可

の
設

置
許
可

申
請

書
の

記
載

 

既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

五
、

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設
備

 

ロ
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
一

般
構
造

 

(
2
)
 
耐
津

波
構

造
 

(
ⅰ

)
 設

計
基

準
対

象
施

設
に
対

す
る
耐

津
波

設
計
 

設
計

基
準
対

象
施

設
は
、

そ
の

供
用

中
に

当
該

施
設
に

大
き

な
影

響
を

及
ぼ

す
お
そ

れ
が

あ
る

津
波
（
以

下
「

基
準

津
波
」
と
い

う
。
）
に

対
し
て

、
以
下

の
方

針
に

基
づ

き

耐
津

波
設
計

を
行

い
、
そ

の
安

全
機

能
が

損
な

わ
れ
る

お
そ

れ
が

な
い

設
計

と
す
る

。

基
準

津
波

の
定

義
位

置
を
第

5.
10

図
 

に
、

時
刻

歴
波

形
を
第

5.
11

図
に

示
す

。
 

ま
た

、
設
計

基
準

対
象
施

設
の

う
ち

、
津

波
か

ら
防
護

す
る

設
備

を
「

設
計

基
準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

」
と
す

る
。

 

a
.
 
設
計

基
準

対
象

施
設

の
津
波

防
護
対

象
設

備
（

津
波

防
護
施

設
、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監
視

設
備

及
び

非
常

用
取

水
設

備
を

除
く

。
）

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画
の

設
置

さ
れ

た
敷

地
に

お
い

て
、
基

準
津

波
に

よ
る

遡
上

波
を

地
上
部

か
ら

到
達

及
び

流
入

さ
せ

な
い

設
計

と
す

る
。
ま
た
、
取
水

路
及

び
放

水
路

等
の
経

路
か

ら
流

入
さ

せ
な

い
設

計
と

す
る

。
具

体
的

な
設
計

内
容

を
以

下
に

示
す

。
 

＜
中

略
＞
 

5
条

1
項

は
、

設
計

基
準

対
象

施
設
全

般
に

適
用

さ
れ

る
も

の
で

あ
り
、
本

申
請

に
お

い
て
取

替
え

る
蒸

気
発

生

器
並

び
に

新
設

す
る

蒸
気

発
生

器
保

管
庫

及
び

保
修

点

検
建

屋
に

も
適
用
さ

れ
る

。
 

た
だ
し
、
原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設
置

さ
れ

る
既

設
の

蒸
気

発
生

器
を
含
む

津
波

防
護

対
象
設

備
は

、
既

許
可

の

設
計

方
針

に
お
い
て

、
設

備
を

内
包
す

る
建

屋
及

び
区

画

の
設

置
さ

れ
た

敷
地

を
基

準
津

波
に

よ
る

遡
上

波
を

地

上
部

か
ら

到
達
又
は

流
入

さ
せ

な
い
、
津
波

に
よ

る
影

響

等
か

ら
隔

離
す
る
設

計
と

し
て

い
る
。
本
申

請
に

お
い

て

取
替

え
る

蒸
気

発
生

器
に

つ
い

て
も

同
様

に
既

存
の

原

子
炉

格
納

容
器
内
に

設
置

す
る

こ
と
か

ら
、
既
許

可
の

設

計
方

針
に

て
申

請
対

象
設

備
の

基
準

適
合

性
が

確
認

で

き
る

。
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c
.
 a
.及

び
b.
に
規

定
す

る
も
の

の
ほ
か
、
設
計

基
準

対
象
施

設
の
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設
備

、
津

波
監

視
設

備
及

び
非
常

用
取

水
設

備
を

除
く

。）
を
内

包
す

る
建

屋
及
び

区
画
に

つ
い

て
は
、
浸
水
対

策
を
行

う
こ

と
に

よ
り

津
波

に
よ

る
影

響
等

か
ら

隔
離

す
る
。
そ

の
た

め
、
浸

水
防

護
重
点

化
範

囲
を

明
確

化
す

る
と

と
も

に
、
津
波

に
よ

る
溢
水

を
考

慮
し

た
浸

水
範

囲
及
び

浸
水

量
を

保
守

的
に

想
定

し
た

上
で

、
浸

水
防

護
重
点

化
範

囲
へ

の
浸

水
の

可
能
性

の
あ

る
経

路
及

び
浸

水
口
（

扉
、
開
口

部
及
び

貫
通
口

等
）
を

特
定

し
、
そ

れ
ら
に

対
し

て
必

要
に

応
じ

浸
水

対
策

を
施

す
設

計
と

す
る
。
 

 

添
付

書
類

八
 

1.
 安

全
設

計
 

1.
5 

 
耐

津
波

設
計

 

1.
5.

1 
 

設
計
基

準
対

象
施
設

の
耐
津

波
設

計
方

針
 

1.
5.

1.
1 

耐
津

波
設

計
の

基
本
方

針
 

(1
) 
津

波
防

護
対

象
の

選
定

 

「
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附
属

施
設

の
位

置
、
構
造

及
び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

（
以

下
「
設

置
許

可
基

準
規
則

」
と

い
う

。
）
第

5 
条
（

津
波

に
よ
る

損
傷

の
防

止
）
」
の
「

設
計

基
準

対
象

施
設

は
、
基

準
津
波

に
対
し

て
安

全
機

能
が

損
な

わ
れ
る

お
そ

れ
が

な
い

も
の

で
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
」
と
の

要
求
は

、
設

計
基

準
対

象
施

設
の
う

ち
、
安
全

機
能

を
有

す
る
設

備
を
津

波
か

ら
防

護
す

る
こ

と
を

要
求

し
て
い

る
こ

と
か

ら
、
津
波

か
ら
の

防
護

を
検

討
す

る
対

象
と
な

る
設

備
は
、
設
計

基
準

対
象
施

設
の
う

ち
安

全
機

能
を

有
す

る
設
備
（

ク
ラ

ス
１
、
ク
ラ

ス
２
及

び
ク

ラ
ス

３
設

備
）

で
あ

る
。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

設
置

許
可

基
準

規
則

の
解

釈
別

記
３
で

は
、
津
波

か
ら

防
護

す
る
設

備
と

し
て

、
津

波
防
護
施

設
、
浸

水
防

止
設

備
及

び
津
波

監
視
設

備
を

含
む

耐
震

Ｓ
ク

ラ
ス
に

属
す

る
設

備
が

要
求

さ
れ
て

い
る

。
 

以
上

か
ら
、
津
波

か
ら

の
防
護

を
検
討

す
る

対
象

と
な

る
設

備
は
、
ク

ラ
ス

１
、
ク

ラ
ス

２
及

び
ク

ラ
ス

３
設

備
並

び
に

津
波

防
護
施

設
、
浸

水
防

止
設
備

及
び
津

波
監

視
設

備
を

含
む

耐
震
Ｓ

ク
ラ

ス
に

属
す

る
設

備
と

す
る

。
こ
の

う
ち

、
ク

ラ
ス

３
設
備

は
、
損

傷
し

た
場

合
を

考
慮

し
て
、

代
替

設
備

に
よ

り
必

要
な

機
能

を
確
保

す
る

等
の

対
応

を
行

う
設
計

と
す

る
。

 

こ
の

た
め

、
津

波
か

ら
防

護
す
る

設
備
は

ク
ラ

ス
１

、
ク

ラ
ス
２

設
備
並

び
に

津
波

防
護

施
設

、

浸
水

防
止

設
備

及
び

津
波

監
視

設
備
を

含
む

耐
震

Ｓ
ク

ラ
ス

に
属
す

る
設

備
（

以
下
「
設

計
基
準

対
象

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備
」
と

い
う

。）
と
す

る
。

 

 

    （
補

足
）

 

ま
た
、
本

申
請

に
お

け
る

蒸
気

発
生
器

保
管

庫
及

び
保

修
点

検
建

屋
は
設
計

基
準

対
象

施
設
で

あ
る

が
、
ク
ラ

ス

３
に

属
す

る
施
設
で

あ
り

、
設

計
基
準

対
象

施
設

の
津

波

防
護

対
象

設
備
に
該

当
し

な
い

こ
と
か

ら
、
既
許

可
の

設

計
方

針
に

て
申

請
対

象
設

備
の

基
準

適
合

性
が

確
認

で

き
る

。
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参考資料４ 

設置許可基準規則第７条（発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止）へ

の適合性について 

 

1. 概要 

高浜発電所においては、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋設置をするこ

とから、「実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）等に従い、「発電用原子炉

施設への人の不法な侵入等の防止」に対する設計方針及び適合性についてま

とめたものである。  

66



第七条 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止 

  工場等には、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、発電用原子炉施

設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は

他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正ア

クセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律

第百二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第二

十四条第六号において同じ。）を防止するための設備を設けなければな

らない。 

 
適合のための設計方針 
第１項について 
蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋は、人の容易な侵入を防止できるよ

う柵、鉄筋コンクリート造りの壁等によって防護して、点検、確認等を行

う事により、接近管理および出入管理を行える設計とする。 
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2. 適合のための具体的設計について 
2.1. 基本方針 

発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防止するための区域を設定し、

人の容易な侵入を防止できる柵、鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁によ

って防護して、点検、確認等を行うことにより、接近管理及び出入管理を

行える設計とする。また、探知施設を設け、警報、映像監視等、集中監視

するとともに、外部との通信連絡を行う設計とする。 

 
発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危

害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（ 郵便物

等による発電所外からの爆破物及び有害物質の持込みを含む。）を防止す

るため、持込み点検を行うことができる設計とする。 

 
2.2. 不法侵入防止の概要 

人の不法な侵入等を防止するため、発電所内に区域を設け、人の容易な

侵入を防止できる柵、鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁によって区画し、

その境界等において、警備員や設備により、点検や確認等を実施している。

また、探知施設、通信連絡設備を設置している。 

以下の運用を行う。 

（１）立入者の管理 

（２）車両の管理 

（３）物品の管理 

（４）探知施設 

（５）通信連絡設備 

 

また、郵便物等による爆破物又は有害物質の持込みを防止するために、不

審な点等について確認の上、専任の担当者が発電所構内へ配送している。 
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「
本

申
請

の
適

用
条

文
で

あ
る

が
、
既

許
可

の
設

計
方

針
に

て
申
請

対
象

設
備

の
適

合
性

を
確
認

で
き

る
も

の
」

に
関

す
る
適

合
性

に
つ

い
て

 

１
．

7
条

 
発

電
用

原
子

炉
施

設
へ
の

人
の

不
法

な
侵

入
等

の
防
止

に
係

る
既

許
可

の
設

置
許
可

申
請

書
の

記
載

 

既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

五
、

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設
備

 

ロ
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
一

般
構
造

 

(3
) 
そ

の
他

の
主

要
な

構
造

 

( ⅰ
) 
本

原
子

炉
施

設
は

、
(1

) 
耐

震
構

造
、

(2
) 
耐

津
波

構
造

に
加

え
、

以
下

の
基

本
的

方
針

の
基

に
安

全
設

計

を
行

う
。

 

a.
 設

計
基

準
対

象
施

設
 

(b
) 
発

電
用

原
子

炉
施

設
へ
の

人
の
不

法
な

侵
入

等
の

防
止

 

原
子

炉
施

設
へ

の
人

の
不

法
な

侵
入
を

防
止

す
る

た
め

、
核

物
質
防

護
対

策
と

し
て

、
安
全

施
設

を

含
む

区
域

を
設

定
し

、
人

の
容

易
な
侵

入
を

防
止

で
き

る
柵

、
鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
り

の
壁
等

の
障

壁
に

よ
っ

て
防

護
し

て
、

点
検

、
確
認

等
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、
接

近
管

理
及

び
出

入
管

理
を
行

え
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
探

知
施

設
を
設

け
、

警
報

、
映

像
監

視
等
、

集
中

監
視

す
る

と
と

も
に
、

外
部

と
の

通
信

連
絡

を
行

う
設

計
と

す
る
。

さ
ら

に
、

防
護

さ
れ

た
区
域

内
に

お
い

て
も

、
施

錠
管
理

に
よ

り
、

原
子

炉
施

設
及

び
特

定
核

燃
料
物

質
の

防
護

の
た

め
に

必
要
な

設
備

又
は

装
置

の
操

作
に
係

る
情

報
シ

ス
テ

ム
へ

の
不

法
な

接
近

を
防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

 

原
子

炉
施

設
に

不
正

に
爆

発
性

又
は
易

燃
性

を
有

す
る

物
件

そ
の
他

人
に

危
害

を
与

え
、
又

は
他

の

物
件

を
損

傷
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
物
件

の
持

込
み

（
郵

便
物

等
に
よ

る
発

電
所

外
か

ら
の

爆
破
物

及
び

有
害

物
質

の
持

込
み

を
含

む
。

）
を
防

止
す

る
た

め
、

核
物

質
防
護

対
策

と
し

て
、

持
込

み
点
検

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

不
正

ア
ク

セ
ス

行
為

（
サ

イ
バ

ー
テ
ロ

を
含

む
。

）
を

防
止

す
る
た

め
、

核
物

質
防

護
対
策

と
し

て
、

原
子

炉
施

設
及

び
特

定
核

燃
料
物

質
の

防
護

の
た

め
に

必
要
な

設
備

又
は

装
置

の
操

作
に
係

る
情

本
条

文
は

発
電

用
原

子
炉

施
設

全
般

に
適

用
さ

れ
る

も
の

で
あ

り
、

本
申

請
に

お
い

て
取

替
え

を

行
う

蒸
気

発
生

器
に

も
適

用
さ

れ

る
。

 

た
だ

し
、

発
電

用
原

子
炉

施
設

は
、

既
許

可
の

設
計

方
針

に
お

い

て
、

安
全

施
設

を
含

む
区

域
設

定

等
に

よ
り

人
の

不
法

な
侵

入
等

の

防
止

を
図

る
設

計
と

し
て

お
り

、

本
申

請
に

お
い

て
取

替
え

る
蒸

気

発
生

器
に

つ
い

て
は

、
人

の
不

法

な
侵

入
等

の
防

止
が

図
ら

れ
た

区

域
内

に
設

置
す

る
こ

と
か

ら
、

既

許
可

の
設

計
方

針
に

て
申

請
対

象

設
備

の
基

準
適

合
性

が
確

認
で

き

る
。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

報
シ

ス
テ

ム
が

、
電

気
通

信
回

線
を
通

じ
た

不
正

ア
ク

セ
ス

行
為
を

受
け

る
こ

と
が

な
い

よ
う
に

、
当

該
情

報
シ

ス
テ

ム
に

対
す

る
外

部
か
ら

の
ア

ク
セ

ス
を

遮
断

す
る
設

計
と

す
る

。
 

 

添
付

書
類

八
 

1.
1.

1.
5 

人
の

不
法

な
侵
入

等
の

防
止

 
(1

) 
設

計
方

針
 

原
子

炉
施

設
へ

の
人

の
不

法
な

侵
入

を
防

止
す

る
た

め
、

核
物

質
防

護
対

策
と

し
て

、
区

域
を

設
定

し
、

人
の

容
易
な

侵
入

を
防

止
で

き
る

柵
、

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
り

の
壁

等
の

障
壁
に
よ
っ
て
防
護
し
て
、
点
検
、
確
認
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
接
近
管
理
及
び

出
入

管
理

を
行
え
る
設
計
と
す
る
。
ま
た
、
探
知
施
設
を
設
け
、
警
報
、
映
像
監
視
等
、
集
中
監

視
す

る

と
と
も
に
、
外
部
と
の
通
信
連
絡
を
行
う
設
計
と
す
る
。
さ
ら
に
、
防
護
さ
れ
た
区

域
内

に
お

い
て

も
、

施
錠

管
理

に
よ

り
、

原
子

炉
施

設
及

び
特

定
核

燃
料

物
質

の
防

護
の

た
め

に
必

要

な
設

備
又

は
装

置
の

操
作

に
係

る
情

報
シ

ス
テ

ム
へ

の
不

法
な

接
近

を
防

止
す

る
設

計
と

す

る
。

 
原

子
炉

施
設

に
不

正
に

爆
発

性
又

は
易

燃
性

を
有

す
る

物
件

そ
の

他
人

に
危

害
を

与
え

、

又
は

他
の

物
件

を
損

傷
す
る

お
そ

れ
が

あ
る

物
件

の
持

込
み

（
郵

便
物

等
に

よ
る

発
電

所
外

か
ら

の
爆

破
物

及
び

有
害

物
質

の
持

込
み

を
含

む
。
）
を
防
止
す
る
た
め
、
核
物
質
防
護
対
策

と
し

て
、

持
込

み
点

検
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
不

正
ア

ク
セ

ス
行

為
（

サ
イ

バ
ー

テ
ロ

を
含

む
。
）
を

防
止

す
る

た
め

、
核

物
質

防
護

対
策

と
し

て
、

原
子

炉
施

設
及

び
特

定
核

燃
料

物
質

の
防

護
の

た
め

に
必

要
な

設
備

又
は

装
置

の

操
作

に
係

る
情

報
シ

ス
テ

ム
が

、
電

気
通

信
回

線
を

通
じ

た
不

正
ア

ク
セ

ス
行

為
を

受
け

る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

、
当

該
情

報
シ

ス
テ

ム
に

対
す

る
外

部
か

ら
の

ア
ク

セ
ス

を
遮

断
す

る
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

設
計

と
す

る
。

 
(2

) 
体

制
 

原
子

炉
施

設
へ

の
人

の
不

法
な

侵
入

等
を

防
止

す
る

た
め

、
核

物
質

防
護

対
策

と
し

て
、

法
律

に
基

づ
き

核
物

質
防
護

管
理

者
を

選
任

し
、

所
長

の
も

と
、

核
物

質
防

護
管

理
者

が
核

物
質

防
護

に
関

す
る

業
務

を
統

一
的

に
管

理
す

る
体

制
を

整
備

す
る

。
 

人
の

不
法

な
侵

入
等

が
行

わ
れ

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
又

は
行

わ
れ

た
場

合
に

備
え

、
核

物
質

防
護

に
関

す
る

緊
急

時
の

対
応

体
制

を
整

備
す

る
。

 
核

物
質

防
護

に
関
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参考資料５ 

設置許可基準規則第８条（火災による損傷の防止）への適合性について 

 

1. 概要 

高浜発電所においては、蒸気発生器取替え、蒸気発生器保管庫及び保修点

検建屋設置をすることから、「実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）等に従

い、「火災による損傷の防止」に対する設計方針及び適合性についてまとめた

ものである。 
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第八条 火災による損傷の防止 

１ 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわ

れないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生

を感知する設備（以下「火災感知設備」という。）及び消火を行う設備

（以下「消火設備」といい、安全施設に属するものに限る。）並びに火

災の影響を軽減する機能を有するものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 
第１項について 

蒸気発生器、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋は、火災により原子炉

施設の安全性を損なうことのないよう、火災の発生防止、火災の感知及び

消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる

設計とする。 
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2. 適合のための具体的設計について 
2.1 基本事項 

設計基準対象施設である蒸気発生器、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋

のうち廃液処理室は、火災により原子炉施設の安全性を損なうことのないよ

う、火災防護対策を講じる設計とする。火災防護対策を講じる設計を行うに

当たり、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器

を設置する区域を火災区域に設定する。設定する火災区域に対して、火災の

発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した

火災防護対策を講じる設計とする。 

 
2.1.1 火災区域及び火災区画の設定 

蒸気発生器が設置される原子炉格納容器、蒸気発生器保管庫及び保修点検

建屋のうち廃液処理室を火災区域として設定する。 
建屋内のうち、放射性物質の貯蔵、かつ、閉じ込め機能を有する構築物、

系統及び機器を設置する蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のうち廃液処理

室に設定される火災区域は、３時間以上の耐火能力を有する耐火壁として、

３時間耐火に設計上必要なコンクリート壁厚である 150mm(2)以上の壁厚を

有するコンクリート壁又は火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を有す

ることを確認した耐火壁（貫通部シール、防火扉、防火ダンパ）により他の

火災区域と分離する。 

 
2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するために必要な構築物、

系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系

統及び機器である蒸気発生器、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のうち廃

液処理室を、「安全機能を有する構築物、系統及び機器」として選定する。 

 
2.1.3 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器とし

て、燃料の貯蔵設備及び放射性廃棄物の貯蔵設備（以下、「放射性物質を貯蔵

する機器等」という。）を選定する。また、放射性物質の貯蔵、かつ、閉じ込

め機能を有する構築物、系統及び機器として、放射性廃棄物の貯蔵設備を選

定する。 

 
2.1.4 火災防護計画 
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原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため、火災防護計画

を策定する。火災防護計画には、計画を遂行するための体制、責任の所在、

責任者の権限、体制の運営管理、必要な要員の確保及び教育訓練、火災発生

防止のための活動、火災防護設備の保守点検及び火災情報の共有化等、火災

防護を適切に実施するための対策並びに火災発生時の対応等、火災防護対策

を実施するために必要な手順について定めるとともに、原子炉施設の安全機

能を有する構築物、系統及び機器並びに重大事故等対処施設については、火

災の発生防止、火災の早期感知及び消火並びに火災の影響軽減の３つの深層

防護の概念に基づき、必要な火災防護対策を行うことを定める。 
外部火災については、安全施設を外部火災から防護するための運用等につ

いて定める。 

 
2.2 火災発生防止 
2.2.1 原子炉施設の火災発生防止 

蒸気発生器、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のうち廃液処理室の火災

発生防止については、発火性又は引火性物質に対して火災の発生防止対策を

講じるほか、可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策、発火源への対

策、水素に対する換気及び漏えい検知対策、放射線分解等により発生する水

素の蓄積防止対策並びに電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対策等

を講じた設計とする。 

 
2.2.1.1 発火性又は引火性物質 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区

域には、以下の火災の発生防止対策を講じる設計とする。 
ここでいう発火性又は引火性物質としては、消防法で定められる危険物の

うち「潤滑油」及び「燃料油」、高圧ガス保安法で高圧ガスとして定められる

水素、窒素、液化炭酸ガス及び空調用冷媒等のうち、可燃性である「水素」

を対象とする。 
(1) 漏えいの防止、拡大防止 
a. 発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油を内包する設備

は、溶接構造、シール構造の採用により漏えいの防止対策を講じる設計とす

る。また、漏えいの拡大を防止するため、液面等の監視、点検により潤滑油

の漏えいを早期に検知する対策、オイルパン、ドレンリム、堰又は油回収装

置を設置する対策を実施する設計とする。 
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なお、保修点検建屋のうち廃液処理室には燃料油を内包する設備は設置し

ない。 
また蒸気発生器は潤滑油及び燃料油を内包する設備ではなく、蒸気発生器

保管庫には潤滑油及び燃料油を内包する設備は設置しない。 
b. 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 
蒸気発生器は水素を内包する設備ではなく、また蒸気発生器保管庫及び保修点

検建屋のうち廃液処理室には水素を内包する設備は設置しない。 
(2) 換気 
a. 発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備 

保修点検建屋のうち廃液処理室は、火災の発生を防止するために、空調機

器による機械換気により換気を行う設計とする。 
(3) 防爆 
a. 発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備 

保修点検建屋のうち廃液処理室内に設置する発火性又は引火性物質である

潤滑油を内包する設備は、「(1)漏えいの防止、拡大防止」で示したように、

溶接構造等、潤滑油の漏えいを防止する設計とするとともに、オイルパンの

設置等により、漏えいした潤滑油の拡大を防止する設計とする。 
潤滑油が設備の外部へ漏えいしても、これらの引火点は、油内包機器を設

置する室内温度よりも十分高く、機器運転時の温度よりも高いため、可燃性

蒸気とならないことから、潤滑油が、爆発性の雰囲気を形成するおそれはな

い。 
以上の設計により、「電気設備に関する技術基準を定める省令」第六十九条

及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気とはならないた

め、当該火災区域に設置する電気・計装品を防爆型とする必要はなく、防爆

を目的とした電気設備の接地も必要ない。 
なお、電気設備の必要な箇所には、「原子力発電工作物に係る電気設備に関

する技術基準を定める省令」第十条、第十一条に基づく接地を施す設計とす

る。 

 
2.2.1.2 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の対策 

蒸気発生器は可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を発生する設備ではなく、ま

た蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のうち廃液処理室には可燃性の蒸気又

は可燃性の微粉を発生する設備は設置しない。 

 
2.2.1.3 発火源への対策 
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原子炉施設には、金属製の本体内に収納する等の対策を行い、設備外部に

出た火花が発火源となる設備を設置しない設計とする。また、原子炉施設に

は、高温となる設備があるが、高温部分を保温材で覆うことにより、可燃性

物質との接触防止や潤滑油等可燃物の加熱防止を行う設計とする。 
なお、蒸気発生器は発火源となる設備ではなく、また蒸気発生器保管庫及

び保修点検建屋のうち廃液処理室には発火源となる設備は設置しない。 

 
2.2.1.4 放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策 

蒸気発生器は水素を発生する設備ではなく、また蒸気発生器保管庫及び保

修点検建屋のうち廃液処理室には水素を発生する設備は設置しない。 

 
2.2.1.5 過電流による過熱防止対策 

電気系統は、送電線への落雷等外部からの影響や、地絡、短絡等に起因す

る過電流による過熱や焼損を防止するために、保護継電器、遮断器により、

故障回路を早期に遮断する設計とする。 

 
2.2.2 不燃性材料及び難燃性材料の使用 

蒸気発生器、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のうち廃液処理室に対し

ては、不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし、不燃性材料又は難燃

性材料が使用できない場合は以下とする。 
・ 不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材

料」という。）を使用する設計とする。 
・ 構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技

術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因

して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生する

ことを防止するための措置を講じる設計とする。 

 
2.2.2.1 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

蒸気発生器、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のうち廃液処理室並びに

廃液処理室に設置される機器について、機器、配管、ダクト、トレイ、電線

管、盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材は、火災の発生防止及

び当該設備の強度確保等を考慮し、ステンレス鋼、低合金鋼、炭素鋼等の金

属材料、又はコンクリート等の不燃性材料を使用する設計とする。 
ただし、配管のパッキン類は、その機能を確保するために必要な代替材料

の使用が技術上困難であるが、金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎に晒

されることはないことから不燃性材料又は難燃性材料でない材料を使用する
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設計とし、また、金属に覆われたポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油並びに金

属に覆われた機器躯体内部に設置される電気配線は、発火した場合でも、他

の安全機能を有する構築物、系統及び機器に延焼しないことから、不燃性材

料又は難燃性材料でない材料を使用する設計とする。 

 
2.2.2.2 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包 

蒸気発生器保管庫に設置する変圧器及び遮断器は、可燃性物質である絶縁

油を内包していないものを使用する設計とする。なお保修点検建屋のうち廃

液処理室には変圧器及び遮断器は設置しない。 

 
2.2.2.3 難燃ケーブルの使用 

機器に使用するケーブルは、実証試験により自己消火性及び延焼性を確認

した難燃ケーブルを使用する設計とする。 

 
2.2.2.4 換気空調設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用 

蒸気発生器保管庫に設置する換気空調設備のフィルタは、チャコールフィ

ルタを除き、ガラス繊維等、「JIS L 1091（繊維製品の燃焼性試験方法）」又

は「JACA No.11A（空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針（公益社団法人 
日本空気清浄協会））」を満足する難燃性のフィルタを使用する設計とする。

なお保修点検建屋のうち廃液処理室には換気空調設備のフィルタは設置しな

い。 

 
2.2.2.5 保温材に対する不燃性材料の使用 

蒸気発生器、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のうち廃液処理室で使用

する保温材は、ケイ酸カルシウム、ロックウール、金属保温等、平成 12 年

建設省告示第 1400 号に定められたもの又は建築基準法で不燃材料として定

められたものを使用する設計とする。 

 
2.2.2.6 建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のうち廃液処理室の内装材は、建築基

準法に基づく不燃材料若しくはこれと同等の性能を有することを試験により

確認した材料、又は消防法に基づく防炎物品若しくはこれと同等の性能を有

することを試験により確認した材料を使用する設計とする。 

 
2.2.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止 
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蒸気発生器、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のうち廃液処理室では、

自然現象として、落雷、地震、津波、火山、森林火災、竜巻、風（台風）、凍

結、降水、積雪、生物学的事象、地滑り及び洪水が想定される。 
津波、森林火災及び竜巻（風（台風）を含む。）は、それぞれの現象に対し

て原子炉施設の安全機能を損なうことのないように、機器をこれらの自然現

象から防護することで、火災の発生防止を行う設計とする。 
凍結、降水、積雪及び生物学的事象は、火源が発生する自然現象ではな

く、火山についても、火山から原子炉施設に到達するまでに火山灰等が冷却

されることを考慮すると、火源が発生する自然現象ではない。 
洪水は、原子炉施設の地形を考慮すると、原子炉施設の安全機能を有する

機器に影響を与える可能性がないため、火災が発生するおそれはない。地滑

りについては、安全施設の安全機能を損なうことのない設計とすることで、

火災の発生防止を行う設計とする。 
したがって、落雷、地震について、これらの現象によって火災が発生しな

いように、以下のとおり火災防護対策を講じる設計とする。 

 
2.2.3.1 落雷による火災の発生防止 

落雷による火災発生を防止するため、地盤面から高さ 20m を超える建築物

である保修点検建屋には、建築基準法に基づき「JIS A 4201 建築物等の避雷

設備（避雷針）」に準拠した避雷設備を設置する設計とする。なお蒸気発生器

保管庫は地盤面から高さ 20m を超える建築物ではないため、避雷設備は設置

しない。 

 
2.2.3.2 地震による火災の発生防止 

蒸気発生器、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のうち廃液処理室は、耐

震クラスに応じて十分な支持性能をもつ地盤に設置するとともに、自らが破

壊又は倒壊することによる火災の発生を防止する設計とする。 
なお、耐震については「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則の解釈」に従い設計する。 

 
2.3 火災の感知及び消火 

火災の感知及び消火については、蒸気発生器、蒸気発生器保管庫及び保修

点検建屋のうち廃液処理室に対して、火災の影響を限定し、早期の火災感知

及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。な

お、蒸気発生器取替えに伴う原子炉格納容器内の火災感知設備及び消火設備

は変更しない。 
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2.3.1 火災感知設備 

火災感知設備は、火災区域である蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のう

ち廃液処理室の火災を早期に感知する設計とする。 
火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火災感知設備は、

以下を踏まえた設計とする。 

 
2.3.1.1 火災感知器の環境条件等の考慮 

火災感知設備の火災感知器は、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のうち

廃液処理室における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件

や、予想される火災の性質を考慮して設置する設計とする。 

 
2.3.1.2 固有の信号を発する異なる火災感知器の設置 

火災感知設備の火災感知器は、環境条件等を考慮し、火災を早期に感知で

きるよう、固有の信号を発するアナログ式の煙感知器、アナログ式の熱感知

器、アナログ式でないが、炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため、煙

や熱が感知器に到達する時間遅れがなく、火災の早期感知に優位性がある炎

感知器から異なる種類の感知器を組み合わせて設置する設計とする。 
アナログ式でない炎感知器には、赤外線を感知する方式と紫外線を感知す

る方式の２種類があるが、炎特有の性質を検出することで誤作動が少ない赤

外線方式を採用する。アナログ式でない炎感知器の誤作動を防止するため、

屋内に設置する場合は、外光が当たらず、高温物体が近傍にない箇所に設置

する。 
 (1) 蒸気発生器保管庫 

蒸気発生器保管庫には、アナログ式の煙感知器とアナログ式の熱感知器お

よびアナログ式でない炎感知器を設置する設計とする。 
(2)保修点検建屋のうち廃液処理室 

廃液処理室には、アナログ式の煙感知器とアナログ式の熱感知器を設置す

る設計とする。 

 
2.3.1.3 火災受信機盤 

中央制御室に設置する火災受信機盤で、火災感知器の作動状況を常時監視

する設計とする。 
火災受信機盤は、作動した火災感知器を 1 つずつ特定することで、火災の

発生場所を特定する機能を有するよう設計する。なお、重大事故等に対処す
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る場合を考慮して、緊急時対策所においても中央制御室の火災受信機盤にお

ける感知器の動作状況を確認できる設計とする。 

 
2.3.1.4 火災感知設備の電源確保 

蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のうち廃液処理室に設置する火災感知

設備は、外部電源喪失時においても火災の感知が可能となるように消防法を

満足する蓄電池を設ける設計とする。 

 
2.3.2 消火設備 

消火設備は、以下に示すとおり、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のう

ち廃液処理室の火災を早期に消火する設計とする。 

 
2.3.2.1 放射性物質を貯蔵する機器等を設置する火災区域に設置する消火設備 

放射性物質を貯蔵する機器等を設置する火災区域である蒸気発生器保管庫

及び保修点検建屋のうち廃液処理室に設置する消火設備は、当該火災区域

が、火災発生時の煙の充満及び放射線の影響により消火活動が困難となる火

災区域であるかを考慮して設計する。 
(1) 火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならない火災区域の選定 

蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のうち廃液処理室は、消火活動が困難

とならない場所として選定する。 
a. 蒸気発生器保管庫 

蒸気発生器保管庫は、可燃物を少なくすることで煙の発生を抑える設計と

することから、消火活動が困難とならない場所として選定する。 
b. 保修点検建屋のうち廃液処理室 

廃液処理室は、火災が発生し液体放射性物質が流出しても可燃物とはなら

ず床ドレンに回収される。また、可燃物を少なくし火災荷重を低く管理する

とともに、煙の発生を抑える設計とすることから、消火活動が困難とならな

い場所として選定する。 
(2) 火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならない火災区域に設置

する消火設備 
a. 蒸気発生器保管庫 

蒸気発生器保管庫は、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備は

設置せず、消火器、消火栓で消火を行う設計とする。 
b. 保修点検建屋のうち廃液処理室 

廃液処理室は、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備は設置せ

ず、消火器、消火栓で消火を行う設計とする。 
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2.3.2.2 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

消火用水供給系の水源は、淡水タンクを 3 基設置し多重性を有する設計と

する。消火用水供給系の消火ポンプは、電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポ

ンプを 1 台ずつ設置し、多様性を有する設計とする。 
また、地震等により淡水タンクが使用できない場合に備え、6 基の消火水

バックアップタンク、2 台の消火水バックアップポンプを設置し、多重性を

有する設計とする。  

 
2.3.2.3 移動式消火設備の配備 

移動式消火設備は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第八

十三条の五に基づき、消火ホース等の資機材を備え付けている化学消防自動

車（１号、２号、３号及び４号炉共用）を 1 台配備する設計とする。また、

化学消防自動車が点検又は故障の場合に備え、小型動力ポンプ付水槽車（１

号、２号、３号及び４号炉共用）を 1 台配備する設計とする。 

 
2.3.2.4 消火用水の 大放水量の確保 

消火用水供給系の水源である淡水タンク、地震等により淡水タンクが使用

できない場合に使用する消火水バックアップタンクは、水量 260ｍ3を確保す

る設計とする。 
水消火設備に必要な消火水の容量について、屋内消火栓は、消防法施行令

第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）、屋外消火栓は消防法施行令第十九

条（屋外消火栓設備に関する基準）に基づき設計する。 

 
2.3.2.5 消火用水の優先供給 

消火用水供給系は、所内用水系と共用しない運用を行う設計とする。 

 
2.3.2.6 消火設備の故障警報 

消火設備は、電源断等の故障警報を中央制御室に発する設計とする。 

 
2.3.2.7 消火設備の電源確保 

作動に電源が必要な消火設備は、外部電源喪失時にも設備の作動に必要な

電源が蓄電池により確保される設計とする。ただし、消火水バックアップポ

ンプは、非常用電源から受電することで、外部電源喪失時においても機能を

失わない設計とする。 

 

83



2.3.2.8 消火栓の配置 
蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のうち廃液処理室に設置する消火栓

は、消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）及び第十九条

（屋外消火栓設備に関する基準）に準拠し、屋内は消火栓から半径 25m の範

囲、屋外は消火栓から半径 40m の範囲における消火活動を考慮した設計とす

る。 

 
2.3.2.9 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

管理区域内で放出した消火水は、放射性物質を含むおそれがある場合に

は、管理区域外への流出を防止するため、各フロアの目皿や配管により排水

及び回収し、液体廃棄物処理設備で処理する設計とする。 

 
2.3.2.10 消火用の照明器具 

建屋内の消火栓、消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には、

移動及び消火設備の操作を行うため、蓄電池を内蔵する照明を設置する設計

とする。 

 
2.3.3 地震等の自然現象の考慮 

火災感知設備及び消火設備は、以下に示す地震等の自然現象を考慮し、機

能及び性能が維持される設計とする。 

 
2.3.3.1 凍結防止対策 

外気温度が約 0℃まで低下した場合は、屋外の消火設備の凍結を防止する

ために屋外消火栓から微量の消火水を放水する設計とする。 

 
2.3.3.2 風水害対策 

ディーゼル消火ポンプ、電動消火ポンプ、消火水バックアップポンプ、ス

プリンクラー等の消火設備は、風水害により性能が阻害されないよう、流れ

込む水の影響を受けにくい屋内に設置する設計とする。 

 
2.3.3.3 地震対策 
(1) 地震対策 

蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のうち廃液処理室の火災感知設備及び

消火設備は、建屋の耐震クラスに応じて、機能を維持できる設計とする。 
(2) 地盤変位対策 
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消火配管は、地震時における地盤変位対策として、建屋接続部には機械式

継手ではなく溶接継手を採用し、地盤変位の影響を直接受けないよう、地上

化又はトレンチ内に設置する設計とする。 
また、建屋外部から建屋内部の消火栓に給水することが可能な給水接続口

を建屋に設置する設計とする。 

 
2.4 火災の影響軽減のための対策 
2.4.1 安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じた火災の影響軽

減のための対策 
安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、蒸気発生器保管

庫及び保修点検建屋のうち廃液処理室に対し、火災の影響軽減のための対策

を講じる設計とする。 

 
2.4.1.1 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器に対する火災の影響

軽減のための対策 
蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のうち廃液処理室は、３時間以上の耐

火能力を有する耐火壁として、３時間耐火に設計上必要なコンクリート壁厚

である 150mm(2)以上の壁厚を有するコンクリート壁又は火災耐久試験により

3 時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁（貫通部シール、防火

扉、防火ダンパ）により、他の火災区域と分離する設計とする。 

 
2.4.1.2 換気空調設備に対する火災の影響軽減のための対策 

保修点検建屋のうち廃液処理室に関連する換気空調設備には、他の火災区

域又は火災区画へ火、熱又は、煙の影響が及ばないよう、防火ダンパを設置

する設計とする。 
換気空調設備のフィルタは、チャコールフィルタを除き、難燃性のものを

使用する設計とする。 

 
2.5 その他 

蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋のうち廃液処理室は、それぞれの特徴

を考慮した火災防護対策を実施する設計とする。 

 
(1) 換気空調設備は、環境への放射性物質の放出を防ぐために、排気筒に繋が

るダンパを閉止し隔離できるよう設計する。 
(2) 崩壊熱による火災の発生を考慮する放射性物質を貯蔵しない設計とする。 
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「
本

申
請

の
適

用
条

文
で

あ
る

が
、
既

許
可

の
設

計
方

針
に

て
申
請

対
象

設
備

の
適

合
性

を
確
認

で
き

る
も
の
」

に
関

す
る
適

合
性

に
つ

い
て

 

１
．

8
条

2
項
 

放
射
線

か
ら

の
放
射

線
業

務
従

事
者

の
防

護
に
係

る
既

許
可

の
設

置
許

可
申
請

書
の

記
載

 

既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

五
、

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設
備

 

ロ
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
一

般
構
造

 

(3
) 
そ

の
他

の
主

要
な

構
造

 

( ⅰ
) 
本

原
子

炉
施

設
は

、
(1

) 
耐

震
構

造
、

(2
) 
耐

津
波

構
造

に
加

え
、

以
下

の
基

本
的
方

針
の

基
に

安
全

設
計

を
行

う
。

 

a.
 設

計
基

準
対

象
施

設
 

(c
) 
火

災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
 

(c
-3

) 
火

災
の

感
知

及
び

消
火

 

火
災

の
感

知
及

び
消

火
に

つ
い

て
は
、
安

全
機
能

を
有

す
る

構
築
物
、
系

統
及
び

機
器

に
対

し
て

、
火

災
の

影
響

を
限
定

し
、
早
期

の
火

災
感

知
及
び

消
火

を
行

う
た

め
の

火
災

感
知

設
備

及
び

消
火

設
備
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。
火
災

感
知

設
備
及

び
消

火
設

備
は

、
地

震
等

の
自
然

現
象
に

よ
っ

て
も

、
火

災
感
知

及
び
消

火
の

機
能

、

性
能

が
維

持
さ

れ
、
か

つ
、
安

全
機
能

を
有

す
る

構
築

物
、
系
統

及
び

機
器

の
耐
震

ク
ラ

ス
に

応
じ

て
、
機

能
を
維

持
で
き

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、
消
火

設
備

は
、
破

損
、
誤

動
作

又
は
誤

操
作

が
起

き
た
場

合
に

お
い

て
も

、
原

子
炉
を

安
全

に
停

止
さ

せ
る

た
め

の
機

能
を

損
な

う
こ

と
の
な

い
設

計
と

す
る

。
 

  

8
条

2
項

は
設

計
基

準
対

象
施

設
全
般

に
対

す
る

要
求

で
あ

り
、
本
申
請
に

お
い

て
新

設
す
る

蒸
気

発
生

器
保

管

庫
及

び
保

修
点
検
建

屋
に

も
適

用
さ
れ

る
。

 

た
だ
し
、
本
申

請
に

お
け

る
蒸

気
発
生

器
保

管
庫

及
び

保
修

点
検

建
屋
に
は

、
発

電
用

原
子
炉

を
安

全
に

停
止

さ

せ
る

た
め

の
設
備
は

設
置

し
な

い
た
め

、
消

火
設

備
に

よ

っ
て

発
電

用
原

子
炉

を
安

全
に

停
止

さ
せ

る
た

め
の

機

能
を

損
な

う
こ
と
は

な
く

、
既

許
可
の

設
計

方
針

に
て

申

請
対

象
設

備
の
基
準

適
合

性
が

確
認
で

き
る

。
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参考資料６ 

設置許可基準規則第９条（溢水による損傷の防止等）への適合性について 

 

1. 概要 

高浜発電所においては、蒸気発生器取替え及び保修点検建屋設置をするこ

とから、「実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）等に従い、「溢水による損

傷の防止等」に対する設計方針及び適合性についてまとめたものである。 
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第九条 溢水による損傷の防止等 

１ 安全施設は、発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合にお

いても安全機能を損なわないものでなければならない。 
２ 設計基準対象施設は、発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を

内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出

た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないものでなければ

ならない。 

 
適合のための設計方針 
第１項について 

安全施設は、原子炉施設内における溢水が発生した場合においても、安 
全機能を損なうことのない設計とする。 

なお、原子炉施設内における溢水として、蒸気発生器及び配管の破損

（地震起因含む）により発生した溢水を考慮する。 

 
第２項について 

設計基準対象施設である保修点検建屋の容器又は配管等の破損によって

放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域外

へ漏えいしない設計とする。 
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2. 適合のための具体的設計について 
2.1 第１項について 
2.1.1 基本設計方針 
安全施設が、原子炉施設内において蒸気発生器及び配管の破損による溢水が

発生した場合においても、安全機能を損なうことのない設計とする。 
なお、取替えを行う蒸気発生器は安全施設であるが、溢水の影響により機能

喪失しない静的機器であり、溢水により安全機能を損なうことはない。（蒸気

発生器及び配管が破損することにより発生する溢水の、溢水量、溢水防護区画

及び経路等を踏まえて確認することとしており、詳細は設工認で説明予定） 

 
2.2 第 2 項について 
2.2.1 基本設計方針 

 保修点検建屋の放射性物質を含む液体を内包するタンク、ポンプ、配管は地

階の廃液処理室に設置することとしており、当該設備から放射性物質を含む液

体があふれ出た場合において、全て地階から流出することがなく、管理区域外

へ漏えいしない設計とする。（原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包す

る容器又は配管等が破損することにより発生する放射性物質を含む液体が、管

理区域外へ漏えいするおそれのないことを、溢水源、溢水量、溢水防護区画及

び経路等を踏まえて確認することとしており、詳細は設工認で説明予定） 
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「
本

申
請

の
適

用
条

文
で

あ
る

が
、
既

許
可

の
設

計
方

針
に

て
申
請

対
象

設
備

の
適

合
性

を
確
認

で
き

る
も

の
」

に
関

す
る
適

合
性

に
つ

い
て

 

１
．

9
条

 
溢

水
に

よ
る

損
傷

の
防
止

等
に

係
る

既
許

可
の

設
置
許

可
申

請
書

の
記

載
 

既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

五
、

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設
備

 

ロ
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
一

般
構
造

 

(
3
)
 
そ
の

他
の

主
要

な
構

造
 

(
ⅰ

)
 本

原
子

炉
施

設
は

、
(1
)
 
耐

震
構

造
、

(
2)
 
耐
津

波
構

造
に
加

え
、

以
下

の
基

本
的

方
針

の
基

に
安

全
設

計
を

行
う

。
 

a
.
 
設
計

基
準

対
象

施
設
 

(
d
)
 
溢
水

に
よ

る
損

傷
の

防
止

 

安
全

施
設

は
、

原
子

炉
施

設
内

に
お
け

る
溢

水
が

発
生

し
た

場
合
に

お
い

て
も

、
安

全

機
能

を
損

な
う

こ
と

の
な

い
設

計
と
す

る
。
 

そ
の

た
め

に
、

原
子

炉
施

設
内

に
お
け

る
溢

水
が

発
生

し
た

場
合
に

お
い

て
も

、
原

子

炉
を

高
温

停
止

で
き

、
引

き
続

き
低
温

停
止

及
び

放
射

性
物

質
の
閉

じ
込

め
機

能
を

維
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、

停
止
状

態
に

あ
る

場
合

は
、

引
き
続

き
そ

の
状

態
を

維
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
の

影
響
を

受
け

て
運

転
時

の
異

常
な
過

渡
変

化
又

は
設

計
基

準
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
、

そ
れ
ら

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要
な

機
器

の
単

一
故

障
を

考
慮

し
て

も
異

常
状

態
を

収
束

で
き
る

設
計

と
す

る
。

さ
ら

に
、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

お
い

て
は

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の
冷

却
機

能
及

び
使

用
済

燃
料
ピ

ッ
ト

へ
の

給
水

機
能

を
維

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

こ
こ

で
、

こ
れ

ら
の

機
能

を
維

持
す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

を
、
以

下
「

防
護

対
象

設

備
」

と
い

う
。
 

＜
中

略
＞
 

9
条

1
項
は

、
安

全
施

設
に

適
用

さ
れ
る

も
の

で
あ

り
、

本
申

請
に

お
い

て
新

設
す

る
蒸

気
発

生
器

保
管

庫
及

び

保
修

点
検

建
屋
に
も

適
用

さ
れ

る
。

 

た
だ
し
、
本
申

請
に

お
け

る
蒸

気
発
生

器
保

管
庫

及
び

保
修

点
検

建
屋
は
安

全
施

設
で

あ
る
が

、
原

子
炉

の
停

止

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

冷
却

等
に

必
要

な
安

全

施
設

で
は

な
く

防
護

対
象

設
備

に
該

当
し

な
い

こ
と

か

ら
、
既
許

可
の
設
計

方
針

に
て

申
請
対

象
設

備
の

基
準

適

合
性

が
確

認
で
き
る

。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

な
お

、
設

計
基

準
対

象
施

設
は

、
原
子

炉
施

設
内

の
放

射
性

物
質
を

含
む

液
体

を
内

包

す
る

容
器

、
配

管
そ

の
他

の
設

備
（
ポ

ン
プ

、
弁

、
使

用
済

燃
料
ピ

ッ
ト

及
び

原
子

炉
キ

ャ
ビ

テ
ィ

（
キ

ャ
ナ

ル
含

む
。）

等
）
か

ら
放

射
性

物
質

を
含

む
液
体

が
あ

ふ
れ

出
た

場
合

に
お

い
て

、
当

該
液

体
が

管
理

区
域
外

へ
漏

え
い

し
な

い
設

計
と
す

る
。
 

 

添
付

書
類

八
 

1
.
 
安

全
設
計
 

1
.
7  

溢
水

防
護

に
関

す
る

基
本

方
針

 

1
.
7
.
2
  

原
子

炉
施

設
の

溢
水

評
価
に

関
す

る
設

計
方

針
 

1
.
7
.
2
.2
 
防
護

対
象

設
備

の
設

定
 

防
護

対
象

設
備

は
、

原
子

炉
施

設
内
で

発
生

し
た

溢
水

に
対

し
て
、

重
要

度
の

特
に

高
い

安

全
機

能
を

有
す

る
系

統
が

、
そ

の
安
全

機
能

を
損

な
う

こ
と

の
な
い

設
計

（
原

子
炉

を
高

温
停

止
で

き
、

引
き

続
き

低
温

停
止

及
び
放

射
性

物
質

の
閉

じ
込

め
機
能

を
維

持
で

き
る

設
計

。
ま

た
、

停
止

状
態

に
あ

る
場

合
は

、
引
き

続
き

そ
の

状
態

を
維

持
で
き

る
設

計
。
）
と

す
る
た

め
に

必
要

な
設

備
と

す
る

。
 

具
体

的
に

は
、

原
子

炉
の

停
止

、
高
温

停
止

、
低

温
停

止
及

び
そ
の

維
持

に
必

要
な

系
統

設

備
と

し
て

、
以

下
を

選
定

す
る

。
 

・
原

子
炉

停
止

：
原

子
炉

停
止

系
 

・
ほ

う
酸

添
加

：
原

子
炉

停
止

系
（
化

学
体

積
制

御
系

統
の

ほ
う
酸

注
入

機
能

）
 

・
崩

壊
熱

除
去

：
補

助
給

水
系

統
、
主

蒸
気

系
統

、
余

熱
除

去
系
統
 

・
一

次
系

減
圧

：
一

次
冷

却
材

系
統
の

減
圧

機
能
 

・
上

記
系

統
の

関
連

系
（

原
子

炉
補
機

冷
却

水
系

統
、

原
子

炉
補
機

冷
却

海
水

系
統

、
空

気

9
条

2
項

は
、

設
計

基
準

対
象

施
設
に

適
用

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
本
申
請

に
お

い
て

取
替
え

る
蒸

気
発

生
器

並

び
に

新
設

す
る
蒸
気

発
生

器
保

管
庫
に

も
適

用
さ

れ
る

。
 

た
だ
し
、
本

申
請

に
お

け
る
蒸

気
発
生

器
は
、
取
替

え

に
伴

い
、
蒸
気
発
生

器
の

位
置

を
変
更

す
る

も
の

で
は

な

い
た

め
、
放
射
性
物

質
を

含
む

液
体
が

管
理

区
域

外
へ

漏

え
い

し
な

い
設
計
に

影
響

が
な

く
、
既

許
可

の
適

合
性

結

果
に

影
響

を
与
え
る

も
の

で
な

い
こ
と

か
ら

、
既

許
可

の

設
計

方
針

に
て

申
請

対
象

設
備

の
基

準
適

合
性

が
確

認

で
き

る
。

 

ま
た
、
本

申
請

に
お

け
る

蒸
気

発
生
器

保
管

庫
に

は
、

放
射

性
物

質
を
含
む

液
体

を
内

包
す
る

容
器

、
配

管
そ

の

他
の

設
備

を
設
置
し

な
い

こ
と

か
ら
、
既
許

可
の

設
計

方

針
に

て
申

請
対
象
設

備
の

基
準

適
合
性

が
確

認
で

き
る

。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

系
統

、
換

気
空

調
装

置
系

統
、

非
常
用

電
源

系
、

冷
水

系
統

、
電
気

盤
）
 

以
上

の
系

統
設

備
に

加
え

、
原

子
炉
施

設
の

安
全

評
価

に
関

す
る
審

査
指

針
に

基
づ

き
、

運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

及
び

設
計
基

準
事

故
を

対
象

と
し

て
、
溢

水
に

よ
り

発
生

し
得

る
原

子
炉

外
乱

及
び

溢
水

の
原

因
と

な
り
得

る
原

子
炉

外
乱

に
対

処
す
る

設
備

を
抽

出
す

る
。

抽
出

に
当

た
っ

て
は

溢
水

事
象

と
な

り
得
る

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変
化

及
び

設
計

基
準

事
故

も
評

価
対

象
と

す
る

。
 

原
子

炉
外

乱
と

し
て

は
、

以
下

の
溢
水

に
よ

り
発

生
し

得
る

原
子
炉

外
乱

及
び

溢
水

の
原

因

と
な

り
得

る
原

子
炉

外
乱

を
考

慮
す
る

。
地

震
に

対
し

て
は

溢
水
だ

け
で

な
く

、
地

震
に

起
因

す
る

原
子

炉
外

乱
（

主
給

水
流

量
喪
失

、
外

部
電

源
喪

失
等

）
も
考

慮
す

る
。
 

・
想

定
破

損
に

よ
る

溢
水

（
単

一
機
器

の
破

損
を

想
定

）
 

・
消

火
水

の
放

水
に

よ
る

溢
水

（
単
一

の
溢

水
源

を
想

定
）

 

・
地

震
起

因
に

よ
る

溢
水

（
耐

震
Ｂ
、

Ｃ
ク

ラ
ス

の
機

器
の

破
損
を

想
定

）
 

溢
水

評
価

上
想

定
す

る
起

因
事

象
と
し

て
抽

出
す

る
運

転
時

の
異
常

な
過

渡
変

化
及

び
設

計

基
準

事
故

を
第

1
.7
.
2表

及
び
第

1
.
7
.3
表
に

示
す

。
ま

た
、
溢

水
影
響

評
価

上
想

定
す

る
事

象

と
そ

の
対

処
系

統
を

第
1
.
7
.4
表

に
示
す

。
 

な
お

、
抽

出
さ

れ
た

防
護

対
象

設
備
の

う
ち

、
以

下
の

設
備

は
溢
水

影
響

を
受

け
て

も
、

必

要
と

さ
れ

る
安

全
機

能
を

損
な

う
こ
と

は
な

い
。
 

(
1
)
 
フ
ェ

イ
ル

ポ
ジ

シ
ョ

ン
で

安
全
機

能
に

影
響

し
な

い
設

備
 

「
フ

ェ
イ

ル
 
ア
ズ

 
イ
ズ

」
で

も
安
全

機
能

に
影

響
し

な
い

電
動
弁

、
又

は
「

フ
ェ

イ
ル

 

ポ
ジ

シ
ョ

ン
」

で
も

安
全

機
能

に
影
響

し
な

い
空

気
作

動
弁

等
、
動

作
機

能
喪

失
に

よ
っ

て
も

安
全

機
能

へ
影

響
し

な
い

設
備
。
 

(
2
)
 
原
子

炉
格

納
容

器
内

の
設

備
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

原
子

炉
冷

却
材

喪
失

（
Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
）
時

の
原

子
炉

格
納

容
器

内
の
状

態
（

温
度

・
圧

力
及

び
溢

水
影

響
）

を
考

慮
し

た
耐

環
境
仕

様
を

有
す

る
設

備
、

又
は
溢

水
事

象
が

発
生

し
た

場
合

の
プ

ラ
ン

ト
停

止
操

作
に

お
い
て

必
ず

し
も

必
要

で
な

い
設
備

。
 

(
3
)
 
水
の

影
響

を
受

け
な

い
設

備
 

溢
水

の
影

響
に

よ
り

外
部

か
ら

の
電
源

供
給

や
電

気
信

号
を

喪
失
し

て
も

機
能

喪
失

し
な

い
容

器
、

熱
交

換
器

、
フ

ィ
ル

タ
、
逆

止
弁

、
手

動
弁

、
配

管
等
の

静
的

機
器

。
 

(
4
)
 
そ
の

他
設

備
で

代
替

で
き

る
設
備
 

補
助

給
水

隔
離

弁
の

隔
離

機
能

は
、
補

助
給

水
流

量
調

節
弁

の
隔
離

機
能

に
よ

り
代

替
。

 

以
上

の
考

え
に

基
づ

き
選

定
さ

れ
た
溢

水
か

ら
防

護
す

べ
き

系
統
設

備
を

第
1
.
7
.5
表
に
示

す
。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

第
1
.
7.
5
表
 

溢
水

か
ら

防
護

す
べ
き

系
統

設
備

 

補
助

給
水

系
統

 

化
学

体
積

制
御

系
統

 

安
全

注
入

系
統

 

主
蒸

気
系

統
 

余
熱

除
去

系
統

 

原
子

炉
補

機
冷

却
水

系
統

 

原
子

炉
補

機
冷

却
海

水
系

統
 

空
気

系
統

 

換
気

空
調

装
置

系
統

 

非
常

用
電

源
系

統
（

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発
電

機
を

含
む

。）
 

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

系
統

 

冷
水

系
統

 

電
気

盤
 

燃
料

ピ
ッ

ト
冷

却
浄

化
・

燃
料

検
査
ピ

ッ
ト

水
移

送
系

統
 

燃
料

取
替

用
水

系
統
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参
考

資
料

７
 

設
置
許
可
基
準
規
則
第
１
０
条
（
誤
操
作
の
防
止
）
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て
 

 

「
本

申
請

の
適

用
条

文
で

あ
る

が
、
既

許
可

の
設

計
方

針
に

て
申
請

対
象

設
備

の
適

合
性

を
確
認

で
き

る
も

の
」

に
関

す
る
適

合
性

に
つ

い
て

 

１
．

10
条
 

誤
操

作
の

防
止
に

係
る
既

許
可

の
設

置
許

可
申

請
書
の

記
載

 

既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

五
、

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設
備

 

ロ
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
一

般
構
造

 

(3
) 
そ

の
他

の
主

要
な

構
造

 

( ⅰ
) 
本

原
子

炉
施

設
は

、
(1

) 
耐

震
構

造
、

(2
) 
耐

津
波

構
造

に
加

え
、

以
下

の
基

本
的
方

針
の

基
に

安
全

設
計

を
行

う
。

 

a.
 設

計
基

準
対

象
施

設
 

(e
) 
誤

操
作

の
防

止
 

設
計

基
準

対
象

施
設

は
、
プ
ラ

ン
ト
の

安
全

上
重

要
な

機
能

に
支
障

を
き

た
す

お

そ
れ

が
あ

る
機

器
・
弁
等

に
対

し
て
、
色

分
け
や

掲
示

札
の

取
り
付

け
等

の
識

別
管

理
や

人
間

工
学

的
な

操
作

性
も

考
慮
し

た
監

視
操

作
エ

リ
ア
・
設

備
の

配
置
、
中
央

監
視

操
作

の
盤

面
配

置
、
理
解

し
や
す

い
表

示
方

法
と

す
る

と
と
も

に
施

錠
管

理
を

行
い

、
運

転
員

の
誤

操
作

を
防

止
す
る

設
計

と
す

る
。

 

ま
た

、
中
央

制
御

室
は

原
子
炉

補
助
建

屋
（
耐

震
Ｓ

ク
ラ
ス

）
内

に
設

置
し

、
放

射
線

防
護

措
置

（
遮

蔽
及

び
換

気
空

調
の

閉
回

路
循

環
運

転
の

実
施

）
、

火
災

防
護

措
置
（
消

火
設

備
の

設
置

）、
照

明
用
電

源
の

確
保

措
置

を
講

じ
、
環

境
条

件
を

想
定

し
て

も
、
運

転
員

が
運

転
時
の

異
常
な

過
渡

変
化

及
び

設
計

基
準
事

故
に

対
応

す
る

た
め

の
設

備
を

容
易

に
操

作
す

る
こ
と

が
で

き
る

設
計

と
す

る
と
と

も
に
、
現
場
操

10
条

は
設

計
基

準
対

象
施

設
全

般
に

適
用

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
本
申
請

に
お

い
て

取
替
え

る
蒸

気
発

生
器

並

び
に

新
設

す
る

蒸
気

発
生

器
保

管
庫

及
び

保
修

点
検

建

屋
に

も
適

用
さ
れ
る

。
 

た
だ
し
、
本

申
請

に
お

け
る
蒸

気
発
生

器
は
、
操
作

を

必
要

と
し

な
い
機
器

で
あ

り
、
ま
た
、
蒸
気

発
生

器
保

管

庫
及

び
保

修
点
検
建

屋
に

は
、
プ

ラ
ン

ト
の

安
全

上
重

要

な
機

能
に

支
障
を
き

た
す

恐
れ

が
あ
る

機
器
・
弁

等
が

な

く
、
運
転

時
の
異
常

な
過

渡
変

化
及
び

設
計

基
準

事
故

に

対
応

す
る

た
め
の
設

備
が

な
い

こ
と
か

ら
、
既
許

可
の

適

合
性

結
果

に
影
響
を

与
え

る
も

の
で
な

い
こ

と
か

ら
、
既

許
可

の
設

計
方

針
に

て
申

請
対

象
設

備
の

基
準

適
合

性

が
確

認
で

き
る
。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

作
に

お
い

て
同

様
な

環
境

条
件

を
想
定

し
て

も
、
設

備
を
容

易
に
操

作
す

る
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
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参考資料８ 

設置許可基準規則第１１条（安全避難通路等）への適合性について 

 

1. 概要 

高浜発電所においては、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋設置をするこ

とから、「実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）等に従い、「安全避難通路

等」に対する設計方針及び適合性についてまとめたものである。 
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第十一条 安全避難通路等 

１ 発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。 
 一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別でき

る安全避難通路 
 二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用

の照明 

 
適合のための設計方針 
第１項１号について 

蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋内には避難通路を設ける。また、避

難通路等には必要に応じて、標識並びに非常灯及び誘導灯を設け、その位

置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる設計とする。 

 
第１項２号について 

蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋内の非常灯及び誘導灯は、灯具に蓄

電池を内蔵し、照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない

設計とする。 
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2. 適合のための具体的設計について 
2.1 第 1 項について 

安全避難通路は、中央制御室及び出入管理室の運転員その他の従事者が

常時在住する居室、居室から地上へ通じる廊下及び階段その他の通路を選

定している。 
「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則」第十一条（安全避難通路等）第１項一号によって要求される

『その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全

避難通路』については、災害時に運転員その他の従事者に使用される部屋

及び区画からの屋外への安全な避難のため、その位置を明確かつ恒久的に

表示することにより容易に識別できるよう、蒸気発生器保管庫および保修

点検建屋内に非常灯及び誘導灯を配備した安全避難通路を設置している。 
第二号によって要求される『照明用の電源が喪失した場合においても機

能を損なわない避難用の照明』について、非常灯及び誘導灯は、灯具に蓄

電池を内蔵し、照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない

ものとする。 
（具体的な設備設計、配置等の詳細については、設工認で説明予定とする。） 
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2.2 安全避難通路について 
安全避難通路等に設置する非常灯及び誘導灯は、建築基準法や消防法を準

拠した照明設備とし、屋外への安全な避難のため、その位置を明確かつ恒久

的に表示することにより容易に識別できるよう、非常灯及び誘導灯を配置し

た安全避難通路を設置する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、標識は建物の中の人を屋外に避難させるために避難口の位置もしく

は避難口のある方向を示すもので、避難口であることを明示する「避難口誘

導標識」と、避難口の方向を明示する「通路誘導標識」の 2 種類がある。 

 
 
 
 
 

⾮常灯（LED、蓄電池内蔵） 
 －電圧 ︓交流 100〜242Ｖ 
 －消費電⼒ ︓1.3〜1.9Ｗ 
 －通路等に 30 分間有効に点灯 
 
 
 
誘導灯（LED、蓄電池内蔵） 
 －電圧 ︓交流 100Ｖ 
 －消費電⼒ ︓1.1〜1.7Ｗ 
 －通路や出⼊⼝等に 20 分間有効に点灯 

避難⼝誘導標識 通路誘導標識 
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「
本

申
請

の
適

用
条

文
で

あ
る

が
、
既

許
可

の
設

計
方

針
に

て
申
請

対
象

設
備

の
適

合
性

を
確
認

で
き

る
も

の
」

に
関

す
る
適

合
性

に
つ

い
て

 

（
蒸

気
発

生
器

取
替

え
）

 

１
．

11
条
 

安
全

避
難

通
路
等

に
係
る

既
許

可
の

設
置

許
可

申
請
書

の
記

載
 

既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

五
、

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設
備

 

ロ
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
一

般
構
造

 

(3
) 
そ

の
他

の
主

要
な

構
造

 

( ⅰ
) 
本

原
子

炉
施

設
は

、
(1

) 
耐

震
構

造
、

(2
) 
耐

津
波

構
造

に
加

え
、

以
下

の
基

本
的
方

針
の

基
に

安
全

設
計

を
行

う
。

 

a.
 設

計
基

準
対

象
施

設
 

(f
) 
安

全
避

難
通
路

等
 

原
子

炉
施

設
に

は
、
位

置
を
明

確
か
つ

恒
久

的
に

表
示

す
る

こ
と
に

よ
り

容
易

に

識
別

で
き

る
安

全
避

難
通

路
及

び
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い
て

も
機

能
を

損

な
わ

な
い

避
難

用
照

明
を

設
け

る
設
計

と
す

る
。

 

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

用
い

る
照

明
と

し
て

専
用

の
内

蔵
電

池
を

備
え

る
作

業
用

照
明

を
設

け
る

設
計
と

す
る

。
ま

た
、
現
場

作
業
の

緊
急

性
と

の
関

連
に

お
い

て
、
万
一
、
作
業
用

照
明
設

置
箇

所
以

外
で

の
対

応
が
必

要
に

な
っ

た
場

合
や
、
作
業

用
電

源
の

枯
渇
後

の
対
応

等
仮

設
照

明
の

準
備

に
時
間

的
余

裕
が

あ
る

場
合

に
は

、
可

搬
型

照
明

も
活

用
す
る

。
 

    

11
条

は
発

電
用

原
子

炉
施

設
全

般
に

適
用

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
本
申
請

に
お

い
て

取
り
替

え
る

蒸
気

発
生

器

の
設

置
場

所
に
も
適

用
さ

れ
る

。
 

    た
だ
し
、
本
申

請
に

お
い

て
取

り
替
え

る
蒸

気
発

生
器

は
、
既
設

と
同
様
に

原
子

炉
格

納
容
器

内
の

同
じ

場
所

に

設
置

す
る

こ
と
か
ら

、
既

許
可

の
安
全

避
難

通
路

等
の

設

計
方

針
か

ら
変
更
は

な
く

、
既

許
可
の

設
計

方
針

に
て

申

請
対

象
設

備
の
基
準

適
合

性
が

確
認
で

き
る

。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

添
付

書
類

八
 

10
. 
そ

の
他
発

電
用

原
子

炉
の

附
属
施

設
 

10
.1

2
安

全
避

難
通

路
等

 

10
.1

2.
1
概

要
 

照
明

用
電

源
は

、
所

内
低

圧
系

よ
り
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

（
ア
ニ

ュ
ラ

ス
部

を
含

む
。）
、

原
子

炉
補

助
建

屋
内
、
タ
ー
ビ

ン
建
屋

内
及

び
水

中
照

明
設

備
（

以
下
「

建
屋

内
等

の
照

明
設

備
」

と
い

う
。
）
へ

給
電

す
る
。

 

中
央

制
御

室
及

び
避

難
通

路
等

へ
の
非

常
用

照
明

は
、
非
常

用
母
線

か
ら

給
電

す
る

。
さ
ら

に
、

避
難

通
路

を
確

保
す

る
た

め
に
蓄

電
池

内
蔵

型
の

非
常

灯
及
び

誘
導

灯
を

設
け

る
。

 

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に
用

い
る

照
明

と
し

て
、
避
難

用
の

照
明

と
は

別
に
作

業

用
照

明
を

中
央

制
御

室
、
主
蒸

気
管
ヘ

ッ
ダ

室
及

び
ア

ク
セ

ス
ル
ー

ト
等

に
設

置
す

る
。
作
業

用
照

明
は
、
外
部

電
源

喪
失
及

び
全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

か
ら
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
電

力
の

供
給

が
交

流
動
力

電
源

か
ら

開
始

さ
れ

る
ま
で

の
間

に
お

い
て

も
、
中
央

制
御

室
、
主

蒸
気

管
ヘ

ッ
ダ
室

及
び
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

等
は

専
用
の

内
蔵

電
池

か
ら

の
給

電
に

よ
り

点
灯

を
継

続
し
、
昼
夜
、
場
所

を
問

わ
ず

作
業

が
可
能

な
設
計

と
す

る
。
作

業
用
照

明
の

配
置

場
所

の
概

要
に

つ
い

て
は

第
10

.1
2.

1 
図

及
び

第
10

.1
2.

2 
図

に
示
す

。
 

ま
た

、
そ

の
他

現
場

作
業

が
必

要
と
な

っ
た

場
合

を
考

慮
し

、
可
搬

型
照

明
を

配
備

す
る
。
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「
本

申
請

の
適

用
条

文
で

あ
る

が
、
既

許
可

の
設

計
方

針
に

て
申
請

対
象

設
備

の
適

合
性

を
確
認

で
き

る
も

の
」

に
関

す
る
適

合
性

に
つ

い
て

 

（
蒸

気
発

生
器

保
管

庫
及

び
保

修
点
検

建
屋

）
 

１
．

11
条

1
項

3
号
 

安
全
避

難
通
路

等
に

係
る

既
許

可
の

設
置
許

可
申

請
書

の
記

載
 

既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

五
、

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設
備

 

ロ
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
一

般
構
造

 

(3
) 
そ

の
他

の
主

要
な

構
造

 

( ⅰ
) 
本

原
子

炉
施

設
は

、
(1

) 
耐

震
構

造
、

(2
) 
耐

津
波

構
造

に
加

え
、

以
下

の
基

本
的
方

針
の

基
に

安
全

設
計

を
行

う
。

 

a.
 設

計
基

準
対

象
施

設
 

(f
) 
安

全
避

難
通
路

等
 

原
子

炉
施

設
に

は
、
位

置
を
明

確
か
つ

恒
久

的
に

表
示

す
る

こ
と
に

よ
り

容
易

に

識
別

で
き

る
安

全
避

難
通

路
及

び
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い
て

も
機

能
を

損

な
わ

な
い

避
難

用
照

明
を

設
け

る
設
計

と
す

る
。

 

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

用
い

る
照

明
と

し
て

専
用

の
内

蔵
電

池
を

備
え

る
作

業
用

照
明

を
設

け
る

設
計
と

す
る

。
ま

た
、
現
場

作
業
の

緊
急

性
と

の
関

連
に

お
い

て
、
万
一
、
作
業
用

照
明
設

置
箇

所
以

外
で

の
対

応
が
必

要
に

な
っ

た
場

合
や
、
作
業

用
電

源
の

枯
渇
後

の
対
応

等
仮

設
照

明
の

準
備

に
時
間

的
余

裕
が

あ
る

場
合

に
は

、
可

搬
型

照
明

も
活

用
す
る

。
 

    

11
条

1
項

3
号
は

発
電

用
原

子
炉
施

設
全

般
に

適
用

さ
れ

る
も

の
で
あ
り

、
本

申
請

に
お
い

て
新

設
す

る
蒸

気

発
生

器
保

管
庫
及
び

保
修

点
検

建
屋
に

も
適

用
さ

れ
る

。
 

       

た
だ
し
、

本
申

請
に

お
い

て
新

設
す
る

蒸
気

発
生

器

保
管

庫
及

び
保
修
点

検
建

屋
は

、
設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に
対
応

が
必

要
な

場
所
に

該
当

し
な

い
た

め
、

作
業

用
照
明
を

設
置

し
な

い
設
計

と
し

て
お

り
、

既
許

可
の

設
計
方
針

に
て

申
請

対
象
設

備
の

基
準

適
合

性
が

確
認

で
き
る
。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

添
付

書
類

八
 

10
. 
そ

の
他
発

電
用

原
子

炉
の

附
属
施

設
 

10
.1

2
安

全
避

難
通

路
等

 

10
.1

2.
1
概

要
 

照
明

用
電

源
は

、
所

内
低

圧
系

よ
り
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

（
ア
ニ

ュ
ラ

ス
部

を
含

む
。）
、

原
子

炉
補

助
建

屋
内
、
タ
ー
ビ

ン
建
屋

内
及

び
水

中
照

明
設

備
（

以
下
「

建
屋

内
等

の
照

明
設

備
」

と
い

う
。
）
へ

給
電

す
る
。

 

中
央

制
御

室
及

び
避

難
通

路
等

へ
の
非

常
用

照
明

は
、
非
常

用
母
線

か
ら

給
電

す
る

。
さ
ら

に
、

避
難

通
路

を
確

保
す

る
た

め
に
蓄

電
池

内
蔵

型
の

非
常

灯
及
び

誘
導

灯
を

設
け

る
。

 

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に
用

い
る

照
明

と
し

て
、
避
難

用
の

照
明

と
は

別
に
作

業

用
照

明
を

中
央

制
御

室
、
主
蒸

気
管
ヘ

ッ
ダ

室
及

び
ア

ク
セ

ス
ル
ー

ト
等

に
設

置
す

る
。
作
業

用
照

明
は
、
外
部

電
源

喪
失
及

び
全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

か
ら
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
電

力
の

供
給

が
交

流
動
力

電
源

か
ら

開
始

さ
れ

る
ま
で

の
間

に
お

い
て

も
、
中
央

制
御

室
、
主

蒸
気

管
ヘ

ッ
ダ
室

及
び
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

等
は

専
用
の

内
蔵

電
池

か
ら

の
給

電
に

よ
り

点
灯

を
継

続
し
、
昼
夜
、
場
所

を
問

わ
ず

作
業

が
可
能

な
設
計

と
す

る
。
作

業
用
照

明
の

配
置

場
所

の
概

要
に

つ
い

て
は

第
10

.1
2.

1 
図

及
び

第
10

.1
2.

2 
図

に
示
す

。
 

ま
た

、
そ

の
他

現
場

作
業

が
必

要
と
な

っ
た

場
合

を
考

慮
し

、
可
搬

型
照

明
を

配
備

す
る
。
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参考資料９ 

設置許可基準規則第１２条（安全施設）への適合性について 

 

1. 概要 

高浜発電所においては、蒸気発生器取替え、蒸気発生器保管庫及び保修点

検建屋設置をすることから、「実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）等に従

い、「安全施設」に対する設計方針及び適合性についてまとめたものである。 
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第十二条 安全施設 

１ 安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能 が確保され

たものでなければならない。 
３ 安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間 に想

定される全ての環境条件において、その機能を発揮すること ができる

ものでなければならない。 
４ 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機 能の

重要度に応じ、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は 検査がで

きるものでなければならない。 
５ 安全施設は、蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴

う飛散物により、安全性を損なわないものでなければなら ない。 
７ 安全施設（重要安全施設を除く。）は、二以上の発電用原子炉 施設と

共用し、又は相互に接続する場合には、発電用原子炉施設 の安全性を

損なわないものでなければならない。 

 
適合のための設計方針 
第１項について 

安全施設である蒸気発生器、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋は、「発

電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に基づ

き、それが果たす安全機能の性質に応じて分類し、十分高い信頼性を確保

し、かつ維持し得る設計とする。 

 
第３項について 

安全施設である蒸気発生器の設計条件を設定するに当たっては通常運転

時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に予想又は想定される

圧力、温度、放射線量等各種の条件を考慮し十分安全側の条件を与えると

ともに必要に応じてそれらの変動時間、繰り返し回数等の過渡条件を設定

し、材料疲労、劣化等に対しても十分な余裕を持って機能維持が可能な設

計とする。なお、原子炉格納容器内に設置している安全上重要な機器で１

次冷却材喪失時に必要な蒸気発生器は設計基準事故時の環境条件に適合す

る設計とする。 
安全施設である蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋の設計条件を設定す

るに当たっては通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故

時に予想又は想定される圧力、温度、放射線量等各種の条件を考慮し十分

安全側の条件を与えることにより、余裕を持って機能維持が可能な設計と

する。 
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第４項について 

安全施設である蒸気発生器は、それらの健全性及び能力を確認するため、

その安全機能の重要度に応じ、必要性及びプラントに与える影響を考慮し

て原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができる設計とする。 

 
第５項について 

原子炉施設内部の蒸気発生器は、内部発生エネルギーの高い流体を内蔵

する弁及び配管の破断並びに高速回転機器の破損による飛来物が想定され

る。 
一部を取り替える高温高圧の流体を内包する主蒸気管、主給水管につい

ては、その破断が安全上重要な施設の機能維持に影響を与えるおそれがあ

るため、材料選定、強度設計、品質管理に十分な考慮を払う。 
さらに、これに加えて安全性を高めるために、上記配管については仮想

的な破断を想定し、その結果生じるかも知れない配管のむち打ち、流出流

体のジェット力、周辺雰囲気の変化又は溢水等により、安全施設の機能が

損なわれることのないよう配置上の考慮を払うとともに、それらの影響を

低減させるための手段として、主蒸気・主給水管については配管ホイップ

レストレイントを設ける。 
以上の考慮により、蒸気発生器は安全性を損なうことのない設計とする。 

 
第７項について 

安全施設（重要安全施設を除く。）である蒸気発生器保管庫は、３、４号

炉で共用するが、蒸気発生器取替えに伴い発生する廃棄物を貯蔵するのに

必要な貯蔵容量を有する設計とし、安全性を損なうことのない設計とする。 
安全施設（重要安全施設を除く。）である保修点検建屋は、１～４号炉で

共用するが、保修点検建屋内で発生する放射性液体廃棄物の予想発生量に

対して必要な処理容量を有する設計とし、安全性を損なうことのない設計

とする。  
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2. 適合のための具体的設計について 
2.1 第 1 項について 

蒸気発生器、蒸気発生器保管庫、保修点検建屋は、「発電用軽水型原子炉施

設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に基づき、それが果たす安全機

能の性質に応じて第 1 表のとおり分類し、十分高い信頼性を確保し、かつ維持

し得る設計とする。 

 
第 1 表 蒸気発生器、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋の 

安全上の機能別重要度分類 

分類 

異常発生防止系 

定義 機能 
構築物、系統

又は機器 

特記すべき

関連系 

ＰＳ－１ 

その損傷又は故障により発生する

事象によって、炉心の著しい損傷、

又は燃料の大量の破損を引き起こ

すおそれのある構築物、系統及び

機器 

原子炉冷却

材圧力バウ

ンダリ機能

蒸気発生器 ― 

ＰＳ－３ 
異常状態の起因事象となるもので

あって、ＰＳ－１及びＰＳ－２以

外の構築物、系統及び機器 

放射性物質

の貯蔵機能

※ 

蒸気発生器 

保管庫 
― 

保修点検建屋 ― 

※放射性液体廃棄物処理系統を含む。 

分類 

異常影響緩和系 

定義 機能 
構築物、系統

又は機器 

特記すべき

関連系 

ＭＳ－１ 

異常状態発生時に原子炉を緊急に

停止し、残留熱を除去し、原子炉

冷却材圧力バウンダリの過圧を防

止し、敷地周辺公衆への過度の放

射線の影響を防止する構築物、系

統及び機器 

原子炉停止

後の除熱機

能 

蒸気発生器 ― 

 

2.2 第 3 項について 
蒸気発生器は設計基準事故時に原子炉格納容器内で予想又は想定される圧

力、温度、放射線量等各種の条件を考慮した設計とする。（各種環境等の具体

的な条件については、設工認で説明予定） 
蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋は、予想又は想定される圧力、温度、放

射線量等各種の条件を考慮した設計とする。（各種環境等の具体的な条件につ

いては、設工認で説明予定） 
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2.3 第 4 項について 
蒸気発生器は、試験又は検査ができるよう、以下を満足する設計とする。 

・他系統と独立した試験系統により機能・性能及び漏えいの確認が可能な系

統設計とする。 
・内部の確認が可能なように、マンホールを設ける設計とする。また、伝熱

管の非破壊検査が可能なように、試験装置を設置できる設計とする。 

 
2.4 第 5 項について 

原子炉施設内部の蒸気発生器は、内部発生エネルギーの高い流体を内蔵す

る弁及び配管の破断並びに高速回転機器の破損による飛来物が想定される。 
一部を取り替える高温高圧の流体を内包する主蒸気管、主給水管について

は、その破断が安全上重要な施設の機能維持に影響を与えるおそれがあるた

め、材料選定、強度設計、品質管理に十分な考慮を払う。 
さらに、これに加えて安全性を高めるために、上記配管については仮想的

な破断を想定し、その結果生じるかも知れない配管のむち打ち、流出流体の

ジェット力、周辺雰囲気の変化又は溢水等により、安全施設の機能が損なわ

れることのないよう配置上の考慮を払うとともに、それらの影響を低減させ

るための手段として、主蒸気・主給水管については配管ホイップレストレイ

ントを設ける。 
なお、既許可の設計方針において、タービン・発電機等の大型回転機器に

対して、その損壊によりプラントの安全を損なうおそれのある飛散物が発生

する可能性を十分低く抑えるよう、機器設計、製作、品質管理、運転管理に

十分な考慮を払うとともに、万一タービンの破損を想定した場合でも、ター

ビン羽根、Ｔ－Ｇカップリング、タービン・ディスク、高圧タービン・ロー

タ等の飛散物によって安全施設の機能が損なわれる可能性を極めて低くする

設計としている。 
以上の考慮により、蒸気発生器は安全性を損なうことのない設計とする。 
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  2.
5 

第
7
項

に
つ

い
て

 
2.

5.
1 

蒸
気

発
生

器
保

管
庫

に
つ

い
て

 
蒸

気
発

生
器

保
管

庫
は

、
3，

4
号
炉
で
共
用
す
る
が
、
蒸
気
発
生
器
取
替
え
に
伴
い
発
生
す

る
廃

棄
物

を
貯

蔵
す

る
の

に
必

要
な

貯
蔵

容
量

を
有

す
る

設
計

と
し

、
安

全
性

を
損

な
う

こ
と

の
な

い
設

計
と

す
る

。
 

具
体

的
に

は
、
蒸

気
発

生
器

取
替

え
に

伴
い

発
生

す
る

廃
棄

物
の

容
量

は
、
約

1,
30

0m
3
で
あ
り
、
床
面
積
と
し
て
は
、
約

81
0m

2
相

当
と

な
る

。

蒸
気

発
生

器
保

管
庫

に
お

け
る

廃
棄

物
の

保
管

に
あ

っ
て

は
、

廃
棄

物
の

定
期

的
な

巡
視

等
の

た
め

の
空

間
を

考
慮

し
て

建
屋

面
積

を
約

1,
60

0m
2
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

発
生
す
る
廃
棄
物
の
発
生
量
を
考
慮
し
て
適
切
に
管
理

で
き

る
配

置
設

計
と

す
る

。
 

※
１

：
工

事
に

伴
い

発
生

し
た

可
燃
物

は
、

廃
棄

物
庫

に
保

管
又
は

、
雑

固
体

焼
却

炉
に

て
焼
却

処
理

し
廃
棄
物

庫
に

保
管
す

る
。

 
※

２
：
液

体
廃

棄
物

は
、

貫
通

部
コ
ア

抜
き

冷
却

水
の

ス
ラ

ッ
ジ
を

分
離

し
て

ス
ラ

ッ
ジ

の
み
固

体
廃

棄
物
と
し

て
保

管
す
る

。
 

※
３

：
廃

棄
物

床
面

積
は

、
保

管
容
器

を
段

積
み

す
る

場
合

、
1
段

目
の

保
管

容
器

の
床

面
積
の

合
算

値
と
す
る

。
 

※
４
：
旧
蒸

気
発

生
器

は
保
管

台
の
上

に
配

置
す

る
た

め
、
蒸
気

発
生

器
下

部
ス

ペ
ー
ス

に
も
容

器
を

配
置

で
き

る
こ

と
か
ら
、
床
面

積
は

保
管
台

の
面
積

と
す

る
。

 
※

５
：
保

管
容

器
の

個
数

は
現

段
階
の

想
定

数
で

あ
る

こ
と

、
ま
た

段
積

み
と

す
る

た
め

床
面
積

と
個

数
の
関
係

は
相

違
が
あ

る
。

 

廃
棄

施
設

名
 

Ｃ
－

蒸
気

発
生

器
保

管
庫

（
３

号
及
び

４
号

炉
共

用
、

新
設

）
 

建
屋

面
積

 
約

1,
60

0ｍ
２

 
建

屋
構
造

 
独

立
し
た

建
屋

地
上

式
鉄

筋
コ

ン
ク
リ

ー
ト

造
 

保
管

物
 

蒸
気

発
生

器
保

管
庫

に
 

保
管

す
る

廃
棄

物
※

1  
３

，
４
号

炉
の

予
想

発
生

量
 

容
量

(m
3 )

 
床

面
積

(m
2 )

※
３

 
備

 
 
考

※
5  

３
，

４
号

炉
 

 
蒸

気
発
生

器
6
基

及
び

関
連

品
 

旧
蒸

気
発

生
器

 
６

基
 

 
約

72
※

４
 

保
管

台
：

2.
4m

2 ×
8
台

、
6.

6m
2 ×

8
台

 

支
持

構
造

物
、

主
配

管
 

約
78

0 
約

59
0 

容
器

サ
イ

ズ
中

～
大

：
10

4
個

 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

類
 

約
18

0 
 

 
約

85
 

容
器

サ
イ

ズ
中

～
大

：
16

個
 

容
器

サ
イ

ズ
小

 
 

 
：

30
個

 
干

渉
物

 
約

32
0 

約
55

 
容

器
サ
イ

ズ
小

 
 

 
：

87
個

 
工

事
用
資

機
材

 
液

体
廃
棄

物
(ス

ラ
ッ

ジ
)※

２
 

約
2 

約
4 

容
器

サ
イ

ズ
小

 
 

 
：

2
個

 
合

計
 

約
1,

30
0 

 
約

81
0 

－
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2.5.2 保修点検建屋について 
保修点検建屋は、1 号炉、2 号炉、3 号炉及び 4 号炉で共用するが、建屋内

で同時に作業した場合、発生する放射性液体廃棄物の 大発生量に対して必

要な処理容量を有する設計とし、安全性を損なうことのない設計とする。 
具体的には、保修点検建屋内で液体廃棄物が発生する作業を同時に実施し

た場合、 大液体廃棄物量は 3.8m3であり、保修点検建屋廃液モニタタンク

（容量：5.0m3）にて十分貯蔵できる設計とする。 
なお、作業中は定期的に液体廃棄物を運搬容器にて補助建屋サンプタンク

に運搬する。 
第 2 表に保修点検建屋の作業にて発生する液体廃棄物の量、図 1 に液体廃

棄物処理概略系統図、第 3 表に液体廃棄物の量に対する各機器の設計方針を

示す。 

 
第 2 表 保修点検建屋の作業にて発生する液体廃棄物の量 

作業名 具体的な作業 
液体廃棄物の発生量

［m3/定検］ 

一次冷却材ポンプ 
インターナル分解点検 

除染作業 3.5 

インペラ取付 2.0 

一次冷却材ポンプ 
モータ分解点検 

クーラ耐圧試験 0.2 

水中照明分解点検 除染作業・防水試験 0.1 

計 5.8 

  ：同時作業で発生する 大液体廃棄物量※ 3.8 
※一次冷却材ポンプインターナルの除染作業とインペラ取付は重複しないため、液体廃棄物発生量の

大きい除染作業の値を用いて算出 
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図１ 液体廃棄物処理概略系統図 
 

第 3 表 液体廃棄物の量に対する各機器の設計方針 

設備名 仕様 設計方針 

保修点検建屋 
廃液モニタタンク 

容量：5.0m3 
液体廃棄物が発生する作業を同時に実施し

た場合の 大液体廃棄物量 3.8m3 を貯蔵で

きる設計とする。 

保修点検建屋 
サンプタンク 

容量：2.5m3 

モニタタンク、サンプタンク合わせて、作

業にて発生する液体廃棄物の総量 5.8m3 を

貯蔵できる設計とする。 
なお、サンプタンクは満水になる前に自動

でモニタタンクに移送される設計とする。

運搬容器 容量：1.0m3 
定検中、作業にて発生する液体廃棄物の総

量は 5.8m3 であり、定検期間中（9 週間）

平均週一回程度運搬する設計とする。 
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「
本

申
請

の
適

用
条

文
で

あ
る

が
、
既

許
可

の
設

計
方

針
に

て
申
請

対
象

設
備

の
適

合
性

を
確
認

で
き

る
も

の
」

に
関

す
る
適

合
性

に
つ

い
て
 

（
蒸

気
発

生
器

取
替

え
）
 

１
．

12
条
 

安
全

施
設

（
第

2
、

6
項

）
に

係
る

既
許

可
の
設

置
許
可

申
請

書
の

記
載
 

既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）
 

適
合

性
の

説
明
 

五
、

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設
備
 

ロ
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
一

般
構
造
 

(
3
)
 
そ
の

他
の

主
要

な
構

造
 

(
ⅰ

)
 
本

原
子
炉

施
設

は
、

(
1)
 
耐

震
構

造
、

(
2
)
 
耐

津
波
構

造
に
加

え
、

以
下

の
基

本
的

方
針

の
基

に
安

全
設

計
を

行
う

。
 

a
.
 
設
計

基
準

対
象

施
設
 

(
g
)
 
安
全

施
設
 

(
g
-
1
)
 安

全
施

設
は

、
そ

の
安

全
機
能

の
重

要
度

に
応

じ
て

、
十

分
高

い
信
頼

性
を

確
保

し
、
か

つ
維

持
し

得
る
設

計
と
す

る
。
こ

の
う

ち
、
安

全
機
能

の
重

要
度

が

特
に

高
い

安
全

機
能

を
有

す
る

系
統
は
、
原

則
、
多

重
性
又

は
多
様

性
及

び
独

立

性
を

備
え

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に
、
当

該
系

統
を

構
成
す

る
機
器

に
短

期
間

で

は
動

的
機

器
の

単
一

故
障
、
若

し
く
は

長
期

間
で

は
動

的
機

器
の
単

一
故

障
又

は

想
定

さ
れ

る
静

的
機

器
の

単
一

故
障
の

い
ず

れ
か

が
生

じ
た

場
合
で

あ
っ

て
、
外

部
電

源
が

利
用

で
き

な
い

場
合

に
お
い

て
も
、
そ
の

系
統
の

安
全
機

能
を

達
成

で

き
る

設
計

と
す

る
。

重
要

度
が

特
に
高

い
安

全
機

能
を

有
す

る
系
統

に
お

い
て
、

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

長
期

間
に

わ
た

っ
て

機
能

が
要

求
さ

れ
る

静
的

機
器

の
う

ち
、
単

一
設
計

と
す
る

ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気
浄

化
設
備

の
ダ

ク
ト

の

一
部

並
び

に
安

全
補

機
室

空
気

浄
化

設
備

の
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
及

び
ダ

ク
ト

の
一

部
に

つ
い

て
は
、
当
該
設

備
に
要

求
さ

れ
る

格
納

容
器

内
又
は

放
射

性
物

質

 

1
2
条
第

2
項

は
安

全
機

能
の
重

要
度
が

特
に

高
い

安
全

機
能

を
有

す
る
も
の

に
適

用
さ

れ
る
も

の
で

あ
り

、
本

申
請

に
お

い
て
取
替

え
る

蒸
気

発
生
器

に
も

適
用

さ
れ

る
。
 

 た
だ

し
、

蒸
気
発
生

器
は

静
的

機
器
で

、
設

計
基

準
事

故
が

発
生

し
た
場
合

に
、

長
期

間
に
わ

た
っ

て
機

能
が

要
求

さ
れ

る
設
備
で

な
い

こ
と

か
ら
、

既
許

可
の

適
合

性
結

果
に

影
響
を
与

え
る

も
の

で
な
く

、
既

許
可

の
設

計
方

針
に

て
申
請
対

象
設

備
の

基
準
適

合
性

が
確

認
で

き
る

。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）
 

適
合

性
の

説
明
 

が
格

納
容

器
内

か
ら

漏
れ

出
た

場
所

の
雰

囲
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

低
減

機
能

が
単

一
故

障
に

よ
っ

て
喪

失
し
て

も
、
単

一
故

障
に
よ

る
放
射

性
物

質
の

放

出
に

伴
う

被
ば

く
の

影
響

を
小

限
に

抑
え

る
よ

う
、
想
定

さ
れ
る

も
過
酷

な

条
件

下
に

お
い

て
も
、
安
全
上

支
障
の

な
い

期
間

に
故

障
を

確
実
に

除
去

又
は

修

復
で

き
る

設
計

と
し

、
そ

の
単

一
故
障

を
仮

定
し

な
い

。
設

計
に
当

た
っ

て
は
、

想
定

さ
れ

る
故

障
の

除
去

又
は

修
復

の
た

め
の

ア
ク

セ
ス

が
可

能
で

あ
り

、
か

つ
、
補

修
作

業
が
容

易
と

な
る

設
計
と

す
る

と
と

も
に

、
設

計
基
準

事
故

時
の
当

該
作

業
期

間
に

お
い

て
も

、
被

ば
く

を
可

能
な

限
り

低
く

抑
え

る
よ

う
考

慮
す

る
。
 

〈
中

略
〉
 

 

(
g
-
3
)
 重

要
安

全
施

設
は
、
原

子
炉
施

設
間

で
原

則
共

用
又

は
相
互

に
接

続
し

な
い

も
の

と
す

る
が

、
安

全
性

が
向

上
す
る

場
合

は
、
共
用

又
は

相
互
に

接
続

す
る
こ

と
を

考
慮

す
る

。
重

要
安

全
施

設
に
該

当
す

る
中

央
制

御
室

は
、
共
用

す
る
こ
と

に
よ

り
、

プ
ラ

ン
ト

の
状

況
に

応
じ

た
運

転
員

の
相

互
融

通
を

図
る

こ
と

が
で

き
、
必

要
な

情
報
（

相
互

の
プ

ラ
ン
ト

状
況

、
運
転

員
の
対

応
状
況

等
）
を

共
有

し
な

が
ら

、
事

故
処

置
を

含
む

総
合
的

な
運

転
管

理
を

図
る

こ
と
が

で
き

る
等
、

安
全

性
が

向
上

す
る

た
め

、
居

住
性
に

配
慮

し
た

設
計

と
す

る
。
同
じ

く
重
要
安

全
施

設
に

該
当

す
る

中
央

制
御

室
空
調

装
置

は
、
各
号

炉
独

立
に
設

置
し

、
片
系

列
単

独
で

中
央

制
御

室
遮

蔽
と

あ
い

ま
っ

て
中

央
制

御
室

の
居

住
性

を
維

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。
ま

た
、
共

用
に
よ

り
更

な
る

多
重

性
を

持
ち
、
単

一
設

計
と

す
る

中
央

制
御

室
非

常
用

循
環

フ
ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
を

含
め

、
安

全
性

が
向

上
す

           1
2
条
第

6
項

は
重

要
安

全
施
設

全
般
に

適
用

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
本
申
請

に
お

い
て

取
替
え

る
蒸

気
発

生
器

に
も

適
用

さ
れ
る
。
 

た
だ

し
、

蒸
気
発
生

器
は

、
原

子
炉
施

設
間

で
共

用
せ

ず
、

既
許

可
の
適
合

性
結

果
に

影
響
を

与
え

る
も

の
で

な
い

こ
と

か
ら
、
既

許
可

の
設

計
方
針

に
て

申
請

対
象

設
備

の
基

準
適
合
性

が
確

認
で

き
る
。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）
 

適
合

性
の

説
明
 

る
設

計
と

す
る

。
 

ま
た
、
重
要

安
全
施

設
に

該
当

す
る
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
に

つ
い
て

は
、
共
用

し
て

い
る

取
水

路
に

対
し

て
設

置
す
る

こ
と

に
よ

り
、
３
号

炉
及
び

４
号

炉
の

い

ず
れ

の
津

波
か

ら
防

護
す

る
設

備
も
、
基

準
津

波
に

対
し
て

安
全
機

能
を

損
な

う

お
そ

れ
が

な
い

よ
う

に
設

計
す

る
こ
と

か
ら
、

2
以

上
の
原

子
炉
施

設
の

安
全

性

が
向

上
す

る
。
重
要

安
全

施
設

に
該
当

す
る

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
は
、

観
測

場
所

を
１

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室
、
２

号
炉

海
水

ポ
ン
プ

室
及
び

海
水

ポ
ン

プ

室
に

分
散

し
、

複
数

の
場

所
で

潮
位
観

測
を

行
う

こ
と

、
並

び
に
１

号
、

２
号
、

３
号

及
び

４
号

炉
で

共
用

す
る

こ
と

で
取

水
路

全
体

の
潮

位
観

測
が

で
き

る
設

計
と

す
る

こ
と

か
ら

、
2
以
上

の
原
子

炉
施

設
の

安
全

性
が

向
上
す

る
。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）
 

適
合

性
の

説
明
 

＜
1
2
条

ま
と

め
資

料
＞
 

 
 

（
補

足
）
 

長
期

間
に

わ
た
り
安

全
機

能
が

要
求
さ

れ
る

静
的

機
器

の
う

ち
、

単
一
設
計

と
す

る
設

備
を
抽

出
し

た
結

果
、

対
象

設
備

は
以
下

2
つ
。
 

・
ア

ニ
ュ

ラ
ス
空
気

浄
化

設
備

の
ダ
ク

ト
の

一
部
 

・
安

全
補

機
室
空
気

浄
化

設
備

の
フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

お
よ

び
ダ

ク
ト
の
一

部
 

蒸
気

発
生

器
は
静
的

機
器

で
あ

り
、
使

命
期

間
が

短
期

間
で

あ
る

こ
と
か
ら
第

2
項
の

対
象
設

備
と

な
ら

な

い
。
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「
本

申
請

の
適

用
条

文
で

あ
る

が
、
既

許
可

の
設

計
方

針
に

て
申
請

対
象

設
備

の
適

合
性

を
確
認

で
き

る
も

の
」

に
関

す
る
適

合
性

に
つ

い
て
 

（
蒸

気
発

生
器

保
管

庫
及

び
保

修
点
検

建
屋

）
 

１
．

12
条
 

安
全

施
設

（
第

4
、

5
項

）
に

係
る

既
許

可
の
設

置
許
可

申
請

書
の

記
載
 

既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）
 

適
合

性
の

説
明
 

五
、

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設
備
 

ロ
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
一

般
構
造
 

(
3
)
 
そ
の

他
の

主
要

な
構

造
 

(
ⅰ

)
 
本

原
子
炉

施
設

は
、

(
1)
 
耐

震
構

造
、

(
2
)
 
耐

津
波
構

造
に
加

え
、

以
下

の
基

本
的

方
針

の
基

に
安

全
設

計
を

行
う

。
 

a
.
 
設
計

基
準

対
象

施
設
 

(
g
)
 
安
全

施
設
 

(
g
-
1
)
 安

全
施

設
は

、
そ

の
安

全
機
能

の
重

要
度

に
応

じ
て

、
十

分
高

い
信
頼

性
を

確
保

し
、

か
つ

維
持

し
得

る
設

計
と
す

る
。
 

〈
中

略
〉
 

ま
た
、
安
全

施
設

は
、
そ

の
健

全
性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め
に
、
そ
の
安

全
機

能
の

重
要

度
に

応
じ
、
原

子
炉
の

運
転

中
又

は
停

止
中

に
試
験

又
は

検
査

が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

 

(
g
-
2
)
 安

全
施

設
は
、
蒸
気
タ

ー
ビ
ン

等
の

損
壊

に
伴

う
飛

散
物
に

よ
り

安
全

性
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計

と
す

る
。
 

蒸
気

タ
ー

ビ
ン

及
び

発
電

機
は

、
破

損
防

止
対
策

を
行

う
こ

と
に
よ

り
、
破
損

事
故

の
発

生
確

率
を

低
く

す
る

と
と
も

に
、
ミ

サ
イ

ル
の
発

生
を
仮

に
想

定
し

て

も
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

、
系

統
及

び
機

器
へ

の
到
達

確
率
を

低
く

す
る

こ

1
2
条
第

4
項

は
安

全
施

設
全
般

に
適
用

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
本

申
請
に
お

い
て

新
設

す
る
蒸

気
発

生
器

保
管

庫
及

び
保

修
点
検
建

屋
に

も
適

用
さ
れ

る
。
 

た
だ

し
、

蒸
気
発
生

器
保

管
庫

及
び
保

修
点

検
建

屋
は

既
許

可
設

計
方
針
に

お
い

て
定

め
る
試

験
又

は
検

査
が

可
能

な
設

計
と
す
る

対
象

設
備

に
該
当

し
な

い
こ

と
か

ら
、

既
許

可
の
適
合

性
結

果
に

影
響
を

与
え

る
も

の
で

な
く

、
既

許
可
の
設

計
方

針
に

て
申
請

対
象

設
備

の
基

準
適

合
性

が
確
認
で

き
る

。
 

     1
2
条
第

5
項

は
安

全
施

設
全
般

に
適
用

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
本

申
請
に
お

い
て

新
設

す
る
蒸

気
発

生
器

保
管

庫
及

び
保

修
点
検
建

屋
に

も
適

用
さ
れ

る
。
 

た
だ

し
、

蒸
気
発
生

器
保

管
庫

及
び
保

修
点

検
建

屋

は
、

蒸
気

タ
ー
ビ
ン

、
ポ

ン
プ

そ
の
他

の
機

器
又

は
配
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）
 

適
合

性
の

説
明
 

と
に

よ
っ

て
、

原
子

炉
施

設
の

安
全
性

を
損

な
う

こ
と

の
な

い
設
計

と
す

る
。
 

添
付

資
料

八
 

1
.
 
安
全
設
計
 

1
.
1
2
原

子
炉

設
置

変
更

許
可
申

請
に
係

る
安

全
設

計
の

方
針

 

1
.
1
2
.9

原
子

炉
設

置
変

更
許
可

申
請
（
平

成
25

年
7
月

8
日

申
請
分
）

に
係

る
安

全
設
計

の
方

針
 

1
.
1
2
.
9.
1「

実
用
発

電
用

原
子

炉
及
び

そ
の

附
属

施
設

の
位

置
、
構
造

及
び
設

備
の
基
準

に
関

す
る

規
則

（
平
成

2
5
年

6
月

1
9
日

制
定

）
」
に

対
す

る
適
合
 

第
十

二
条

 
安

全
施

設
 

適
合

の
た

め
の

設
計

方
針
 

 

第
４

項
に

つ
い

て
 

安
全

施
設

は
、
そ
れ

ら
の

健
全

性
及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
、
そ
の

安
全
機
能

の
重

要
度

に
応

じ
、
必

要
性
及

び
プ
ラ

ン
ト

に
与

え
る

影
響

を
考
慮

し
て

原
子

炉
の

運
転

中
又

は
停

止
中

に
試

験
又

は
検
査

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

試
験

又
は

検
査

が
可

能
な

設
計

と
す
る

対
象

設
備

を
表

に
示

す
。

 

 

表
 試

験
又
は

検
査

が
可

能
な
設

計
と
す

る
対

象
設

備
 

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

 
設

計
上
の

考
慮

 

反
応

度
制

御
系

、
原

子
炉

停
止

系
統

 
試

験
の
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
 

原
子

炉
の

供
用

期
間

中
に

試
験

及
び

検
査

が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

管
の

損
壊

に
伴
う
飛

散
物

か
ら

防
護
す

べ
き

安
全

施
設

で
は

な
く

、
既
許
可

の
設

計
方

針
に
て

申
請

対
象

設
備

の
適

合
性

が
確
認
で

き
る

。
 

        （
補

足
）

 

安
全

機
能

の
重
要
度

に
応

じ
た

試
験
又

は
検

査
が

可
能

な
設

計
と

す
る
対
象

設
備

は
本

表
の
と

お
り

で
あ

り
、

蒸
気

発
生

器
保
管
庫

及
び

保
修

点
検
建

屋
は
第

4
項

に

該
当

し
な

い
。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）
 

適
合

性
の

説
明
 

残
留

熱
を

除
去

す
る

系
統

 
試

験
の
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

非
常

用
炉

心
冷

却
系

統
 

定
期

的
に

試
験

及
び

検
査

で
き

る
と

と
も

に
、

そ
の

健
全

性
及

び
多

重
性

の
維

持
を

確

認
す

る
た

め
、

独
立

に
各

系
の

試
験

及
び

検

査
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

終
的

な
熱

の
逃

が
し

場
へ

熱
を

輸
送

す
る

系
統

 

試
験

の
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

原
子

炉
格

納
容

器
 

定
期

的
に

、
所

定
の

圧
力

に
よ

り
原

子
炉

格

納
容

器
全

体
の

漏
え

い
率

測
定

が
で

き
る

設

計
と

す
る

。
 

電
線

、
配

管
等

の
貫

通
部

及
び

出
入

口
の

重

要
な

部
分

の
漏

え
い

試
験

が
で

き
る

設
計

と

す
る

。
 

隔
離

弁
 

隔
離

弁
は

定
期

的
な

動
作

試
験

が
可

能
で

あ

り
、
か
つ

、
重
要

な
弁

に
つ

い
て

は
漏
え

い
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

原
子

炉
格

納
容

器
熱

除
去

系
 

試
験

の
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

原
子

炉
格

納
施

設
雰

囲
気

を
制

御
す
る

系
統

 
試

験
の
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

安
全

保
護

系
 

原
則

と
し

て
原

子
炉

の
運

転
中

に
、

定
期

的

に
試

験
が

で
き

る
と

と
も

に
、

そ
の

健
全

性

及
び

多
重

性
の

維
持

を
確

認
す

る
た

め
、

各

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

独
立

に
試

験
で

き
る

設
計

と
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）
 

適
合

性
の

説
明
 

す
る

。
 

電
気

系
統

 
重

要
度

の
高

い
安

全
機

能
に

関
連

す
る

電
気

系
統

は
、

系
統

の
重

要
な

部
分

の
適

切
な

定

期
的

試
験

及
び

検
査

が
可

能
な

設
計

と
す

る
。

 

燃
料

の
貯

蔵
設

備
及

び
取

扱
設

備
 

安
全

機
能

を
有

す
る

構
築

物
、

系
統

及
び

機

器
は

、
適

切
な

定
期

的
試

験
及

び
検

査
が

で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

 5
.
 
原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
 

5
.
1
1
 蒸

気
タ

ー
ビ

ン
及

び
附
属

設
備
 

5
.
1
1
.
4 
タ
ー

ビ
ン

ミ
サ

イ
ル
に

つ
い
て
 

蒸
気

タ
ー

ビ
ン

及
び

発
電

機
は

、
設

計
、
製

作
、
据

付
か
ら

運
転
に

至
る

ま
で

、
適
切
な

品
質

保
証

活
動

を
行

う
こ

と
に

よ
り
、
信

頼
性

の
向

上
が
図

ら
れ
、
ま

た
、
調

速
装

置
及

び

蒸
気

弁
を

多
重

化
し
、
か
つ
振

動
管
理

を
行

う
と

と
も

に
保

安
装
置

の
作

動
試

験
等

を
行

う

こ
と

に
よ

り
破

損
防

止
対

策
が

十
分
実

施
さ

れ
る

。
し

た
が

っ
て
、
タ

ー
ビ
ン

ミ
サ

イ
ル
が

発
生

す
る

よ
う

な
事

故
は

極
め

て
起
こ

り
に

く
い

と
考

え
ら

れ
る
が
、
こ
こ

で
は

仮
想
的

タ

ー
ビ

ン
ミ

サ
イ

ル
の

発
生

を
想

定
し
、

本
原

子
炉

施
設

の
健

全
性
を

評
価

す
る

。
 

こ
の

場
合

、
安

全
機

能
を

有
す

る
構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

の
う
ち

、
系

統
の

多
重

性
、

配
置

等
の

関
連

で
評

価
の

対
象

と
な

る
も

の
は

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
及

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
で

あ
り

、
こ

れ
ら
に

つ
い

て
評

価
す

る
。

 

そ
の

結
果
、
低
圧

タ
ー

ビ
ン
羽

根
（

翼
）
及

び
Ｔ

－
Ｇ

カ
ッ

プ
リ
ン

グ
（
軸

継
手
）
に
つ

                 （
補

足
）

 

タ
ー

ビ
ン

ミ
サ
イ
ル

に
よ

る
防

護
す
べ

き
対

象
物

は
、

原
子

炉
冷

却
材
圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
及
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

で
あ

り
、
蒸
気

発
生

器
保

管
庫
及

び
保

修
点

検
建

屋
は

、
第

5
項
の

防
護

す
べ
き

対
象
で

な
い

。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）
 

適
合

性
の

説
明
 

い
て

は
、
タ

ー
ビ

ン
建

屋
を
飛

び
出
し

た
と

し
て

も
原

子
炉

冷
却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
及

び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
到

達
し

な
い
。
低

圧
タ

ー
ビ

ン
デ
ィ

ス
ク
の

破
損

確
率

は
極

め
て

小

さ
い

と
考

え
ら

れ
る

が
、
仮
に

過
去
の

事
故

例
に

基
づ

い
た

破
損
発

生
率

を
用

い
て

も
、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

低
圧

タ
ー

ビ
ン

デ
ィ

ス
ク

が
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

及
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
到

達
す

る
確

率
は

、
そ

れ
ぞ

れ
３

号
炉

及
び

４
号

炉
に

対
し

、
約

8
×

1
0
-9
／

年
及

び
約

2
×

10
-
8
／

年
と

な
り

、
い

ず
れ

も
極

め
て

小
さ

い
値

と
な

る
。

ま

た
、
高

圧
ロ

ー
タ

及
び

発
電
機

ロ
ー
タ

は
、
仮

に
破

損
し
た

と
し
て

も
、
ケ

ー
シ

ン
グ
内

に

と
ど

ま
り

タ
ー

ビ
ン

ミ
サ

イ
ル

と
な
ら

な
い

。
 

し
た

が
っ

て
、

タ
ー

ビ
ン

ミ
サ

イ
ル
に

よ
る

影
響

は
無

視
で

き
る
と

考
え

ら
れ

る
。
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参考資料１０ 

設置許可基準規則第１５条（炉心等）への適合性について 

 

1. 概要 

本資料は、高浜発電所において、蒸気発生器取替えをすることから、「実用

発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（

以下「設置許可基準規則」という。）等に従い、「炉心等」に対する設計方針及

び適合性についてまとめたものである。 
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第十五条 炉心等 

４ 燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系

統に係る容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材又は二次冷却材の循環、

沸騰その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる流体振動

又は温度差のある流体の混合その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙

動により生ずる温度変動により損傷を受けないものでなければならな

い。 

 

 適合のための設計方針 
第４項について 

蒸気発生器は、１次冷却材又は２次冷却材の循環、沸騰等により生ずる

流体振動又は温度差のある流体の混合等により生ずる温度変動により損

傷を受けない設計とする。 
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2. 適合のための具体的設計について 

蒸気発生器は、多数のＵ字型伝熱管で構成された機器であり、管の外側を流

れる水・蒸気による流力弾性振動の発生により伝熱管が疲労損傷しない※１設

計及び蒸気発生器給水入口管台における温度変動により疲労損傷が発生しな

い※２設計とする。（疲労損傷しないことを流力弾性振動の解析等で確認するこ

ととしており、詳細は設工認でご説明予定） 

※１：「日本機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」 

（JSME S NC1-2012）に基づく 

※２：「日本機械学会基準 配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針」 

（JSME S 017-2003）に基づく 
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（別紙） 

 

蒸気発生器伝熱管Ｕ字管部における流体振動による疲労損傷の評価について 

 

 本資料は、蒸気発生器の伝熱管Ｕ字管部の管内外を流れる流体振動による疲

労損傷の有無について、規格等を元にまとめたものである。 

  

１．考慮すべき事象 

「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（JSME S NC1-2012）にて引用さ

れている「蒸気発生器伝熱管 Ｕ字管部流力弾性振動防止指針」（JSME S 016-

2002）によると、伝熱管Ｕ字管部の管内外を流れる流体による振動については、

①管外流による流力弾性振動、②管内流による不安定振動、③管外流を受ける

カルマン渦による振動及び④ランダム振動が考えられるとされている。 

  そのうち、②管内流による不安定振動については、伝熱管内流速が不安定振

動の発生限界に比べて十分に低いこと、③カルマン渦による振動については、

Ｕ字管部の二相流状態では発生しないこと、④ランダム振動は発生するが振

動応答が小さいことから、疲労損傷の要因となる現象については、①管外流に

よる流力弾性振動が評価の対象とされている。 

  従って、管内流による疲労損傷の発生については、考慮不要とされている。 

 

２．管外流による流力弾性振動による影響について 

  疲労損傷の要因となる管外流による流力弾性振動については、通商産業省

資源エネルギー庁の委託事業で実施した「蒸気発生器信頼性実証試験」にて、

振止め金具が設計どおり適切に取り付けられていれば、通常運転時の伝熱管

外流速の 1.5 倍の流速においても、流力弾性振動が発生しないことが確認さ

れている。 
取替後の蒸気発生器の伝熱管Ｕ字管部においても、設工認段階にて、上記指

針に基づき、疲労損傷しないことを確認する。 
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参考資料１１ 

設置許可基準規則第２１条（残留熱を除去することができる設備）への 

適合性について 

 

1. 概要 

高浜発電所においては、蒸気発生器取替えをすることから、「実用発電用原

子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「設

置許可基準規則」という。）等に従い、「残留熱を除去することができる設備」

に対する設計方針及び適合性についてまとめたものである。 
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第二十一条 残留熱を除去することができる設備 

発電用原子炉施設には、発電用原子炉を停止した場合において、燃料要素

の許容損傷限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を維持するため

に必要なパラメータが設計値を超えないようにするため、原子炉圧力容器

内において発生した残留熱を除去することができる設備（安全施設に属す

るものに限る。）を設けなければならない。 

 
適合のための設計方針 

原子炉の炉心からの核分裂生成物崩壊熱と他の残留熱は、原子炉停止後

初期の段階においては蒸気発生器により除去し、発生蒸気は復水器又は大

気放出により処理する設計とする。 
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2. 適合のための具体的設計について 
今回取替える蒸気発生器は、伝熱管材料を TT600 合金から、より耐食性に

優れた TT690 合金に変更することにより、伝熱管の熱伝導率が低下するが、

伝熱面積を増加することによって補償し、取替え前と同等の伝熱性能を有する

設計とする。 
また、蒸気発生器取替え前から系統構成が変わらない設計とする。 
表 1 は現状 SG と取替用 SG の伝熱能力、図 1 は 1 次冷却設備の構成の概要

図を示す。 

 
表 1 現状 SG と取替用 SG の伝熱能力 

 現状 SG 取替用 SG 

伝熱能力   

 

 
図 1 1 次冷却設備の構成の概要図 

 
 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することは出来ません。

：取替範囲
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参考資料１２ 

設置許可基準規則第２２条（ 終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設

備）への適合性について 

 

1. 概要 

高浜発電所においては、蒸気発生器取替えをすることから、「実用発電用原

子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「設

置許可基準規則」という。）等に従い、「 終ヒートシンクへ熱を輸送すること

ができる設備」に対する設計方針及び適合性についてまとめたものである。 
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第二十二条 終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備 

発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、 終ヒートシンクへ

熱を輸送することができる設備（安全施設に属するものに限る。）を設け

なければならない。 
一 原子炉圧力容器内において発生した残留熱及び重要安全施設におい

て発生した熱を除去することができるものとすること。 

 
適合のための設計方針 

通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時、原子炉で発生した

熱は、復水器を経て 終的な熱の逃し場である海へ放出されるか、又は、大

気へ放出される設計とする。 
今回取替える蒸気発生器においても、その系統構成が変わらない設計と

する。 
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2. 適合のための具体的設計について 
蒸気発生器は、蒸気発生器取替え前から系統構成が変わらない設計とする。 
図 1 は 1 次冷却設備の概要図を示す。 

 

 
図 1 1 次冷却設備の概要図 

 
 
 

：取替範囲
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参
考

資
料

１
３

 

設
置
許
可
基
準
規
則
第
２
３
条
（
計
測
制
御
系
統
施
設
）
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て
 

 

「
本

申
請

の
適

用
条

文
で

あ
る

が
、
既

許
可

の
設

計
方

針
に

て
申
請

対
象

設
備

の
適

合
性

を
確
認

で
き

る
も

の
」

に
関

す
る
適

合
性

に
つ

い
て

 

１
．

23
条
 

計
測

制
御

系
統
施

設
に
係

る
既

許
可

の
設

置
許

可
申
請

書
の

記
載

 

既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

五
、

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設
備

 

ロ
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
一

般
構
造

 

(3
) 
そ

の
他

の
主

要
な

構
造

 

( ⅰ
) 
本

原
子

炉
施

設
は

、
(1

) 
耐

震
構

造
、

(2
) 
耐

津
波

構
造

に
加

え
、

以
下

の
基

本
的
方

針
の

基
に

安
全

設
計

を
行

う
。

 

a.
設

計
基

準
対
象

施
設

 

(r
) 
計

測
制

御
系

統
施

設
 

計
測

制
御

系
統

施
設

は
、
炉
心

、
原

子
炉

冷
却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ
リ

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
バ

ウ
ン

ダ
リ

並
び

に
こ

れ
ら

に
関

す
る

系
統

の
健

全
性

を
確

保
す

る
た

め
に

監
視

す
る

こ
と

が
必

要
な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
、
通
常

運
転
時

及
び

運
転

時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
に

お
い

て
も

想
定

さ
れ

る
範

囲
内

に
制

御
で

き
る

と
と

も
に

、
想

定
さ

れ
る

範
囲

内
で

監
視
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
の
状

況
を

把
握

し
、
及
び

対
策
を

講
じ

る
た

め
に

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

は
、
設
計

基
準

事
故

に
想

定
さ
れ

る
環
境

下
に

お
い

て

十
分

な
測

定
範

囲
及

び
期

間
に

わ
た
り

監
視

で
き

る
と

と
も

に
、
原
子

炉
の

停
止

及
び

炉
心

の
冷

却
に

係
る

も
の

に
つ
い

て
は
、
設
計

基
準
事

故
時
に

お
い

て
も

2

種
類

以
上

監
視

し
、

又
は

推
定

す
る
こ

と
が

で
き

る
設

計
と

す
る
。

  

2
3
条
は

、
計
測
制
御

系
統

施
設

に
適
用

さ
れ

る
も

の
で

あ

り
、
本
申

請
に
お
い

て
取

替
え

る
蒸
気

発
生

器
に

関
係

す

る
計

測
制

御
系
統
施

設
に

も
適

用
さ
れ

る
。
 

 

た
だ
し
、

本
申

請
に

お
け

る
蒸

気
発
生

器
取

替
え

は
、

蒸
気

発
生
器
に

関
す

る
パ

ラ
メ
ー

タ
（

蒸
気

発
生

器
水

位
、

2
次
側
圧

力
、

1
次
冷

却
材
圧

力
、

1
次

冷
却

材
流

量
及

び
主
蒸
気

流
量

等
）

の
計
測

範
囲

や
設

定
値

の
変

更
は

な
く
、
ま

た
、

検
出

器
の
取

替
を

伴
わ

な
い

こ
と

か
ら

、
既
許
可

の
設

計
方

針
に
て

申
請

対
象

設
備

の
基

準
適

合
性
が
確

認
で

き
る

。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明
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す

る
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参考資料１４ 

設置許可基準規則第２５条（反応度制御系統及び原子炉停止系統）への 

適合性について 

 

1. 概要 

高浜発電所においては、蒸気発生器取替えをすることから、「実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「設

置許可基準規則」という。）等に従い、「反応度制御系統及び原子炉停止系統」

に対する設計方針及び適合性についてまとめたものである。 
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第二十五条 反応度制御系統及び原子炉停止系統 

２ 反応度制御系統は、計画的な出力変化に伴う反応度変化を燃料要素の

許容損傷限界を超えることなく制御できる能力を有し、かつ、次に掲げ

るものでなければならない。 
 二 通常運転時の高温状態において、二以上の独立した系統がそれぞれ

発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨界を維持できるものであ

り、かつ、運転時の異常な過渡変化時の高温状態においても反応度制

御系統のうち少なくとも一つは、燃料要素の許容損傷限界を超えるこ

となく発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨界を維持できるこ

と。この場合において、非常用炉心冷却設備その他の発電用原子炉施

設の安全性を損なうおそれがある場合に作動する設備の作動に伴っ

て注入される液体制御材による反応度価値を加えることができる。 
 三 通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における低温状態にお

いて、反応度制御系統のうち少なくとも一つは、発電用原子炉を未臨

界に移行し、及び未臨界を維持できること。 
 四 一次冷却材喪失その他の設計基準事故時において、反応度制御系統

のうち少なくとも一つは、発電用原子炉を未臨界へ移行することがで

き、かつ、少なくとも一つは、発電用原子炉を未臨界に維持できるこ

と。この場合において、非常用炉心冷却設備その他の発電用原子炉施

設の安全性を損なうおそれがある場合に作動する設備の作動に伴っ

て注入される液体制御材による反応度価値を加えることができる。 

 
適合のための設計方針 

 
第２項について 

反応度制御系統のうち、制御棒制御系は主として負荷変動及び零出力か

ら全出力までの反応度変化を制御し、化学体積制御設備はキセノン濃度変

化、高温状態から低温状態までの１次冷却材温度変化及び燃料の燃焼に伴

う反応度変化を制御する設計とし、両者の組合せによって所要の運転状態

に維持できる設計とする。 
制御棒制御系は、制御棒クラスタの炉心への挿入により、高温運転状態

から速やかに炉心を高温状態で未臨界にすることができる設計とする。 
化学体積制御設備は、燃料の燃焼、キセノン濃度変化、高温状態から低温

状態までの温度変化等による比較的緩やかな反応度変化の制御に使用する

が、全制御棒クラスタが挿入不能の場合でも、炉心を高温運転状態から高

温状態で未臨界にし、その状態を維持できる設計とする。 
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反応度制御系統は、計画的な出力変化に伴う反応度変化を燃料要素の許

容損傷限界を超えることなく制御できる能力を有する設計とする。さらに、

反応度制御系統は以下の能力を有する設計とする。 

 
第２項第２号について 

反応度制御系統に含まれる独立した系統の1つである制御棒制御系によ

る反応度制御は、制御棒クラスタの炉心への挿入により、通常運転時及び

運転時の異常な過渡変化時において燃料要素の許容損傷限界を超えること

なく、高温状態で炉心を未臨界にできる設計とする。また、化学体積制御設

備による反応度制御は、１次冷却材中へのほう酸注入により、キセノン濃

度変化に対しても高温状態で十分未臨界を維持できる設計とする。 
原子炉運転中は、所要の反応度停止余裕を確保するため、制御棒クラス

タの位置が挿入限界を超えないことを監視する。 
なお、「２次冷却系の異常な減圧」のように炉心が冷却されるような運転

時の異常な過渡変化時には、原子炉トリップ信号による制御棒クラスタの

炉心への挿入に加えて、非常用炉心冷却設備による１次冷却材中へのほう

酸注入により炉心を未臨界にでき、かつ、運転時の異常な過渡変化後にお

いて未臨界を維持できる設計とする。 

 
第２項第３号について 

反応度制御系統に含まれる独立した系統の1つである化学体積制御設備

による反応度制御は、１次冷却材中へのほう酸注入により、キセノン濃度

変化に伴う反応度変化及び高温状態から低温状態までの反応度変化を制御

し、低温状態で炉心を未臨界に維持できる設計とする。 

 
第２項第４号について 

反応度制御系統に含まれる独立した系統の1つである制御棒制御系は、１

次冷却材の喪失その他の設計基準事故時において、原子炉トリップ信号に

より制御棒クラスタを炉心に挿入することにより、高温状態において炉心

を未臨界にできる設計とする。 
また、反応度制御系統に含まれる独立した系統の1つである化学体積制御

設備は、キセノン濃度変化及び１次冷却材温度変化による反応度変化があ

る場合には、１次冷却材中へのほう酸注入により炉心を未臨界に維持でき

る設計とする。 
なお、「主蒸気管破断」のように炉心が冷却されるような設計基準事故時

には、原子炉トリップ信号による制御棒クラスタの炉心への挿入に加えて、
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非常用炉心冷却設備による１次冷却材中へのほう酸注入により炉心を未臨

界にでき、かつ、設計基準事故後において未臨界を維持できる設計とする。 
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2. 適合のための具体的設計について 
反応度制御系統としては、制御棒クラスタの位置を制御することによって

反応度を制御する制御棒制御系と、１次冷却材中のほう素濃度を調整するこ

とによって反応度を制御する化学体積制御設備の原理の異なる 2 つの系統

を設けているが、本申請において制御棒制御系への影響はない。一方で、蒸

気発生器を取替えることで 1 次冷却材保有水量が増加し、必要ほう酸水量

が変更することから、化学体積制御設備に係る具体的設計方針について記載

する。 

 
2.1 第 2 項 2 号～4 号について 

（１）反応度制御の方法について 
第 2 項 2 号、同 3 号、同 4 号で要求される、1 次冷却系統の運転状態が

高温運転から低温未臨界まで移行する際の反応度制御については、以下の

通り、各過程において制御棒制御系あるいは化学体積制御設備を用いて行

う設計とする。 

 
① 高温運転～高温未臨界 

制御棒制御系により反応度制御を行う。 

 
② 高温未臨界～低温未臨界 

化学体積制御設備により反応度制御を行う。具体的には、１次冷却系

統のほう素濃度が、高温未臨界（ほう素濃度 0ppm を仮定）から低温

未臨界に移行するために必要なほう素濃度（1350ppm）に到達するま

でほう酸水を添加する。 

 
③１次冷却材収縮の補償、および加圧器満水操作 

化学体積制御設備により反応度制御を行う。具体的には、１次冷却系

統の冷却時における 1 次冷却材の収縮の補償、および加圧器満水操作

を実施するために必要な充てん水として、ほう酸水を添加する。 

 
上記②および③では、ほう酸タンク（ほう素濃度    ppm）を水源とし

てほう酸水を添加する設計とする。 
以上については、既許可からの変更はない。 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することは出来ません。
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（２）反応度制御に必要なほう酸水量について 
本申請による蒸気発生器の取替えにより、1 次冷却材インベントリの重

量を表１の通り変更する。これに伴い、「（１）②高温未臨界～低温未臨界」、

および「（１）③１次冷却材収縮の補償、および加圧器満水操作」に必要な

ほう酸水量が増加することから、その水量について次の通り評価する。な

お、評価方法について既許可同様である。 

 
表１ SGR に伴う 1 次冷却材インベントリの重量の変化 

 SGR 前 SGR 後 

高温状態 

合計[ton]      

内訳 
RCS[ton] －  

CVCS[ton] －  

低温状態 

合計[ton]      

内訳 

RCS[ton] －  

Pz 気相分※１[ton] －  

CVCS[ton] －  

※１：Pz 気相分 = Pz 満水－Pz 水位 60% 

 
 
②高温未臨界～低温未臨界に必要なほう酸水量 M1 

１次冷却系統のほう素濃度が、高温未臨界（ほう素濃度 0ppm を仮定）

から低温未臨界に移行するために必要なほう素濃度（1350ppm）に到達

するまで添加するほう酸水量は以下の通り。 

M	 	 	 	 ln
	 	 	 	 0

	 	 	 	 1350
≒ 	 	 	 	 ton 

 
③１次冷却材収縮の補償、および加圧器満水操作に必要なほう酸水量 M2 

１次冷却系統の冷却時における 1 次冷却材の収縮の補償、および加圧

器満水操作を実施するために必要なほう酸水量は以下の通り。 

M	
	 	 	 1350 	 	 	 1350

	 	 	 	
≒ 	 	 	 	 	 ton 

 
高温未臨界から低温未臨界に必要なほう酸水量は、上記の和から以下の

通り求められる。 

M	 M	 	 	 	 	 	 ton 	 	 	 	 m	 	 ※
 

  ※ほう酸水の比重は１とする。 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することは出来ません。
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なお、SGR 前後での必要ほう酸水量の比較は表２の通りである。 

 
表２ 反応度制御に必要なほう酸水量 

 SGR 前 SGR 後 

必要ほう酸水量 m3 m3 

 
 

（３）ほう酸タンクの設計について 
化学体積制御設備でのほう酸注入により反応度制御を行うために、ほう

酸タンクを設置し、（２）で評価したほう酸水量を保有できる設計とする。

なお、本申請における蒸気発生器取替えにより、１次冷却材保有水量が増

加することで、反応度制御に必要なほう酸水量が     m3 から     m3 に

増加するものの、既設のほう酸タンクの容量は   m3（  m3 タンク 2 台）

であり、必要ほう酸水量を保有できる設計としている。 

 
以上により、本申請における蒸気発生器の取替えに伴い１次冷却材保有水量

が増加することで、１次冷却系統の高温未臨界から低温未臨界に必要なほう酸

水量も増加するものの、既設のほう酸タンクを用いることで、化学体積制御設備

は 1 次冷却材中へのほう酸注入により、炉心を低温状態で未臨界維持できる設

計となっており、既許可に記載している設計方針が妥当であること（設計方針を

変更する必要がないこと ）を確認できた。 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することは出来ません。
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１次冷却系の高温未臨界から低温未臨界に必要な 
ほう酸水量の算定方法について 

 
   １次冷却系の高温未臨界から低温未臨界に必要なほう酸水量について

は、以下２つの合計により求められる。 

 
１．１次冷却系のほう素濃縮時に必要なほう酸水量 
２．１次冷却材収縮の補償や加圧器満水操作における、１次冷却材のほう

素濃度の変化を伴わないほう酸水の充てんに必要なほう酸水量 

    
   以下に、各計算方法について示す。 

 
 
１．１次冷却系のほう素濃縮時に必要なほう酸水量の計算について（インベント

リが一定の場合） 
インベントリが一定の場合の１次冷却系のほう素濃縮時に必要なほう酸

水量の計算方法について以下に示す。下図のようにほう酸水の流入・流出

を考慮すると、ほう素に関する質量保存式は（１）式のとおりとなる。 

 

M	 	 	
dC t
dt

Q C	 	 C t  ・・・（１） 

ここで、各パラメータは以下の通りとする。 

MRCS ：1 次冷却系及び化学体積制御系のインベントリ[ton] 

Q ：充てん水及び抽出流量[ton/h] 

Cin ：ほう酸タンクのほう素濃度[ppm] 

C(t) ：1 次冷却系のほう素濃度[ppm] 

t ：時間[h] 

 
また、その他のパラメータを以下の通りとする。 

1 次冷却系及び 

化学体積制御系の 

インベントリ：MRCS 

ほう素濃度 ：C(t) 

充てん水 

流量   ：Q 
ほう素濃度：Cin 

Q 
C(t) 

抽出水 

（別紙） 
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M ：インベントリが一定の場合の必要ほう酸水量[ton] 

C0 ：初期の 1 次冷却系のほう素濃度[ppm] 

C1 ：濃縮完了後の 1 次冷却系のほう素濃度[ppm] 

t1 ：濃縮が完了する時間[h] 

 
ここで、Qt1=M であることから、(1)式を t=0 から t1=M/Q まで積分する

ことにより、(2)式からインベントリが一定の場合の必要ほう酸水量を求め

ることができる。 

 

Q
M	 	 	

	 dt
	 /	

	
	 	

dC
C	 	 C t

	 	

	 	
 

Q
M	 	 	

M
Q

	 ln	 C	 	 C t 	 	
	 	

	 	
	 ln C	 	 C	 ln C	 	 C	  

M M	 	 	 ln
C	 	 C	
C	 	 C	

 ・・・（２） 

 
高浜 3,4 号炉の高温未臨界（ほう素濃度 0ppm）から低温未臨界に必要

なほう素濃度(1350ppm)までのほう酸水量を求める場合、(2)式に 
MRCS=   [ton]、Cin＝    [ppm]、C1=1350[ppm]、C0=0 [ppm]を代入する

ことで、必要ほう酸量は以下のとおり求められる。 

 

M M	 	 	 ln
C	 	 C	
C	 	 C	

	 	 	 ln
	 	 	 	 0

	 	 	 	 1350
	 	 	 	 	 ton 

 
 

２．１次冷却材収縮の補償や加圧器満水操作における、１次冷却材のほう素濃度

の変化を伴わないほう酸水の充てんに必要なほう酸水量の計算について 
１次冷却材収縮の補償や加圧器満水操作における、１次冷却材のほう素

濃度の変化を伴わないほう酸水の充てんに必要なほう酸水量の計算につい

て以下に示す。下図のようにほう酸水の流入を考慮すると、ほう素に関す

る質量保存式は（１）式のとおりとなる。 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することは出来ません。
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C	 	 M M	 C	 M	 C	  ・・・（１）  
 
ここで、各パラメータは以下の通りとする。 

M ：１次冷却材の収縮補償、および加圧器満水操作に必要なほう

酸水のインベントリ[ton] 

M1 ：1 次冷却材の収縮補償前、加圧器満水操作前のインベントリ

[ton] 
M2 ：1 次冷却材の収縮補償後、加圧器満水操作後のインベントリ

[ton] 
Cin ：ほう酸タンクのほう素濃度[ppm] 

C1 ：1 次冷却系のほう素濃度[ppm] 

 
（１）式から、１次冷却材の収縮補償、および加圧器満水操作に必要な

ほう酸水のインベントリは以下の通り求めることができる。 

 

M
M	 C	 M	 C	

C	 	
 ・・・（２） 

 

高浜 3,4 号炉の１次冷却材の収縮補償、および加圧器満水操作に必要な

ほう酸水量を求める場合、（２）式に M1=   [ton]、M2=   [ton]、
C1=1350[ppm]、Cin=    [ppm]を代入することで、必要ほう酸量は以下の

とおり求められる。 

 

M
	 	 	 1350 	 	 	 1350

	 	 	 	
≒ 	 	 	 	 ton 

収縮補償、加圧器満水操作前のインベントリ：M1

収縮補償、加圧器満水操作後のインベントリ：M2

ほう素濃度：C1 

充てん水 

質量   ：M 
ほう素濃度：Cin 

1 次冷却系、化学体積制御系 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することは出来ません。
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参考資料１５ 

設置許可基準規則第３５条（通信連絡設備）への適合性について 

 

1. 概要 

高浜発電所においては、蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋設置をするこ

とから、「実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）等に従い、「通信連絡設備」

に対する設計方針及び適合性についてまとめたものである。 
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第三十五条 通信連絡設備 

１ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対

し必要な指示ができるよう、警報装置（安全施設に属するものに限る。）

及び多様性を確保した通信連絡設備（安全施設に属するものに限る。）

を設けなければならない。 

 
適合のための設計方針 
第１項について 

蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋は、設計基準事故が発生した場合に、

退避指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声等

により行うことができる設備を設置する設計とする。 
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2. 適合のための具体的設計について 
2.1 第１項について 

蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋は、設計基準事故が発生した場合に、

退避指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声等

により行うことができる設備として、警報装置である事故一斉放送装置及

び多様性を確保した通信設備（発電所内）である運転指令設備、電力保安通

信用電話設備等を設置する設計とする。 

 

2.1.1 蒸気発生器保管庫 
蒸気発生器保管庫は、恒常的な作業が実施されるエリアではなく、保

管庫内への立ち入り者は、限定的かつ短時間である。 
従って、設計基準事故が発生した場合の退避指示等の連絡をブザー鳴

動等により行うことができる運転指令設備（スピーカー）を屋外に設置す

る。 
なお、通信設備となる運転指令設備（送受話器）及び保安電話（携帯用）

アンテナは、屋外に設置されている既設設備を使用する設計とする。 

 
2.1.2 保修点検建屋 

保修点検建屋は、恒常的な作業が実施されるエリアであり、設計基準

事故が発生した場合の退避指示等の連絡をブザー鳴動等により行うこと

ができる運転指令設備（スピーカー）を建屋内に設置する。また、操作及

び作業者との連絡できる運転指令設備（送受話器）及び保安電話（携帯用）

アンテナを建屋内に設置する設計とする。 
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2.1.3 通信連絡設備の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信連絡設備 通信連絡設備の概要
主要設備 対象建屋

設備名 設備の詳細 電源 蒸気発⽣器
保管庫

保修点検
建屋

警報装置 事故等が発⽣した場合に、建屋
内外の者への退避指⽰を⾏う。

事故時⼀⻫放送
装置

運転指令設備の
スピーカー使⽤

通信⽤無停電電源装置
（⾮常⽤所内電源） 新規設置

新規設置
通信設備
（発電所内）

中央制御室、緊急対策所（緊急
時対策所建屋内）から建屋内外
の者へ操作、作業⼜は退避指⽰
等の連絡を⾏う。

運転指令設備
スピーカー 通信⽤無停電電源装置

（⾮常⽤所内電源）送受信器

既設使⽤電⼒保安通信⽤
電話設備

保安電話
（携帯）

通信⽤無停電電源装置
（常⽤所内電源）
充電池
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成
し
た

。
 

原
子

炉
建

屋
、

原
子

炉
補

助
建

屋
及

び
タ

ー
ビ

ン
建

屋
の

解
析

用
モ

デ
ル

は
、
質
点

系
モ

デ
ル

を
基

に
振

動
特
性

を
一

致
さ

せ
る

よ
う

に
有
限

要
素

モ
デ

ル
を

作
成

し
た

。
 

静
的

解
析

に
お

け
る

境
界

条
件

は
、
モ
デ

ル
下

端
を

固
定
境

界
、
側
方

を
鉛

直
ロ

ー
ラ

境
界

と
し

た
。
ま
た

、
動
的

解
析

に
お

け
る

境
界

条
件
は

、
モ

デ
ル

下
端

を
粘

性
境

界
、
側

方
を
エ

ネ
ル
ギ

ー
伝

達
境

界
と

し
た

。
境

界
条

件
を

第

3
.
6
.
7
図

に
示

す
 

〈
中

略
〉
 

 

(2
) 
解

析
内

容
 

基
準

地
震

動
S

s
に

対
す

る
地

震
応

答
解

析
を

二
次

元
動

的
有

限
要

素
法

に
よ

り

          （
補

足
）

 

解
析

モ
デ

ル
に
お
い

て
は

原
子

炉
建
屋

全
体

を
モ

デ
ル

化
し

て
お

り
、
蒸
気

発
生

器
の

取
替
え

に
伴

い
有

限
要

素
モ

デ
ル

に
変
更
は

な
い

。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

行
っ

た
。
地
震

応
答

解
析

は
周

波
数
応

答
解

析
手

法
を

用
い

、
等
価

線
形

化
法

に
よ
り

せ
ん

断
弾

性
係

数
及

び
減

衰
定

数
の
ひ

ず
み

依
存

性
を

必
要

に
応
じ

て
考

慮
し

た
。

 

地
震

時
の

応
力

は
、
静

的
解

析
に

よ
る
常

時
応

力
と
、
地
震

応
答

解
析
に

よ
る

動
的

応
力

を
重

ね
合

わ
せ

る
こ

と
に

よ
り
求

め
た

。
常

時
応

力
は

地
盤
の

自
重

計
算

に
よ
り

求
ま

る
初

期
応

力
、
建
物

基
礎

掘
削
に

伴
う

解
放

力
及

び
建

屋
・
埋

戻
土

の
荷

重
を
考

慮
し

、
動

的
応

力
は

水
平

地
震

動
及
び

鉛
直

地
震

動
に

よ
る

応
答
の

同
時

性
を

考
慮
し

て
求

め
た

。
 

こ
れ

ら
の

手
法

に
よ

り
、
基

礎
地

盤
の
支

持
力
、
す
べ

り
及

び
基

礎
底
面

の
傾

斜
に

対
す

る
安

全
性

を
検

討
し

た
。

 

 (3
) 
解

析
結

果
 

a.
 支

持
力

に
対

す
る

安
全

性
 

３
・
４

号
炉

原
子

炉
建

屋
、
原

子
炉
補

助
建

屋
及

び
緊

急
時

対
策
所

の
基

礎

底
面

に
お

け
る

地
震

時
大
接

地
圧
に

よ
り

評
価

を
実

施
し

た
。

 

原
子

炉
建

屋
の

基
礎

底
面

に
お

け
る

地
震

時
大

接
地

圧
は

、
３

号
炉

が

3.
4N

／
m

m
2 、

４
号

炉
が

4.
2N

／
m

m
2
で
あ

る
。
原
子

炉
補

助
建
屋

の
基

礎

底
面

に
お

け
る

地
震

時
大
接

地
圧
は

4.
0N

/m
m

2
で

あ
る

。
ま
た

、
緊
急

時

対
策

所
の

基
礎

底
面

部
に

お
け

る
地

震
時

大
接

地
圧

は
1.

9N
/m

m
2
で

あ

る
。

基
礎

底
面

の
支

持
力

に
対

す
る
解

析
結

果
を
第

3.
6.

2
表
～

第
3.

6.
6
表

に
示

す
。

 

原
子

炉
建

屋
、
原

子
炉

補
助
建

屋
及
び

緊
急

時
対

策
所

の
基

礎
地
盤

の
大

部

分
は

、
堅

硬
、
ち
密

な
〔
Ｃ

Ｈ
〕
級

以
上

の
岩

盤
で

構
成

さ
れ

て
い
る

。
岩

盤
の

   （
補

足
）

 

蒸
気

発
生

器
の
取
替

え
に

伴
い

建
屋
重

量
は

増
加

す
る

も
の

の
、

増
加
す
る

重
量

は
建

屋
全
体

の
重

量
の

約

0.
1%

以
下
で

あ
る

。
 

      （
補

足
）

 

蒸
気

発
生

器
の
取
替

え
に

伴
い

建
屋
重

量
は

増
加

す
る

も
の

の
、

増
加
す
る

重
量

は
建

屋
全
体

の
重

量
の

約

0.
1%

以
下
で

あ
り

、
地

震
時
接

地
圧
に

与
え

る
影

響
は

無
視

で
き

る
ほ
ど
小

さ
い

。
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許
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設
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許
可

申
請

書
（
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粋
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明

 

支
持

力
試

験
結

果
か

ら
、〔

Ｃ
Ｈ
〕
級

の
極

限
支

持
力

は
20

.8
N
／

m
m

2
以
上

で

あ
る

と
評

価
で

き
る

の
で

、
基

礎
地
盤

は
十

分
な

支
持

力
を

有
し
て

い
る

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

基
礎

地
盤

は
十
分

な
支

持
力

を
有

し
て

い
る
。

 

  

b.
 す

べ
り

に
対

す
る

安
全

性
 

す
べ

り
安

全
率

は
、
想

定
す
べ

り
面
上

の
応

力
状

態
を

も
と

に
、
す
べ

り
面

上
の

せ
ん

断
抵

抗
力

の
和

を
す

べ
り

面
上

の
せ

ん
断

力
の

和
で

除
し

て
求

め

た
。
想

定
す

べ
り

面
は

建
屋
底

面
を
通

る
す

べ
り

面
、
破
砕

帯
沿
い

す
べ

り
面

、

及
び

局
所

安
全

係
数

や
モ

ビ
ラ

イ
ズ

ド
面

の
向

き
を

考
慮

し
た

す
べ

り
面

に

つ
い

て
検

討
し

た
。

 

３
・

４
号

炉
原

子
炉

建
屋

基
礎

地
盤

の
小

す
べ

り
安

全
率

は
5.

3
で

あ

り
、

す
べ

り
安

全
率

の
評

価
基

準
値

1.
5
を

上
回

っ
て

い
る

。
緊
急

時
対

策
所

基
礎

地
盤

の
小
す

べ
り

安
全

率
は

5.
9
で
あ

り
、

評
価
基

準
値

1.
5
を
上

回

っ
て

い
る

。
 

ま
た
、
地
盤

物
性

の
ば

ら
つ
き

を
考
慮

し
、
地

盤
物

性
の
う

ち
せ
ん

断
強

度

に
つ

い
て
「

平
均
値

－
1.

0×
標

準
偏

差
（

σ
）
」
と

し
た
場
合

の
安

定
解

析
結

果
に

つ
い

て
も
、

小
す
べ

り
安

全
率
は

評
価

基
準
値

1.
5
を

上
回
っ

て
い

る
。

す
べ

り
安

全
率

一
覧

表
を
第

3.
6.

7
表

～
第

3.
6.

11
表
に
示

す
。

 

以
上

の
こ

と
か

ら
、
基

礎
地
盤

は
す
べ

り
に

対
し

て
十

分
な

安
全
性

を
有

し

て
い

る
。

 

〈
中

略
〉
 

 

         （
補

足
）

 

蒸
気

発
生

器
の
取
替

え
に

伴
い

建
屋
重

量
は

増
加

す
る

も
の

の
、

増
加
す
る

重
量

は
建

屋
全
体

の
重

量
の

約

0.
1%

以
下
で

あ
り

、
す

べ
り
安

全
率
に

与
え

る
影

響
は

無
視

で
き

る
ほ
ど
小

さ
い

。
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性
の

説
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3.
6.

1.
2 

周
辺

地
盤

の
変

状
に
よ

る
施
設

へ
の

影
響

評
価

 

耐
震

重
要

施
設
（

放
水

口
側
防

潮
堤
を

除
く

。）
及
び

常
設
重

大
事
故

等
対

処
施

設

に
つ

い
て

は
、
岩
盤

に
支

持
さ

れ
て
い

る
こ

と
か

ら
、
揺
す

り
込
み

沈
下

や
液

状
化
に

よ
る

不
等

沈
下

の
影

響
を

受
け

る
お
そ

れ
は

な
い

。
ま

た
、
放

水
口

側
防

潮
堤

に
つ
い

て
は

、
周

辺
地

盤
の

液
状

化
を

考
慮
し

た
設

計
と

し
て

お
り

、
不
等

沈
下

の
影

響
を
受

け
る

お
そ

れ
は

な
い

。
 

 

3.
6.

1.
3 

地
殻

変
動

に
よ

る
基
礎

地
盤
の

変
形

の
影

響
評

価
 

敷
地

内
及

び
敷

地
近

傍
に

は
、

将
来

活
動

す
る

可
能

性
の

あ
る

断
層

等
が

分
布

し

な
い

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
こ

と
か
ら

、
敷

地
に

お
い

て
地

殻
の
広

域
的

な
変

形
に
よ

る
著

し
い

地
盤

の
傾

斜
が

生
じ

る
こ
と

は
な

い
が

、
敷

地
に

比
較
的

近
く

規
模

が
大
き

い
Ｆ

Ｏ
－

Ａ
～

Ｆ
Ｏ

－
Ｂ

～
熊

川
断

層
の

活
動

に
伴

い
生

じ
る

地
盤

の
傾

斜
に

つ
い

て
評

価
を

実
施

し
た

。
地

殻
変

動
量

は
O

ka
da

(1
99

2)
 (

15
7)
の

手
法

に
よ

り
算

出
し

た
。
そ
の

結
果

、
地

盤
の

大
傾

斜
は

1／
29

,6
00

で
あ
り

、
地
震

動
に

よ
る

傾
斜
と

の
重

畳
を

考
慮

し
た

場
合

に
お

い
て
も

、
基

礎
底

面
の

大
傾

斜
は

3
号

炉
原

子
炉

建

屋
で

1／
12

,2
00

、
4

号
炉

原
子

炉
建

屋
で

1／
12

,7
00

、
緊

急
時

対
策

所
で

1／

14
,8

00
で

あ
り
、
評
価

基
準
値

の
目
安

で
あ
る

1／
2,

00
0
を

下
回
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

重
要

な
機

器
・

系
統

の
安

全
機
能

に
支

障
を

与
え

る
も

の
で
は

な
い

。
 

 

 （
補

足
）

 

蒸
気

発
生

器
の
取
替

え
に

伴
い

原
子
炉

施
設

が
設

置
さ

れ
た

地
盤

に
変
更
は

な
い

こ
と

か
ら
、

揺
す

り
込

み
沈

下
や

液
状

化
に
よ
る

不
等

沈
下

の
影
響

を
受

け
る

お
そ

れ
は

な
い

岩
盤
に
支

持
さ

れ
て

い
る
点

に
変

更
は

な

い
。

 

（
補

足
）

 

蒸
気

発
生

器
の
取
替

え
に

伴
い

原
子
炉

施
設

が
設

置
さ

れ
た

地
盤

に
変
更
は

な
い

こ
と

か
ら
、

将
来

活
動

す
る

可
能

性
の

あ
る
断
層

等
が

分
布

し
な
い

点
に

変
更

は
な

い
。
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参考資料１７ 

設置許可基準規則第３９条（地震による損傷の防止）への適合性について 

 

1. 概要 

本資料は、高浜発電所において、蒸気発生器取替えをすることから、「実

用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」

（以下「設置許可基準規則」という。）等に従い、「地震による損傷の防止」

に対する設計方針及び適合性についてまとめたものである。 
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第三十九条 地震による損傷の防止 

１ 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次

に定める要件を満たすものでなければならない。 

 一 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設

（特定重大事故等対処施設を除く。） 

   基準地震動による地震力に対して重大事故に至るおそれがある事故

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであるこ

と。 

 三 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重

大事故等対処施設を除く。） 

  基準地震動による地震力に対して重大事故に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがないものであること。 

 

適合のための設計方針 

重大事故等対処施設については、設計基準対象施設の耐震設計におけ

る動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し、重大事故等対

処施設の構造上の特徴、重大事故等における運転状態、重大事故等の状

態で施設に作用する荷重等を考慮し、適用する地震力に対して重大事故

等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的と

して、施設区分に応じて耐震設計を行う。 

 

第１項第１号について 

常設耐震重要重大事故防止設備である蒸気発生器については、基準地

震動 Ss による地震力に対して、重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

第１項第３号について 

常設重大事故緩和設備である蒸気発生器については、基準地震動 Ss に

よる地震力に対して、重大事故に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがないように設計する。 
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なお、上記設計において適用する動的地震力は、水平２方向及び鉛直方

向について適切に組み合わせたものとして算定する。 

また、蒸気発生器が、Ｂクラス及びＣクラスの施設、常設耐震重要重大

事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施

設、可搬型重大事故等対処設備、常設重大事故防止設備及び常設重大事故

緩和設備のいずれにも属さない常設の重大事故等対処施設の波及的影響に

よって、重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないように設計

する。 
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2. 適合のための具体的設計について 

常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備である蒸気発生器

は、基準地震動Ssによる地震力に対して、重大事故に至るおそれがある事故に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

（地震により発生する一次応力等により蒸気発生器が損傷しないことを、構造

を踏まえた解析モデルを用いた応答解析及び応力解析で確認することとしてお

り、詳細は設工認で説明予定） 

 

162



 
 

「
本

申
請

の
適

用
条

文
で

あ
る

が
、
既

許
可

の
設

計
方

針
に

て
申
請

対
象

設
備

の
適

合
性
を

確
認

で
き

る
も

の
」

に
関

す
る
適

合
性

に
つ

い
て

 

１
．

39
条

2
項
 

地
震

に
よ
る

損
傷
の

防
止

に
係

る
既

許
可

の
設
置

許
可

申
請

書
の

記
載

 

既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

本
文

 

五
、

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設
備

 

イ
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
位

置
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
位

置
の

記
述
を

以
下

の
と

お
り

変
更

す
る
。

 

３
号

炉
及

び
４

号
炉

 

(1
) 
敷

地
の

面
積

及
び

形
状

 

発
電

用
原

子
炉

施
設
（

以
下
「

原
子

炉
施

設
」
と
い

う
。
）
を

設
置
す

る
敷

地
は

福
井

県
大

飯
郡

高
浜

町
西

部
の

音
海

半
島
根

元
部

に
位

置
し

、
東
側

は
高
浜

湾
に

、
西
側

は
内

浦
湾

に
面

し
、
南

北
は

山
に

か
こ

ま
れ
て

お
り

、
大
部

分
が

新
生

代
第
三

紀
に

属
す

る
内

浦
層

群
安

山
岩

、
中

生
代

白
亜

紀
に

属
す

る
音

海
流

紋
岩

及
び

古
生

代
の

大
浦

層
群

頁

岩
等

か
ら

構
成

さ
れ

て
い

る
。

 

敷
地

面
積

は
約

23
5
万

m
2
で

あ
る
。

 

地
震

の
発

生
に

よ
っ

て
生

じ
る

お
そ

れ
が

あ
る

そ
の

安
全

機
能

の
喪

失
に

起
因

す
る

放
射

線
に

よ
る

公
衆

へ
の

影
響

の
程
度

が
特

に
大

き
い

施
設
（

以
下
「

耐
震

重
要

施
設

」

と
い

う
。
）
は

、
そ

の
供

用
中
に

大
き
な

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が
あ

る
地

震
動
（

以
下

「
基

準
地

震
動
」
と
い

う
。
）
に

よ
る
地

震
力

が
作

用
し

た
場

合
に
お

い
て

も
、
接

地
圧

に
対

す
る

十
分

な
支

持
力

を
有

す
る
地

盤
に

設
置

す
る

。
 

ま
た

、
上

記
に

加
え

、
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

が
作

用
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
弱

面
上

の
ず

れ
が

発
生

し
な

い
こ

と
を

含
め

、
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
対

す
る

支

持
性

能
を

有
す

る
地

盤
に

設
置

す
る
。

 

本
条

文
は

常
設
耐
震

重
要

重
大

事
故
防

止
設

備
又

は
常

設
重

大
事

故
緩
和
設

備
が

設
置

さ
れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

適
用
さ
れ

る
も

の
で

あ
り
、

本
申

請
に

お
い

て
取

替
え

を
行
う
蒸

気
発

生
器

に
も
適

用
さ

れ
る

。
 

た
だ

し
、

原
子
炉
格

納
容

器
内

に
設
置

さ
れ

る
既

設
の

蒸
気

発
生

器
を
含
む

耐
震

重
要

施
設
は

、
既

許
可

の
設

計
方

針
に

お
い
て
、

基
準

地
震

動
S

s
に
よ

る
地

震
力

に

よ
っ

て
生

じ
る
恐
れ

が
あ

る
周

辺
斜
面

の
崩

壊
に

対
し

て
重

大
事

故
に
対
処

す
る

た
め

に
必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ
が
な

い
原

子
炉

格
納
容

器
内

に
設

置
す

る
設

計
と

し
て
い
る

。
本

申
請

に
お
い

て
取

替
え

る
蒸

気
発

生
器

に
つ
い
て

も
同

様
に

既
存
の

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
す
る
こ

と
か

ら
、

既
許
可

の
設

計
方

針
に

て
申

請
対

象
設
備
の

基
準

適
合

性
が
確

認
で

き
る

。
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説
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耐
震

重
要

施
設

以
外

の
設

計
基

準
対

象
施

設
に

つ
い

て
は

、
耐

震
重

要
度

分
類

の
各

ク
ラ

ス
に

応
じ

て
算

定
す

る
地

震
力

が
作

用
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
接

地
圧

に
対

す

る
十

分
な

支
持

力
を

有
す

る
地

盤
に
設

置
す

る
。

 

耐
震

重
要

施
設

は
、

地
震

発
生

に
伴

う
地

殻
変

動
に

よ
っ

て
生

じ
る

支
持

地
盤

の
傾

斜
及

び
撓

み
並

び
に

地
震

発
生

に
伴
う

建
物
・
構
築

物
間

の
不

等
沈
下

、
液

状
化
及

び
揺

す
り

込
み

沈
下

等
の

周
辺

地
盤

の
変

状
に

よ
り

、
そ

の
安

全
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ

れ
が

な
い

地
盤

に
設

置
す

る
。

 

耐
震

重
要

施
設

は
、

将
来

活
動

す
る

可
能

性
の

あ
る

断
層

等
の

露
頭

が
な

い
地

盤
に

設
置

す
る

。
 

耐
震

重
要

施
設

に
つ

い
て

は
、

基
準

地
震

動
に

よ
る

地
震

力
に

よ
っ

て
生

じ
る

お
そ

れ
が

あ
る

周
辺

の
斜

面
の

崩
壊

に
対

し
て

、
そ

の
安

全
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が

な
い

場
所

に
設

置
す

る
。

 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

つ
い

て
は

、
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

が
作

用
し

た
場

合

に
お

い
て

も
、

接
地

圧
に

対
す

る
十
分

な
支

持
力

を
有

す
る

地
盤
に

設
置

す
る

。
 

ま
た

、
上

記
に

加
え

、
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

が
作

用
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
弱

面
上

の
ず

れ
が

発
生

し
な

い
こ

と
を

含
め

、
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
対

す
る

支

持
性

能
を

有
す

る
地

盤
に

設
置

す
る
。

 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
防

止
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
つ

い
て

は
、

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

設
計

基
準

事
故

対

処
設

備
が

属
す

る
耐

震
重

要
度

分
類

の
各

ク
ラ

ス
に

応
じ

て
算

定
す

る
地

震
力

が
作

用

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

接
地

圧
に

対
す

る
十

分
な

支
持

力
を

有
す

る
地

盤
に

設
置

す
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る
。

 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

、
地

震
発

生
に

伴
う

地
殻

変
動

に
よ

っ
て

生
じ

る
支

持
地

盤

の
傾

斜
及

び
撓

み
並

び
に

地
震

発
生
に

伴
う

建
物
・
構
築

物
間

の
不
等

沈
下

、
液
状

化
及

び
揺

す
り

込
み

沈
下

等
の

周
辺

地
盤

の
変

状
に

よ
り

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ
れ

が
な

い
地

盤
に

設
置

す
る
。

 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

、
将

来
活

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
断

層
等

の
露

頭
が

な
い

地

盤
に

設
置

す
る

。
 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

つ
い

て
は

、
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
よ

っ
て

生
じ

る

お
そ

れ
が

あ
る

周
辺

の
斜

面
の

崩
壊

に
対

し
て

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が
な

い
場

所
に

設
置

す
る

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

周
辺

斜
面

は
、

す
べ

り
に

対
し

て
十

分
な

安
全

性
を

有
し

て
い

る
。

 

 

        （
補

足
）

 

蒸
気

発
生

器
の
取
替

え
に

伴
い

原
子
炉

施
設

の
場

所
に

変
更

は
な

い
こ
と
か

ら
、

基
準

地
震
動

に
よ

る
地

震
力

に
よ

っ
て

生
じ
る
お

そ
れ

が
あ

る
周
辺

の
斜

面
の

崩
壊

に
対

し
て

、
そ
の
安

全
機

能
が

損
な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

場
所

に
設
置
さ

れ
た

点
に

変
更
は

な
い

。
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添
付

書
類

六
 

3.
 地

盤
 

3.
6 

地
質

・
地

質
構

造
及

び
地

盤
の
調

査
結

果
の

評
価

 

3.
6.

2 
周

辺
斜
面

の
安

定
性
評

価
 

耐
震

重
要

施
設

及
び

常
設

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

周
辺

斜
面

の
地

震
時

の
安

定
性

評

価
に

つ
い

て
、

以
下

の
検

討
を

実
施
し

た
。

 

 

(1
) 
解

析
条

件
 

a.
 解

析
断

面
 

安
定

性
評

価
の

対
象

と
す

る
斜

面
は

耐
震

重
要

施
設

及
び

常
設

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

周
辺

斜
面

と
の

離
隔
距

離
を

考
慮

し
て

抽
出

し
た
。

 

離
隔

距
離

を
考

慮
す

る
に

当
た

っ
て

は
、
「

原
子

力
発

電
所

耐
震

設
計

技
術

指
針

 
JE

A
G

46
01

-1
98

7」
(1

58
) 及

び
土

砂
災

害
防

止
法

(1
59

) を
参

考
と

し
、
そ

の
結

果
、
評
価

対
象

斜
面

と
し

て
３
・
４
号

炉
原

子
炉

建
屋

周
辺
斜

面
、
防
潮

ゲ
ー

ト
周

辺
斜

面
及

び
緊

急
時

対
策
所

周
辺

斜
面

を
抽

出
し

た
。
評

価
対

象
斜

面
位

置
図

を
第

3.
6.

16
図
に
示

す
。

 

各
評

価
対

象
斜

面
に

つ
い

て
、
周

辺
斜

面
の

斜
面

高
さ

、
勾

配
、
風

化
岩

層

の
厚

さ
、
す
べ

り
の

方
向

を
考

慮
し
て

、
山

頂
を

通
る

断
面

、
斜
面

勾
配

が
急

な
断

面
等

、
も
厳

し
い

評
価

と
な
る

と
想

定
さ

れ
る

断
面

を
選
定

し
解

析
断

面
と

し
た

。
解

析
断

面
位

置
図

を
第

3
.
6.
1
6
図

に
示

す
。
 

 

b.
 解

析
モ

デ
ル

及
び

境
界

条
件
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ボ
ー

リ
ン

グ
調

査
、
試

掘
坑
調

査
等
の

結
果

に
基

づ
い

て
作

成
し
た

地
質

断

面
図

を
工

学
的

見
地

に
た

っ
て

検
討
を

行
い

、
第

3.
6.

3
図
、
第

3.
6.

6
図

、
第

3.
6.

17
図
に

示
す

解
析

用
要
素

分
割
図

を
作

成
し

た
。
ま
た

、
３
・
４

号
炉

原

子
炉

建
屋

周
辺

斜
面

に
お

い
て

は
、
斜

面
補

強
工

と
し

て
設

置
さ
れ

て
い

る
連

続
地

中
壁
、
抑
止

ぐ
い

を
考
慮

し
た

。
連

続
地

中
壁

に
つ
い

て
は
平

面
ひ

ず
み

要
素

と
し

て
、

抑
止

ぐ
い

に
つ

い
て
は

は
り

要
素

と
し

て
モ

デ
ル
化

し
た

。
 

静
的

解
析

に
お

け
る

境
界

条
件

は
、
モ
デ

ル
下

端
を

固
定
境

界
、
側
方

を
鉛

直
ロ

ー
ラ

境
界

と
し

た
。
ま
た

、
動
的

解
析

に
お

け
る

境
界

条
件
は

、
モ

デ
ル

下
端

を
粘

性
境

界
、

側
方

を
エ

ネ
ル
ギ

ー
伝

達
境

界
と

し
た

。
 

 

c.
 物

性
値

の
設

定
 

基
礎

地
盤

の
検

討
と

同
様

に
、
岩
石
・
岩

盤
試

験
等

か
ら
得

ら
れ
た

各
種

物

性
値

を
も

と
に

、
解

析
用

物
性

値
を

設
定

し
た

。
解

析
用

物
性

値
は

第
3.

6.
1

表
、
第

3.
6.

8
図

及
び

第
3.

6.
9
図

に
示

す
と

お
り

で
あ

る
。

 

ま
た
、
斜
面

補
強

工
の

解
析
用

物
性
値

に
つ

い
て

は
、
連
続

地
中
壁

は
鉄

筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
で

あ
り

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

剛
性

と
せ

ん
断

強
度

を
用

い

た
。

抑
止

ぐ
い

は
鋼

管
、

H
鋼

及
び
中

詰
め

モ
ル

タ
ル

で
構

成
さ
れ

て
お

り
、

こ
れ

ら
の

剛
性

並
び

に
鋼

管
及

び
H

鋼
の
抵

抗
力

を
考

慮
し

た
。

 

 

d.
 入

力
地
震

動
 

入
力

地
震

動
は

、
解

放
基

盤
表

面
で
定

義
さ

れ
る

基
準

地
震

動
Ss

を
、
一
次

元
波

動
論

に
よ

っ
て

地
震

応
答

解
析

モ
デ

ル
の

入
力

位
置

で
評

価
し

た
も

の
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

を
用

い
た

。
断

層
モ

デ
ル

を
用

い
た
手

法
に

よ
る

地
震

動
（

S
s
－
2
～

Ss
－

5）

に
関

し
て

は
、
検
討

断
面

方
向

に
方
位

補
正

を
行

っ
て

解
析

モ
デ
ル

に
入

力
し

た
。
ま

た
、
応
答

ス
ペ

ク
ト
ル

に
基
づ

く
地

震
動
（

S
s－

1）
に
つ

い
て

は
水

平

地
震

動
及

び
鉛

直
地

震
動

の
位

相
反
転

、
震

源
を

特
定

せ
ず

策
定
す

る
地

震
動

（
S
s
－

6
及

び
Ss
－

7）
に
つ

い
て
は

水
平

地
震

動
の

位
相

反
転
を

考
慮

し
た

場
合

に
つ

い
て

も
検

討
し

た
。

 

 

e.
 地

下
水

位
 

解
析

用
地

下
水

位
は
、
地
下
水

位
観
測

結
果

を
考

慮
し
、
斜

面
部
に

つ
い

て

は
〔

Ｃ
L
〕
級

岩
盤

上
端

に
設
定

し
た
。
ま
た

建
屋

部
に

つ
い

て
は
建

屋
基

礎
底

面
、
そ

の
他

の
箇

所
に

つ
い
て

は
地
表

面
に

設
定

し
た

。
解

析
用
地

下
水

位
を

第
3.

6.
12

図
、
第

3.
6.

15
図
、

第
3.

6.
18

図
に

示
す

。
 

(2
) 
解

析
内

容
 

基
準

地
震

動
S

s
に
対

す
る
地

震
応
答

解
析

を
二

次
元

動
的

有
限
要

素
法

に
よ

り

行
っ

た
。
地
震

応
答

解
析

は
周

波
数
応

答
解

析
手

法
を

用
い

、
等
価

線
形

化
法

に
よ

り
せ

ん
断

弾
性

係
数

及
び

減
衰

定
数

の
ひ

ず
み

依
存

性
を

必
要

に
応

じ
て

考
慮

し

た
。

 

地
震

時
の

応
力

は
、
静

的
解
析

に
よ
る

常
時

応
力

と
、
地
震

応
答
解

析
に

よ
る

動

的
応

力
を

重
ね

合
わ

せ
る

こ
と

に
よ
り

求
め

た
。
常
時

応
力

は
地
盤

の
自

重
計

算
に

よ
り

求
ま

る
初

期
応

力
、
建
物

基
礎
掘

削
に

伴
う

解
放

力
及

び
建
屋
・
埋

戻
土

の
荷

重
を

考
慮

し
、
動
的

応
力

は
水

平
地
震

動
及

び
鉛

直
地

震
動

に
よ
る

応
答

の
同

時
性

を
考

慮
し

て
求

め
た

。
 

                   （
補

足
）

 

蒸
気

発
生

器
の
取
替

え
に

伴
い

建
屋
重

量
は

増
加

す
る

も
の

の
、

増
加
す
る

重
量

は
建

屋
全
体

の
重

量
の

約
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

こ
れ

ら
の

手
法

に
よ

り
、

周
辺

斜
面
の

す
べ

り
に

対
す

る
安

全
性
を

検
討

し
た
。

 

(3
) 
解

析
結

果
 

す
べ

り
安

全
率

は
、

想
定

す
べ

り
面

上
の

応
力

状
態

を
も

と
に

、
す

べ
り

面
上

の

せ
ん

断
抵

抗
力

の
和

を
す

べ
り

面
上
の

せ
ん

断
力

の
和

で
除

し
て
求

め
た

。
想

定
す
べ

り
面

は
円

弧
す

べ
り

を
想

定
し

、
す
べ

り
面

法
に

よ
り

岩
級
区

分
な
ど

各
条

件
に

お
け

る
小
す

べ
り

安
全

率
を

示
す

す
べ
り

面
、
及
び

局
所

安
全
係

数
や
モ

ビ
ラ

イ
ズ

ド
面

の
向

き
を

考
慮

し
た

す
べ

り
面

に
つ
い

て
検

討
し

た
。
 

３
・

４
号

炉
原

子
炉

建
屋

周
辺

斜
面
に

お
け

る
小
す

べ
り

安
全
率
は

1.
3
で

あ

り
、
す

べ
り

安
全

率
の

評
価
基

準
値

1.
2
を

上
回

っ
て

い
る

。
防
潮

ゲ
ー
ト

周
辺

斜
面

に
お

け
る

小
す
べ

り
安

全
率

は
5.

4、
緊

急
時

対
策

所
周
辺

斜
面
に

お
け

る
小
す

べ
り

安
全

率
は

2.
0

で
あ

り
、

す
べ
り

安
全

率
の

評
価

基
準

値
1.

2
を
上

回
っ

て
い

る
。

 

ま
た

、
地

盤
物

性
の

ば
ら

つ
き

を
考

慮
し

、
地

盤
物

性
の

う
ち

せ
ん

断
強

度
に

つ

い
て
「
平

均
値

－
1.

0×
標

準
偏

差
（
σ

）」
と
し

た
場

合
の
安

定
解
析

結
果

に
つ

い
て

も
、

小
す

べ
り

安
全

率
は
評

価
基
準
値

1.
2
を

上
回

っ
て

い
る
。
す

べ
り

安
全

率
一

覧
表

を
第

3.
6.

17
表
～
第

3.
6.

19
表
に

示
す

。
 

ま
た

、
斜

面
補

強
工

の
せ

ん
断

破
壊

、
曲

げ
破

壊
及

び
根

入
れ

部
周

辺
地

盤
に

対

す
る

照
査

を
行

い
、
地
震

時
に
お

い
て
も

健
全

性
を

確
保

し
て

い
る
こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

周
辺

斜
面

は
、

す
べ

り
に

対
し

て
十

分
な

安
全

性
を

有
し

て

い
る

。
 

0.
1%

以
下
で

あ
り

、
建

屋
荷
重

に
与
え

る
影

響
は

無
視

で
き

る
ほ

ど
小
さ
い

。
 

      （
補

足
）

 

蒸
気

発
生

器
の
取
替

え
に

伴
い

建
屋
重

量
は

増
加

す
る

も
の

の
、

増
加
す
る

重
量

は
建

屋
全
体

の
重

量
の

約

0.
1%

以
下
で

あ
り

、
す

べ
り
安

全
率
に

与
え

る
影

響
は

無
視

で
き

る
ほ
ど
小

さ
い

。
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参
考

資
料

１
８

 

設
置
許
可
基
準
規
則
第
４
０
条
（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
へ

の
適

合
性

に
つ

い
て

 

 

「
本

申
請

の
適

用
条

文
で

あ
る

が
、
既

許
可

の
設

計
方

針
に

て
申
請

対
象

設
備

の
適

合
性

を
確
認

で
き

る
も

の
」

に
関

す
る
適

合
性

に
つ

い
て

 

１
．

40
条
 

津
波

に
よ

る
損
傷

の
防
止

に
係

る
既

許
可

の
設

置
許
可

申
請

書
の

記
載

 

既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

五
、

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設
備

 

ロ
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
一

般
構
造

 

(
2
)
 
耐
津

波
構

造
 

(
ⅱ

)
 重

大
事

故
等

対
処

施
設
に

対
す
る

耐
津

波
設

計
 

重
大

事
故
等

対
処

施
設
は

、
基

準
津

波
に

対
し

て
、
以

下
の

方
針

に
基

づ
き

耐
津
波

設
計

を
行
い

、
重

大
事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お
そ

れ

が
な

い
設

計
と

す
る
。

基
準
津

波
の

定
義

位
置

を
第

5.
10

図
に

、
時

刻
歴

波
形

を
第

5.
11

図
に

示
す

。
 

ま
た
、
重
大

事
故

等
対

処
施
設

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備
、
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止
設

備
及

び
津
波

監
視

設
備

の
津

波
か

ら
防
護

す
る

設
備

を
「

重
大

事
故
等

対

処
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

」
と
す

る
。

 

a.
 重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
津

波
防
護

対
象

設
備
（
津

波
防

護
施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非
常

用
取
水

設
備

を
除

く
。
）
を
内

包
す
る

建
屋

及
び

区
画

の
設

置
さ

れ
た

敷
地

に
お

い
て

、
基
準

津
波

に
よ

る
遡

上
波

を
地
上

部
か

ら
到

達
及

び
流

入
さ

せ
な

い
設

計
と

す
る

。
ま

た
、
取

水
路

及
び

放
水

路
等
の

経
路

か
ら

流
入

さ
せ

な
い

設
計

と
す

る
。

具
体

的
な
設

計
内

容
を

以
下

に
示

す
。

 

＜
中

略
＞

 

40
条

1
項
は

、
重

大
事

故
等

対
処
施

設
全

般
に

適
用

さ
れ

る
も

の
で
あ
り

、
本

申
請

に
お
い

て
取

替
え

る
蒸

気

発
生

器
に

も
適
用
さ

れ
る

。
 

た
だ
し
、
原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設
置

さ
れ

る
既

設
の

蒸
気

発
生

器
を
含
む

津
波

防
護

対
象
設

備
は

、
既

許
可

の

設
計

方
針

に
お
い
て

、
設

備
を

内
包
す

る
建

屋
及

び
区

画

の
設

置
さ

れ
た

敷
地

を
基

準
津

波
に

よ
る

遡
上

波
を

地

上
部

到
達

又
は
か
ら

流
入

さ
せ

な
い
、
津
波

に
よ

る
影

響

等
か

ら
隔

離
す
る
設

計
と

し
て

い
る
。
本
申

請
に

お
い

て

取
替

え
る

蒸
気

発
生

器
に

つ
い

て
も

同
様

に
既

存
の

原

子
炉

格
納

容
器
内
に

設
置

す
る

こ
と
か

ら
、
既
許

可
の

設

計
方

針
に

て
申

請
対

象
設

備
の

基
準

適
合

性
が

確
認

で

き
る

。
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既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

c.
 a

.及
び

b.
に
規

定
す

る
も
の

の
ほ
か

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設
の

津
波

防
護

対
象

設
備
（
津

波
防

護
施

設
、
浸
水

防
止
設

備
、
津
波

監
視

設
備

及
び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
）
を

内
包

す
る

建
屋
及

び
区
画

に
つ

い
て

は
、
浸
水

対
策
を

行
う

こ
と

に
よ

り
津

波
に

よ
る

影
響

等
か

ら
隔

離
す
る
。
そ
の

た
め
、
浸
水

防
護
重

点
化

範
囲

を
明

確
化

す
る

と
と

も
に

、
必
要

に
応

じ
て
実

施
す

る
浸

水
対

策
に

つ
い
て

は
、「

(ⅰ
) 
設

計
基

準
対

象
施

設
に

対
す

る
耐

津
波
設

計
」

を
適

用
す

る
。
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参考資料１９ 

設置許可基準規則第４１条（火災による損傷の防止）への適合性について 

 

1. 概要 

高浜発電所においては、蒸気発生器取替えをすることから、「実用発電用原

子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「設

置許可基準規則」という。）等に従い、「火災による損傷の防止」に対する設計

方針及び適合性についてまとめたものである。 
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第四十一条 火災による損傷の防止 

１ 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要

な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、

かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 
第１項について 

蒸気発生器は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損

なうことのないよう、火災発生防止、火災感知及び消火の措置を講じるも

のとする。 
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2. 適合のための具体的設計について 
重大事故等対処施設である蒸気発生器は、火災により重大事故等に対処す

るために必要な機能を損なうことのないよう、火災防護対策を講じる設計と

する。火災防護対策を講じる設計を行うに当たり、重大事故等対処施設を設

置する区域を火災区域及び火災区画に設定する。設定する火災区域及び火災

区画に対して、火災の発生防止、火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した

火災防護対策を講じる設計とする。 
具体的には、第 4 条 1 項に準ずるものとする。 
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参
考

資
料

２
０

 

設
置
許
可
基
準
規
則
第
５
８
条
（
計
装
設
備
）
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て
 

 

「
本

申
請

の
適

用
条

文
で

あ
る

が
、
既

許
可

の
設

計
方

針
に

て
申
請

対
象

設
備

の
適

合
性

を
確
認

で
き

る
も

の
」

に
関

す
る
適

合
性

に
つ

い
て

 

１
．

58
条
 

計
装

設
備

に
係
る

既
許
可

の
設

置
許

可
申

請
書

の
記
載

 

既
許

可
の

設
置

許
可

申
請

書
（

抜
粋
）

 
適

合
性
の

説
明

 

五
、

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設
備

 

ロ
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
一

般
構
造

 

(3
) 
そ

の
他

の
主

要
な

構
造

 

( ⅰ
) 
本

原
子

炉
施

設
は

、
(1

) 
耐

震
構

造
、

(2
) 
耐

津
波

構
造

に
加

え
、

以
下

の
基

本
的
方

針
の

基
に

安
全

設
計

を
行

う
。

 

b.
 重

大
事

故
等

対
処

施
設
（
原

子
炉
制

御
室
、
監
視

測
定
設

備
、
緊
急

時
対

策
所

及
び

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
に

必
要

な
設
備

は
、

a.
 設

計
基

準
対

象
施
設

に
記

載
）

 

(r
) 
計

装
設

備
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
、
計
測

機
器
（

非
常

用
の

も
の

を
含

む
。）

の
故

障
に
よ

り
、
当

該
重

大
事

故
等

に
対
処

す
る
た

め
に

監
視

す
る

こ
と

が
必
要

な
パ

ラ
メ

ー

タ
を

計
測

す
る

こ
と

が
困

難
と

な
っ
た

場
合

に
お

い
て
、
当

該
パ
ラ

メ
ー

タ
を

推

定
す

る
た

め
に

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ
に

よ
り
、
検
討

し
た
炉

心
損
傷

防
止

対
策

及

び
格

納
容

器
破

損
防

止
対

策
等

を
成

功
さ

せ
る

た
め

に
必

要
な

原
子

炉
施

設
の

状
態

を
把

握
す

る
た

め
の

設
備

を
設
置

又
は

保
管

す
る

。
 

  

5
8
条
は

、
重
大
事
故

等
時

の
計

装
設
備

に
適

用
さ

れ
る

も

の
で

あ
り

、
本
申
請

に
お

い
て

取
替
え

る
蒸

気
発

生
器

に

関
係

す
る

計
装
設
備

に
も

適
用

さ
れ
る

。
 

 

た
だ
し
、

本
申

請
に

お
け

る
蒸

気
発
生

器
取

替
え

は
、

蒸
気

発
生
器
に

関
す

る
重

大
事
故

等
時

の
パ

ラ
メ

ー
タ

（
蒸

気
発
生
器

水
位

及
び

２
次
側

圧
力

、
1
次
冷

却

材
圧

力
）

の
計

測
範

囲
や

設
定

値
の
変

更
は

な
く

、
ま

た
、

検
出

器
の
取
替

を
伴

わ
な

い
こ
と

か
ら

、
既

許
可

の
設

計
方

針
に
て
申

請
対

象
設

備
の
基

準
適

合
性

が
確

認
で

き
る

。
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